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愛媛県産婦人科医会　会長 横　山　幹　文

　令和６年度産婦人科医会

会報の発刊にあたり，ご挨

拶申し上げます。

　ご承知の通り，令和６年

元旦に最大震度７を記録し

た能登半島地震が発生しま

した。

　改めて犠牲者の方々のご冥福をお祈りすると共

に，被災された方々の回復，被災地の復興を祈念

する所です。日本産婦人科医会では日本産婦人

科学会との共同事業として，義援金を産婦人科医

療の安定供給を確保する目的で送らせていただき，

愛媛県産婦人科医会としても些少ではありますが，

義援金を送付させていただきました。

　さて，この年度は国内外で社会，経済，政治の

分野で影響力が大きい様々な不安定な状況が生じ

ています。産婦人科医療界でも様々な問題が山積

していますが，将来の周産期医療に大きな影響を

及ぼすと考えられることは，やはり分娩費の保険

適用の問題です。そこで，巻頭言の紙面をお借り

して，現在までの経緯を整理してみたいと思います。

　１�）2023年３月菅前首相が少子化対策を巡り，

「出産費用を保険適用とし，（それ以外の）個

人負担分を（国が）支援する方が現実的では

ないか」と発言。さらに６月岸田首相は

　　�　「費用の見える化を進め，多様なサービス

を皆様が選べる環境を整えながら，第２ス

テップとして2026年度からの出産費用の保険

適用などを進める」と発言。

　２�）出産費用の見える化は，社会保障審議会

医療保険部会での議論を受けて一時金増額

とペアで実施することを決定。2024年５月最

終確認後，「出産ナビ」（2024年５月30日公

開：https：//www.mhlw.go.jp/stf/birth-navi/

index.html）の運用を開始。96％（病院98％，

診療所94％）が対応した。2025年夏には実質

義務化予定。未対応施設には事前通知の上，

一定期間後対応がなければ直接支払制度利用

を停止することが決定。（2024年４月第177回

社会保障審議会医療保険部会）

　３�）本会として，情報提供の向上，負担軽減に

は賛成，かつ保険化には反対の立場を維持し

つつ，議論に関与していくため課題抽出と慎

重な議論を要求。社会保険審議会医療保険部

会ではなく，産科医療に携わる医療関係者が

参加する新たな議論の場の創設を要求。

　４�）「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支

援策等に関わる検討会」（厚労省医政局，保

険局，こども家庭庁成育局）が設置された。

（https：//www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-

hoken_474087_00001.html）構成委員は医療

関係者（日本医師会/濵口欣也常任理事/産

婦人科医，日本産婦人科医会/前田津紀夫副

会長，オブザーバーとして宮﨑亮一郎常務理

巻　　　頭　　　言



2 愛媛県産婦人科医会報

事），日本産科婦人科学会/亀井良政常務理

事，周産期新生児学会/細野茂春理事，看護

協会/井本寛子常任理事，助産師会/高田昌代

会長），医療保険者（健康組合連合会会長代

理），自治体（三重県鈴鹿市長，広島県府中

町長），学識経験者（田倉智之日本大学医学

部主任教授），妊産婦の代弁者（たまごクラ

ブ前編集長，赤ちゃん本舗コミュニティデザ

イン統括本部長）等で構成された。（第178回

社会保障審議会医療保険部会で決定）この検

討会に並行して，厚労科研田倉班が出産費用

の見える化の検証を担当調査，厚労科研野口

班が産科医療機関の経営状況，正常分娩の保

険適用の是非を検討する。さらにこども家庭

庁科研では妊婦健診の標準化の問題を検証す

ることが決定している。この「妊娠・出産・

産後における妊産婦等の支援策等に関わる検

討会」に産婦人科医療関係者が４名配置され

たことは大きな成果です。今までの主な議論

の場であった社会保障審議会医療保険部会

には産科医療関係者が含まれていなかったか

らです。第１回目では喧々諤々の議論が展開

されました。（https：//www.mhlw.go.jp/stf/

newpage_41424.html）今後も月１回程度開催

され，YouTube�liveで公開される予定ですの

で注目してください。ここでの論議が出産

費用の保険化に大きな影響を与えると思わ

れます。

　以上，分娩費用の保険化のこれまでの経緯です。

もちろん，愛媛県産婦人科医会にはこの他に，妊

婦一般健康診査委託料増額の問題，周産期母子メ

ンタルヘルスケア推進の問題，妊娠中からの子ど

も虐待防止の問題（特定妊婦に対する対応），新

生児聴覚スクリーニングへのCMV核酸検査導入，

HPVワクチン，特にキャッチアップ世代への接種

拡大の問題，子宮頸がん検診におけるHPV単独検

診導入の問題，包括的性教育推進の問題，災害時

PEACE利用促進，愛媛県周産期リエゾン活用の

問題等々，多くの問題を内包しています。今後も

各方面での会員の皆様のご理解とご協力をお願い

申し上げます。直に梅雨も明け，最高の猛暑が想

定されます。会員の皆様におかれましては，くれ

ぐれもお身体ご自愛の上，お過ごしください。
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愛媛大学医学部産科婦人科学講座 杉　山　　　隆

　昨年，愛媛大学医学部が

創立され，創立50周年を迎

えました。これまでご指導

ご支援いただきました方々，

愛媛県産婦人科医会の先

生方に心より感謝申し上げ

ます。

　愛媛大学医学部附属病院は医学部設置３年後の

1976年５月10日に設置され，10月２日に病院の開

院式を挙行し，10月４日から診療を開始しました。

もうすぐ48周年を迎えます。当時の写真を見ます

と，建築中の建物を背景に気鋭に満ちた教職員

や意気揚々とした学生達の姿が写っており，逞し

さや力強さが伝わって来ます。この50年余りの間，

多くの教職員のひたむきな努力に支えられ，現在

の愛大病院は，医師約380人，看護師約630人，総

スタッフ数約1,400人を擁し，33診療科，626病床，

外来患者数１日1,500人に及ぶ病院に成長しました。

「患者から学び，患者に還元する病院」の理念を

掲げ，「愛媛県民から信頼され愛される病院」，「患

者の立場に立てる医療人の養成」，「愛媛で育ち，

世界に羽ばたく医療の創造」を目標に，まさに大

学病院として，診療，教育，研究に邁進しています。

　第一の目標である県民から信頼され愛される病

院であるためには，県内唯一の特定機能病院とし

て，最新・高度かつ安全安心な医療を提供する必

要があります。そのために，私達医療スタッフは

日々研鑽に励み，医療技術の向上を図ります。高

度医療の導入に当たっては，慎重に検討した上で，

厳重にプロセスを管理します。また，患者さん中

心の安全な医療を実践するため，インシデントの

報告と情報共有，医療事故防止対策の徹底，適切

な医療事故への対応，教育・研修，管理マニュア

ルの作成など，医療安全の向上および医療の質改

善に継続的かつ組織的に取り組んでいます。

　第二の目標である患者さんの立場に立てる医療

人の育成に関しては，知識や技術のみならず全人

的な医療を身に着けるべく，医学部の卒前から卒

後まで一貫性のあるカリキュラムに基づく教育体

制を構築します。具体的には，総合臨床研修セン

ターの高度シミュレータや手術手技研修センター

におけるキャダバートレーニングを駆使し，医学

的知識や技術の効率的な習得を図ります。また，

豊かな人間性と深い洞察力を備えた医療人を輩出

するために，関連施設と連携の上，愛大病院がマ

ザーホスピタルとして機能し，オール愛媛で多面

的かつ継続的に支援します。総合臨床研修セン

ターを中心に愛媛県の医療を支える若手医師を獲

巻　　　頭　　　言

さらに愛される愛大病院を目指して
－愛大病院50周年に向けて－
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得すべく，医学部・病院が一丸となり，教育支援

を実践します。

　また，第一の目標と第二の目標の延長線上にあ

る患者さんのサービス向上も重視し，総合診療サ

ポートセンターを設置しています。このセンター

は，外来通院から快適な入院への円滑な移行を

提供するだけではなく，退院後の生活も見据えて，

個々の患者さんに合わせた入退院計画を立てます。

すなわち，治療の手助けを行うのみならず，病院

を患者さんの生活の場として機能させ，治療と仕

事の両立支援を含め退院後の生活も充実させるた

めに，多職種が密に連携して，質の高い医療を提

供します。今後，超少子高齢化の時代に向けて地

域包括ケアの充実を図ります。

　研究の推進も大学病院の大きな使命の一つです。

第三の目標である愛媛で育ち，世界に羽ばたく医

療の創造のために，先端医療創生センターを中心

として，様々な領域における橋渡し研究を推進し，

世界レベルの新しい医療を創造しています。第４

期中期目標において，臨床研究と基礎研究の有

機的連携による研究基盤の構築を目指して，2022

年度に本センターにバイオバンクを設立しました。

また，特定機能病院の重要な役割として，臨床研

究があげられます。臨床研究の質を向上させるた

めに，臨床研究支援センター，臨床研究データセ

ンター，臨床研究クオリティマネジメント部，臨

床研究COIマネジメント部を設置し研究体制の充

実を図っています。今後の課題として，特に臨床

治験を精緻かつ効率的に実施する体制を構築する

ことが求められます。

　これらの目標に加え，新型コロナウィルス感染

症のような未曾有の感染症拡大時には病院内外の

有機的連携を強化して県民を守ります。また南海

トラフ地震などの大規模災害に備えることも私達

の使命です。定期的な大規模災害訓練を実施し，

キャンパス内に医薬品や医療器機の備蓄倉庫を設

置するなど，災害時における医療活動の拠点とし

て機能するために可能な限りの医療支援体制を整

備しています。

　現在，病院再開発の準備を行っています。その

主な理由は，現在の１号館が築50年を迎え，老朽

化が進んでいることです。地域医療構想も見据え，

当院の役割を再確認し，まずは８年後に高度急性

期対応に主眼を置いた施設を竣工し，その後，継

続的に病棟再編を行い，さらに愛大病院は進化を

続けます。

　県民の皆さんにさらに愛される病院を目指し，

患者さんも職員も明るい未来を描いて行ける夢の

大学病院に成長してゆきたいと願っています。医

会の先生方にも引き続きお世話になりますが，何

卒よろしくお願いいたします。
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新型コロナ感染症の振り返りと
県下の新型コロナウイルス感染症妊婦の対応

報　　告報　　告

　2020年春から続いている新型コロナ感染症です

が，昨年５月から第５類へ移行しました。その後，

夏に第９波，12月から２月にかけて第10波と続き

ましたが，幸い，医療ひっ迫は生じず，何よりも

妊婦さんの感染拡大による混乱もなく，一安心です。

　この４年間を振り返りますと，愛媛県における

コロナ妊婦への対応は，しっかりと漏れなく妊婦

を管理する体制を構築できました。これも関連施

設の先生方のご協力のお蔭であり，この場をお借

りし重ねてお礼いたします。愛媛県の人口と年間

8000ほどの出生数であれば，本県の６基幹施設に

おける管理体制は何とか可能であることが実証さ

れ，今後の新興・再興感染症のみならず災害時の

対応にも役立つと確信している次第です。

　一方，今回の新コロ感染症拡大により，県下の

感染症や重症肺炎に対応できる医療人材が不足し

ていることも露呈されました。したがって，中・

長期的には県下の感染症に対する多職種の人材育

成が求められ，愛媛県に強く要望し，昨年５月よ

り愛大医学部に寄附講座である感染制御学講座が

設立されました（図を参照ください）。今後，多

職種の感染症に造詣のある人材の育成が期待され

ます。

　県下の医会の先生方には引き続きご協力いただ

きますよう，よろしくお願いいたします。

� （令和６年５月11日記）

愛媛大学大学院医学系研究科　産科婦人科学講座 杉　山　　　隆

図． 愛媛大学医学部 感染制御学講座

感感染染制制御御部部

・医医師師（感染症専門医）：感染症専門医の増加、県下の関連施設との連携

・感感染染症症分分野野をを目目指指すす医医師師：感染症を意識したプログラムを研鑽

・看看護護師師（感染管理認定看護師）：院内・院外の感染対策の研修

➡ 感染管理認定看護師の教育、認定看護師の育成

・検検査査技技師師 ➡感染制御認定臨床微生物検査技師の育成

・薬薬剤剤師師 ➡感染制御専門薬剤師、感染制御認定薬剤師の育成

愛愛媛媛大大学学医医学学部部附附属属病病院院

感感染染制制御御学学講講座座

実実践践教教育育

総総合合臨臨床床研研修修セセンンタターー

シシミミュュレレーータターー教教育育

・・感感染染制制御御ののシシミミレレーータターー教教育育
（（感感染染症症VVRR教教育育））

院院内内協協力力支支援援

第第一一種種感感染染症症施施設設

実実習習教教育育
・・感感染染制制御御にに係係るる職職員員のの教教育育・・研研修修
・・感感染染発発生生時時にに必必要要なな指指導導、、連連絡絡調調整整

県県内内教教育育機機関関等等県県内内教教育育機機関関等等

●県県立立衛衛生生環環境境研研究究所所

研究支援
●●県県立立医医療療技技術術大大学学

臨床検査技師の育成
●●松松山山大大学学薬薬学学部部

薬剤師の育成

愛愛媛媛大大学学愛愛媛媛大大学学

●医医学学部部・・医医学学研研究究科科
学生教育プログラム
感染症診断・治療・制御
若手研究者育成

●医医農農融融合合公公衆衆衛衛生生学学環環
感染症研究

教教育育・・研研究究支支援援

行行 政政行行 政政

医医師師会会・・保保健健所所・・県県内内連連携携機機関関医医師師会会・・保保健健所所・・県県内内連連携携機機関関

医医療療機機関関・・医医療療従従事事者者連連携携

県県下下のの各各施施設設ににおおけけるる
感感染染症症対対策策のの向向上上

研研究究・・教教育育推推進進

本本院院ののみみななららずず
県県全全体体のの質質向向上上

図図..  愛愛媛媛大大学学医医学学部部 感感染染制制御御学学講講座座
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慶　　祝慶　　祝

矢野浩史先生
令和５年度産科医療功労者
厚生労働大臣表彰受賞

略　　歴
氏　　名　　矢

や
野
の

　浩
こう

史
じ

生年月日　　昭和31年７月７日

学　　歴
　昭和57年　久留米大学医学部卒業
　昭和57年　愛媛大学産婦人科学教室入局
　平成元年　医学博士（愛媛大学）

受賞のことば
　この度は，愛媛県医師会長 村上博先生，
愛媛県産婦人科医会長 横山幹文先生なら
びに関係された諸先生方の御推挙により受
賞の栄誉に賜りましたこと，心より感謝申
し上げます。令和５年９月８日，都道府県
会館（東京都千代田区平河町）において表
彰式が行われました。当日は台風の接近で
風雨が強まる中，無事会場まで行くことが
できました。
　加藤厚生労働大臣の御挨拶，代表者への
表彰状授与および受賞者謝辞など式典が行
われました。産科医療の厳しい状況は大臣
も認識されていました。最後に記念撮影が
ありましたが愛媛の座る位置は最前列中
央，大臣の右隣りであり良い記念となりま
した。
　私は1982（昭和57）年に大学を卒業後，
直ちに愛媛大学産婦人科学教室（初代中嶋
晃教授）に入局し，医学部附属病院で産婦

人科医療に従事しました。1989（平成元）
年，矢野産婦人科を継承して35年が経過
しました。現在は医療法人となり，産婦人
科医師５名，助産師９名，看護師12名な
ど80名程度のスタッフで運営しています。
2023（令和５）年６月までの累計総分娩
数は19,153件になりました。担当させて
いただくのは正常経過の妊婦さんですが，
松山の２割程度の出産を取り扱い，安心・
安全を旨として母子の命を守って参りまし
た。リスクの高い患者さんは松山赤十字病
院，愛媛県立中央病院，愛媛大学附属病院
の諸先生方に昼夜を問わず助けていただい
ており，深く御礼申し上げます。
　少子化が止まりません。10年程前，松
山市の出生数は4,500人くらいでしたが，
コロナ禍の影響もあり，昨年（令和４年）
は3,298人になりました。毎年100人以上
減り続けています。分娩数の急激な減少に
加えて，人件費や光熱費など諸経費の高騰
は，経営を圧迫して産科施設の運営は危機
的状況となっています。体力，気力の続く
限りは先輩方が築き，守ってきた地域の産
科医療を堅持する所存です。
　最後になりますが，古谷公一副院長を始
めとする矢野産婦人科のスタッフ全員と献
身的に支えてくれた家族に深く感謝しま
す。また，創設期から多大な貢献をしてく
れた栗原啓子元婦長（故人）に深甚なる感
謝を捧げます。

慶　祝

愛媛県医師会報　第929号　NOVEMBER 2023　3
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弔　　慰弔　　慰

猪原　照夫 先生
◎令和６年３月16日　大阪にて御逝去（享年91歳）

御 経 歴

昭和34年　　京都大学医学部　卒業
　　　　　　京都大学婦人科学産科学教室
昭和42年　　国立松山病院産婦人科　医長
昭和46年　　愛媛県産婦人科医会　理事
昭和49年　　愛媛大学医学部産婦人科助教授
　　　　　　教室開講スタッフとして就任
昭和60年　　愛媛県産婦人科医会　常任理事
昭和63年　　高松赤十字病院産婦人科部長
　　　　　　香川県産婦人科医会に転出
平成７年　　日本産婦人科医会勤務医部会　委員長（２年間）
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論　　説論　　説

災害時の周産期医療情報発信～新しいPEACEの運用～

　2024年も年初より能登半

島地震が発生し，多数の方

が犠牲となり，今なお避難

先，自宅で不自由な生活を

余儀なくされている方が多

数いらっしゃる。この紙面

をお借りし，亡くなられた方には心よりご冥福を

お祈りし，被害にあわれた方にはお見舞いを申し

上げる。また，発災当日から今日まで，支援に入

られたたくさんの方々のご尽力に敬意を表したい。

　自然災害は，私たちの日常を瞬時に破壊し，生

命を脅かす。予測がつかず，甚大な被害を及ぼ

すことも少なくない。医療においては，通常の診

療，検査，手術を行うことができなくなってしま

い，入院，手術の延期や転院を余儀なくされるこ

とも多い。

　しかし，周産期医療分野は，災害が発生しても

医療需要が変化しない。災害時にも陣痛は発来し，

帝王切開術の延期にも限度がある。また，わが国

の分娩は，約半数が産科診療所や産科病院で行わ

れており，停電・断水などのライフラインの途絶

が起きると，一時的に機能停止を余儀なくされる。

診療機能が維持されている施設では，分娩を集中

的に行う必要があり，大きな負担を強いられる。

　災害時にうけた被害をどのように発信し，その

情報をキャッチするか，そして限られた資源をど

のように支援に充てていくかは，医療の問題だけ

ではない。現に，災害医療の専門家は，災害の場

において医療は常に最優先となるわけではないと

いう。電気，水道，ガス，通信，道路や建物など

のインフラ，たくさんの人が押し寄せる避難所の

運営，老人ホームや障がい者施設の救援など，対

応すべきことがあまりにも多いため，病院への公

助を期待してもいつ救援が入るかわからない状態

が続く恐れがある。

　医療機関の情報発信収集のツールには，広域

災害救急医療情報システム（Emergency�Medical�

Information�System：EMIS）がある。1995年の

阪神・淡路大震災の教訓を生かすために構築され

年度ごとに拡充し，2006年より運用が開始された。

災害時に，被災した都道府県を超えて医療機関の

稼働状況など災害医療に関する情報を共有し，被

害地域での迅速かつ適切な医療・救護に係る各種

情報を集約・提供を目的とした入力システムであ

る。しかし，EMISは病院を対象としたものであり，

入力項目が多い一方，周産期事象の入力項目はな

く，周産期領域の情報収集には有用ではなかった。

　日本産科婦人科学会大規模災害対策情報システム

（Perinatal�Early�Assessment�and�Communication�

system�for�Emergencies：PEACE）はEMISの周

産期版として2017年５月より日本産科婦人科学会

会員の利用が可能となった。その後，新生児や小

愛媛県立中央病院　産婦人科 阿　部　恵美子
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児の情報の入力も可能となり，日本産科婦人科学

会会員だけではなく，日本周産期・新生児医学会

会員，災害時小児周産期リエゾン（都道府県のリ

エゾン委嘱完了後に都道府県より付与），分娩取

り扱い施設のスタッフ（施設ID，パスワードより）

も入力が可能となり，災害時に速やかな情報発信

が可能となっている。しかし，PEACEの運用に

ついては入力率が高くないことが問題となってい

る。第76回日本産科婦人科学会学術講演会におい

て，近年の大規模災害や防災訓練でも総合・地域

周産期母子医療センターは比較的高い入力率の一

方で，総合病院やクリニックなどでの入力率が低

いことが報告された。その理由として，PEACE

の周知が院内全体にされていない，入力が煩雑，

院長がパソコンやスマートフォンに不慣れ，など

の理由があげられている。愛媛県においても2023

年９月30日に内閣府大規模地震時災害訓練が行わ

れ，訓練の１つとしてPEACEの入力訓練が行わ

れた。県内で分娩が行われている23施設を対象と

したが，入力されていたのは17施設であった。期

限までに入力が行われなかった理由は調査してい

ないが，すべての施設が入力できるよう訓練を進

めていく必要がある。

　従来のPEACEはPCからの入力を想定しており，

スマートフォンからアクセスしてもPC画面となり

入力が難しいなどの意見や，入力項目が多く入力

が大変だとの意見もあったようである。それらを

受けて，2024年７月１日，新しいPEACE入力シ

ステムの運用が開始された。新しいPEACEシス

テムの特徴は，入力側と管理側に分けてシステム

が構築され，それぞれの役割に応じた機能が整備

され，掲示板や各種通知機能が強化され情報連携

されている。特に被災状況の入力はスマートフォ

ンから簡単に入力できるようになっている。日本

産科婦人科学会会員はJSOG会員ログイン入口か

らアクセスするが，学会員以外には施設担当者・

管理者のログイン，都道府県から委託・登録され

た小児周産期リエゾンのログイン画面が表示され

る（図１）。ログイン設定を行った後に，「施設担

当者の登録」（図２），「施設基本情報管理」（図３），

「掲示板通知設定」（図４）を入力していく。これ

らは定期的に確認を行い，変更があれば速やかに

入力を行う。災害時，訓練時は上記の施設情報

を入力しておくと，登録がスムースになる。もし

被害がなければ，被害の有無に対する回答で「い

いえ」を選択するだけで回答は完了となる（図

５）。被害があった場合，被災状況は平時の情報

を修正して登録が可能であり，必要に応じて物資

支援要請，患者搬送要請，掲示板へ登録可能であ

る。また被災状況マップや掲示板も活用できる（図

図１
図1

図２
図2
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６）。詳しくは大規模災害対策情報システム操作

マニュアル「施設の入力を行う方向け」を参照さ

れたい（https：//www.jsog.or.jp/saigai/PEACE_

manual01.pdf）。

　災害時にスムースに対応するためには，平時

から訓練を繰り返し行う必要がある。今年度も

PEACEの入力訓練を行う予定にしている（現時

点では時期未定）。南海トラフをはじめとした大

規模地震に遭遇する可能性が高い愛媛県は，今後

も災害に備えた準備をすすめていく必要がある。

　また，EMISとPEACEの連携により，災害対策

本部がより速やかに産科施設への救援対応を行う

ことが期待され，連携自体も決定している。しか

し，現行のEMISが令和７年度にEMIS代替サービ

スへ切り替えられるため，PEACEとの連携は現

時点では運用開始時期が未定である。

　災害に対してどこまで備えたらよいのか答えは

ないが，平時に備えておくことで危機的状況を乗

り越えられる可能性がある。周産期医療を継続し

ていくためにも，日頃の備えを大切にしたい。

図３
図3

図５
図5

図４
図4

図６図6
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学　　術学　　術

がん・生殖医療における卵巣組織自家移植について

１．はじめに

　近年，がん・生殖医療や妊孕性温存が広まり，

わが国でも卵巣組織凍結実施施設数が増加しつつ

ある。2021年４月から，小児・AYA世代がん患者

等に対する妊孕性温存研究促進事業としての経済

的支援が開始されたことをきっかけに，その動き

は加速し，令和６年６月現在では「医学的適応に

よる卵巣組織凍結・保存」の日本産科婦人科学会

登録施設が　53施設となっている。しかし，がん

治療が終了し妊娠許可が得られ卵巣組織を自家移

植するまでの期間を考慮すると，実際に卵巣組織

移植の実施に至っている施設は少ないと予測され

る。それは諸外国でも同様であり，卵巣組織自家

移植に関する知見は依然として限られている。す

なわち，手術手技や移植方法など，まだ最善策は

確立されていない状況であると考えられる。本稿

では，現時点における卵巣組織自家移植に関する

最新の知見について概説する。

２．卵巣組織自家移植の現状

　卵巣組織凍結・保存（図１）ならびに卵巣組織

自家移植は，わが国においても「研究段階の治療

法」と位置づけられ，それぞれの施設でIRB審査

の後，研究的に実施されている。

　近年，米国生殖医学会（American�Society� for�

Reproductive� Medicine：ASRM）は最新の�

Committee�opinion� において，「卵巣組織凍結は

ほぼ確立した医療である」という見解を示したも

のの，卵巣組織自家移植を実施するにあたっては，

培養室（または実施するラボ施設）ならびに移植

技術について，高い専門性が要求されることを述

べている１）。また，卵巣組織移植の実施件数は卵

巣組織凍結・保存に比べて圧倒的に少なく，卵巣

組織凍結・保存実施例の３〜４%の症例のみしか

卵巣組織移植に至っていないことが指摘されてい

る。「凍結」と「移植」はまだ同じレベルで議論

できるものではなく，欧米諸国においても卵巣組

織自家移植は，「試験的な技術」に位置づけられ

ている。

安　岡　稔　晃愛媛大学医学部附属病院

図１：卵巣組織凍結・保存
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　最近のシステマティックレビューによると，卵

巣組織自家移植後に63-95%以上の症例で卵巣機能

回復が認められ，37%（95%CI：32-43%）の妊娠

率ならびに28%（95%CI：24-34%）の生産率であ

ることが報告されている２）。現時点において文献

的におそらく，卵巣組織自家移植はまだ約800例

程度のしか行われていないことが推察されるため，

手術手技や移植方法，有効性や安全性，さらに周

産期予後や妊娠期合併症についても，引き続き追

跡調査を行い，動向を注視する必要がある。

３．卵巣組織自家移植の目的とタイミング

　「妊孕性温存療法」として卵巣組織凍結を実施

し，「妊孕性回復」を目的として卵巣組織自家移

植を行う場合，当然のことながら，原疾患の治療

が終了している，あるいは妊娠・出産が可能な状

態でコントロールされている，ということが大前

提となる。それらは原疾患主治医からの妊娠許可

が得られていることと一般的に解釈できるが，薬

物投与や手術終了から妊娠許可までの期間は，疾

患や患者の状態によって多様である。さらに，原

疾患主治医から妊娠の許可が得られている場合で

も，周産期の視点からも安全な妊娠・出産が可能

かどうかを判断する，また準備する（＝プレコン

セプションケア）必要性があると思われる。

　卵巣組織自家移植の施行可能年齢については議

論があるが，FertiPROTEKT（ドイツ，オース

トリア，スイスの３か国でネットワークをつくり，

2007年から卵巣凍結を開始している世界最大の妊

孕性温存ネットワーク）では45歳を超えての移植

は推奨されていない３）。また本法は，「妊孕性の

回復」ではなく，「思春期発来（第二次性徴促進）」

や「閉経遅延」を目的として使用することも検討

されうる。Jensenらによると，17%（41例中）の

症例においてホルモン補充のみを目的とした卵巣

組織家移植を受けていたという報告もあり４），施

設間または対象において適応は異なる。しかし，

卵巣組織内の卵胞数（卵巣機能が維持される期間）

には限りがあるため，ホルモン補充療法を回避す

る代替手段になりえないこと，安全性に関する知

見が乏しいこと，思春期発来に成功したとしても

生理的なホルモン環境からはほど遠いこと，など

の理由から，ホルモン補充を目的とした卵巣組織

移植が強く推奨されるには至っていない。

４．卵巣組織自家移植の手術方法における論点

　卵巣組織自家移植は腹腔鏡下手術にて施行され

ることが多い。手術合併症は，0.2-1.4%の創部感

染や臓器損傷など，頻度は極めて低いが報告はさ

れている。本法の有効性を最大化するための，移

植手術手技やラボワークを含めた最善策の確立に

は至っておらず，議論されるべき点が残されてい

る。以下に，現状の卵巣組織自家移植に関する論

点を整理する。

１）移植部位　―　同所性移植と異所性移植

　卵巣組織自家移植を行う際は，同所性移植と異

所性移植のどちらかが選択される。卵巣組織自家

移植において同所性移植とは，卵巣組織を残存卵

巣内や表面（intoもしくは�onto�the�ovary），卵巣

外側の骨盤壁，卵巣前方の広間膜，子宮広間膜へ

卵巣組織移植を行うことである。一方，異所性移

植は，前腕や腹壁の皮下組織，後腹膜下（卵巣

から離れた箇所），直腸の筋層などに卵巣組織を

移植することである。異所性移植は，骨盤内に高

度な癒着がある症例や骨盤内臓器が解剖学的に偏

移している症例，骨盤内放射線照射によって血流

不良が予測される症例などにおいて選択される場



13第 60 号　令和６年８月 31 日

合があり，全身麻酔を必要としない部位に移植で

きることや医療コストの観点からも利点がある可

能性が指摘されている。しかしながら，これまで

報告されているほぼすべての生産例が同所性移植

による症例であることから，現時点における移植

部位の主流は同所性移植であることは間違いない。

同所性移植において自然妊娠が可能であることが

利点の一つとしてあげられてはいるものの，87の

生産例に関する研究では，約半数が自然妊娠であ

り，ある一定数の患者が体外受精を必要としてい

ることも報告されている５）。

２）�移植の手術手技　―　移植部位の詳細�卵巣

か腹膜か？

　同所性移植が主流であるが，同所性移植でも標

準的な方法は確立されていない。卵巣内に移植す

る方法（into�the�ovary），卵巣表面に移植する方

法（onto�the�ovary）も生理的な環境に近いとい

う理由から試みられている。しかし，これらの方

法は熟練した腹腔鏡手術の技術が必要である。術

式としては卵巣の長軸に沿ってハサミ鉗子にて割

を入れることによって移植される卵巣の表面積を

広げ，卵巣皮質を5-0�モノクリルなど細い吸収糸

で縫合し移植する方法も多く行われている。しか

しFertiPROTEKTでは，その技術的な簡便さや血

流の点を考慮し，化学療法などによって萎縮して

しまった卵巣への移植よりも，後腹膜を開窓して

後腹膜下に埋没するのみの移植法を提唱している。

図２：卵巣への移植と後腹膜下への移植の比較（　文献６）　より引用）
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（図２：卵巣への移植と後腹膜下への移植の比較）

さらに，ヨーロッパの複数の施設で，自家移植術

後に生まれた子どもの数を調査した研究において，

移植部位の割合は，卵巣：30.5％，腹膜：34.8％，

併用法：34％（異所性移植では妊娠例はない）であっ

た。その結果からは，卵巣の同所性移植を行う優

位性はないのかもしれないと論じられている６）。

３）移植する卵巣組織の量

　卵巣組織自家移植を行う際，凍結保存してい

る卵巣皮質シートのうち，どの程度の量の卵巣組

織を移植すべきか，という問題がある。卵巣組織

自家移植後，報告によっても異なるが，2/3以上

の症例が１年以上卵巣機能を維持し，2―7年程

度，最長でも7―10年間ほど卵巣機能を保ち続け

るという報告がある７）。卵巣機能低下を理由に複

数回の卵巣組織移植を受けている症例も存在する

ため，一度にすべての卵巣組織を移植するのでは

なく，凍結している組織全体の２割から５割の移

植にとどめるべきとする意見もある。なお，再移

植は第一回目の卵巣組織移植が行われた後に半年

間経過観察し，性周期の回復などがみられない場

合にも考慮されうる。さらにこの問題は，卵巣組

織凍結前の年齢，卵巣予備能，移植する際の年齢，

患者の希望，妊娠に向けた治療スケジュール，医

療費などの多様な因子が影響を及ぼすため，一律

に移植卵巣組織量を定めることは困難でありオー

ダーメイドに対応する必要がある。

５．微小残存病変（MRD）について

　本法を施行するうえで必ず議論しなければなら

ない問題として，微小残存病変（minimal�residual�

dlisease：MRD）の問題がある。卵巣組織に悪性

腫瘍が転移するリスクは疾患ごとに異なってお

り，特に白血病や神経細胞種，バーキットリンパ

腫，卵巣がんで危険性が高いことが知られている

（表１）。現時点ではハイリスク疾患における卵巣

組織移植の安全性は確立されていないものの，画

像検査，免疫組織染色を含めた病理組織学的検

査，PCR,� in�situ�hybridization,�SCIDマウスなど

への異種移植による安全性の検証を経た後に妊娠

に至った例などが報告されつつあるが，いまだ安

全性の確立という域には達していないのが現状で

ある。今後，MRDの問題を解決する手段として，

原始卵胞の完全体外培養や人工卵巣の実用化など

科学的な発展によるブレイクスルーが期待される。

表１：微小残存病変（MRD）のリスク分類
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さらにiPS細胞からの配偶子形成が可能になれば，

精子や卵子，卵巣組織の凍結は古い方法となるか

もしれない。

６．おわりに

　卵巣組織自家移植の臨床成績が明らかになりつ

つある。しかしながら，まだ最善策は確立されて

いない状況であり，解決しなければならない問題

も多岐にわたり，臨床研究ならびに基礎研究の両

側面からの発展が望まれる。
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理事会だより理事会だより

愛媛県産婦人科医会緊急常任理事会（令和５年度第１回）
◎日　時　�令和５年11月13日㈪午後７時〜午後

８時

◎場　所　Zoom開催

次　第

１．開　会（進行・横山会長）

２．協　議

　　⑴愛媛県薬剤師会からの依頼について

　　　・�緊急避妊薬販売に係る環境整備のための

調査事業の，連携産婦人科医師の選定

（１名）

　　　　◇�事業概要説明：愛媛県薬剤師会専務理

事縄田幸裕様

　　⑵その他

３．閉　会

愛媛県産婦人科医会常任理事会（令和５年度第２回）
◎日　時　令和６年２月21日㈬午後７時15分〜

◎場　所　愛媛県医師会館　２階　常任理事室

　　　　　松山市三番町４丁目５-３

　　　　　℡089-943-7582

次　第

１．開　会（進行・横山会長）

２．報　告

　　⑴今後の研修会・講演会開催予定� 【資料１】

　　　・�愛媛県医師会子宮がん検診従事者講習会

（2.24）

　　　・第10回愛媛生殖医学研究会（3.9）

　　　・愛媛県産婦人科医会学術講演会（3.23）

　　　・第11回せとうちART研究会（4.7）

　　　・�第76回愛媛県産婦人科医会学術講演会

（6.1）資料なし

　　　・第21回日本婦人科がん会議（6.28 〜 29）

　　⑵�MCMC母と子のメンタルヘルスケア研修会

都道府県担当者連絡会� 【資料２別紙】

　　⑶令和５年おぎゃー献金額報告� 【資料３】

　　⑷ホームページ改修状況報告� 【資料４】

３．協　議

　　⑴�令和５年度愛媛県産婦人科医会総会・愛媛

産科婦人科学会総会開催について（議長候

補者について）� 【資料５別紙】

　　⑵�令和４年度愛媛県産婦人科医会会計決算並

びに愛媛産科婦人科学会会計決算について

� 【資料５別紙】

　　　◆監査報告� 【資料配布】

　　⑶令和６年度事業方針について� 【資料６】

　　⑷�令和６年度愛媛県産婦人科医会会計予算に

ついて� 【資料５別紙・７・８】

　　⑸�次回愛媛県産婦人科医会役員会開催につ

いて� 【資料９】

４．閉　会



17第 60 号　令和６年８月 31 日

愛媛県産婦人科医会役員会（令和５年度第２回）
◎日　時　�令和６年３月23日㈯午後１時30分〜

　　　　　午後３時20分

◎場　所　愛媛県医師会館　３階　理事室

　　　　　松山市三番町４丁目５-３

　　　　　℡089-943-7582

次　第

１．開　会（進行・横山会長）

２．報　告

　　⑴研修会・講演会開催予定（開催日）�

� 【資料１】

　　　・愛媛県産婦人科医会学術講演会（3.23）

　　　・�第９回CAYA世代対応ネットワーク妊孕

性ネットワークセミナー（3.30）

　　　・第�11回せとうちART研究会（4.7）

　　　・�愛媛県産婦人科医会学術集談会（6.1）

資料なし

　　　・�第21回日本産婦人科がん会議（6.28 〜 29）

　　⑵会議報告

　　　・日産婦医会総会（3.12）� 【資料２】

　　　・�日産婦医会母体保護法に関する実務者全

国会議（3.21）資料は当日配布

　　⑶令和５年おぎゃー献金額報告� 【資料３】

　　⑷ホームページ改修状況報告� 【資料４】

３．協　議

　　⑴�愛媛県産婦人科医会総会・愛媛産科婦人科

学会総会開催について� 【別冊】

　　　①日程並びに議長選出

　　　②�令和４年度愛媛産科婦人科学会決算並び

に愛媛県産婦人科医会決算・監査報告

　　　③令和６年度事業方針�【資料別冊・A・B】

　　　④�令和６年度愛媛県産婦人科医会予算並び

に会費賦課� 【資料別冊・５・６】

　　⑵能登半島地震災害に対する義援金について

� 【資料７】

　　⑶�令和６年度日産婦医会四国ブロック協議会・

医療保険協議会開催について

　　　�（R.6.8.31㈯〜 9.1㈰於・ザクラウンプラザ新

阪急高知）� 【口頭】

４．閉　会
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愛媛県産婦人科医会役員会（令和６年度第１回）
◎日　時　令和６年７月９日㈫午後７時〜

◎ZoomによるWEB開催

次　第

１．開　会（進行・横山会長）

２．報　告

　　⑴�講演会・研修会開催について（時間の都合

により資料提出のみ）� 【資料１】

　　　・�第76回愛媛県産婦人科医会学術集談会

（6.1）

　　　・�愛媛県包括的性教育（性に関する指導）

事業に係る研修会（7.6）

　　　・愛媛県産婦人科医会夏期講習会（7.11）

　　⑵�産科医療功労に対する厚生労働大臣表彰の

推薦報告� 【飼料２】

　　⑶�日産婦学会専門医制度愛媛地方審査委員会報

� 【資料３】

　　⑷�母と子のメンタルヘルスフォーラムin滋賀

報告� 【資料４】

　　⑸日産婦医会全国医療保険担当者連絡会報告

� 【資料５】

　　⑹�日産婦医会石渡会長：分娩費用の保険化に

対する説明会� 【資料６】

　　⑺日産婦医会総会報告� 【資料７】

　　⑻日産婦医会全国献金担当者連絡会報告

� 【資料８】

３．協　議

　　⑴�第48回良い子を産み育てる妊婦の日開催に

ついて� 【資料９】

　　⑵�日産婦医会四国ブロック協議会・医療保険

協議会開催について（8.31 〜 9.1）

　　　①日程並びに参加者� 【資料10】

　　　②�ブロック協議会提出議題の愛媛県の回答

並びに回答者� 【資料11・12】

　　　③�ブロック医療保険協議会議題（回答者は

審査委員）� 【資料13】

４．閉　会
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学会だより学会だより

第75回愛媛県産婦人科医会学術集談会

プ　ロ　グ　ラ　ム
　　第 １ 群　14：20 〜14：50

　　第 ２ 群　14：50 〜15：20

　　第 ３ 群　15：20 〜16：10

　　第 ４ 群　16：20 〜17：00

　　特 別 枠　17：00 〜17：20

　　学術講演　17：20 〜17：45

　　特別講演　18：00 〜19：00

　　　　　　　『絨毛性疾患の診断・治療のトピックス　〜ガイドライン改定を踏まえて〜』

 和歌山県立医科大学　産科婦人科学講座　教授　井箟　一彦 先生

日　時：令和５年11月25日㈯　14時20分〜19時00分
会　場：TKP松山市駅前カンファレンスセンター　５階ホール
　　　　松山市千舟町４-３-７
　　　　TEL 089-993-7143
　　　　（現地開催）

特別講演抄録

和歌山県立医科大学　産科婦人科学講座　教授　井箟　一彦 先生 

　絨毛性疾患は異常妊娠の１つである胞状奇胎

と，５つの絨毛性腫瘍（GTN）（侵入奇胎，絨毛癌，

胎盤部トロホブラスト腫瘍（PSTT），類上皮性ト

ロホブラスト腫瘍（ETT），存続絨毛症）に分類

される。

　絨毛性疾患に対する国内ガイドラインは，子

宮体がん治療ガイドライン2013に初めて登場し，

2018年版で一部改定され，今回５年ぶりに2023年

絨毛性疾患の診断・治療のトピックス　～ガイドライン改定を踏まえて～
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版が発出された。ガイドライン2023では，侵入奇

胎，絨毛癌，PSTT/ETTの最新の治療法につい

て記載している。2018年以後に米国NCCNのガイ

ドライン2019-2022および，欧州のEOTTDのガイ

ドライン2020が発出されたので，国内ガイドライ

ンもそれらを踏まえて解説文が改定された。

　一方，胞状奇胎については，本年，産婦人科診

療ガイドライン産科編2023（CQ207）に初めて記

載され，胞状奇胎の治療や管理は産科ガイドライ

ンの方に棲み分けされた。

　胞状奇胎の確定診断は病理学的にトロホブラス

トの過増殖を証明することだが，全奇胎と部分奇

胎・水腫様流産の鑑別をするための簡便な補助診

断toolとしてp57KIP2免疫染色が必須になりつつ

ある。これにより15 〜 20％の高い続発率を示す

全奇胎と，１〜４%の続発率の部分奇胎を鑑別す

ることが重要で，積極的な使用が推奨される。

　最後に，最近のGTN治療のトピックスは，化

学療法抵抗性の絨毛癌やPSTTに対しての免疫

チェックポイント阻害薬（PD-1/PD-L1抗体）の

有効性が欧米や中国・韓国，さらに国内でも報

告されていることである。GTNはトロホブラス

ト由来のため理論的に父方アロ抗原を有すること，

PD-L1などの免疫寛容分子を高頻度に発現してい

ることから，免疫療法の有効性が期待されており，

国内での使用に向けた整備や臨床試験が必要で

ある。

愛媛県医師会成育医療部理事　横山　幹文

松山赤十字病院小児科　近藤　陽一

　児童虐待の相談件数は愛媛県内でも年々増加し

ています。特にこの数年コロナ禍による雇用，収

入の減少，子育ての孤立・密室化が進み，子ども

虐待がこれまで以上に増加することが懸念されま

す。また厚労省による子ども虐待による死亡事例

検証結果報告では，０歳での虐待死が47.4%を占

め，望まない妊娠出産が約50％，妊婦健診未受診

が約40％，加害者が母親である事例が約90％と報

告されています。このような状況を未然に防止し

ていくために産婦人科医の役割は大きいと考えら

れます。

　愛媛県では県と医師会が協力して，2020年度か

ら拠点病院を中心に，地域の医療機関と児童相談

所，警察，市町要保護児童対策地域協議会（要対協）

と連携して，児童虐待防止に繋がる体制を整備強

化すべく，愛媛県児童虐待防止医療ネットワーク

構築を進めています。拠点病院はとして愛媛県立

中央病院，松山赤十字病院が認定され，地域拠点

病院として，東予地域では四国中央病院，県立新

浜病院，県立今治病院，南予地域では市立八幡浜

総合病院，市立宇和島病院が認定されました。ま

た支援機関として愛媛大学医学部小児科子どもの

こころセンターが指定されました。これらのあら

ゆるレベルのネットワークを通じて，子ども虐待

愛媛県児童虐待防止医療ネットワーク事業の展開

特別枠
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の早期発見，早期対応のみならず，妊娠期からの

虐待予防として特定妊婦に対する支援を充実させ

るべく事業を展開しています。

　このネットワークの概要について，松山赤十字

病院小児科部長／近藤陽一先生ともにご紹介し

ます。

愛媛県立中央病院　臨床研修センター１），愛媛県立中央病院　産婦人科２）

新田庄太郎１），森　　美妃２）,

城戸　香乃２），島瀬奈津子２）,

井上　翔太２），大木　悠司２）,

上野　愛実２），池田　朋子２）,

田中　寛希２），阿部恵美子２）,

近藤　裕司２）　　

一般演題抄録

【目的】急性虫垂炎は妊娠中の非産科的要因によ

る急性腹症の原因として最も多く，非妊娠時と比

較し症状が典型的ではないため診断に苦慮する場

合も少なくない。また診断が遅れると重症化しや

すく，予後不良になるといわれている。我々は当

院で経験した急性虫垂炎合併妊娠について検討し

た。【方法】2015年７月から2023年９月に経験し

た急性虫垂炎合併妊娠11例について，後方視的に

検討した。【結果】年齢は中央値30才（21-38），妊

娠週数は23週（18-31）であった。主訴は，右下腹

部痛が７例，嘔吐が４例，心窩部痛が２例，子宮

収縮が１例であった（重複あり）。抗生剤投与を

行った症例が４例，手術を行った症例が６例，抗

生剤投与を行っていたが増悪したため手術を行っ

た症例が１例であった。手術症例のうち４例は開

腹手術，３例は腹腔鏡手術であった。診断方法は

CTを用いたものが10例であり，CTを施行しなかっ

た１例は絨毛膜羊膜炎の診断にて緊急帝王切開術

を行った際，急性虫垂炎の診断に至った。全症例

において術後経過は良好で，母児の予後は良好で

あった。【結論】10例において診断目的のためCT

が撮影されており，症状や理学的所見だけで診断

することが難しいため，画像診断をすみやかに行

うことが重要と考えられた。また３例において腹

腔鏡手術が施行され術後経過は良好であった。腹

腔鏡手術は開腹手術と比べて創部が小さく術後疼

痛管理や，早期離床が容易であると考えらえるが

症例数が少ないため今後もさらなる症例の蓄積が

必要と考えられた。

急性虫垂炎合併妊娠の11例
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松山赤十字病院　産婦人科　　江﨑　高明，信田　絢美,

高崎　　萌，藤田茉由貴,

里見　雪音，上甲由梨花,

中溝めぐみ，本田　直利,

中野　志保，瀬村　肇子,

高杉　篤史，梶原　涼子,

栗原　秀一　

【緒言】ジノプロストン腟内留置用製剤（以降，プ

ロウペス）が承認され，分娩誘発の選択肢が広がっ

た。当科では2022年12月に導入し，2023年６月ま

でに10症例で使用した。適応症例を拡大しプロウ

ペスをより使用しやすい環境とするため，2023年

７月から分娩誘発患者の午前入院を取り入れ，９

月までにさらに15例で使用した。合計25例の分娩

転帰について後方視的に検討した。

【患者背景】母体年齢は25歳から43歳（中央値34

歳），初産婦は15例（6060％）であった。分娩誘

発の適応はHDP７例（2828％），過期産予防６例

（2424％），耐糖能異常合併妊娠４例（1616％）で

あった。2023年７月から９月の朝入院症例は15例

中７例であった。

【分娩転帰】分娩様式は経腟分娩14例（5656％）で，

投与後24時間以内に経腟分娩に至った症例は６例

（2424％）あった。プロウペスの途中抜去は９例（陣

痛発来４例，NRFS ２例，破水２例，子宮頻収縮

１例）であったが，途中抜去例と有害事象なく投

与時間（77－10時間）のため抜去した症例で経腟

分娩率に明らかな差はなかった。器械的頸管熟化

法を併用した症例が17例（68%68%），子宮収縮薬

を併用した症例が20例（8080％）であった。分娩

合併症は弛緩出血３例，頸管裂傷１例，Ⅲ度会陰

裂傷１例であった。新生児に新生児仮死症例はな

かったが，３例がNICUに入院した。

【結論】新体制を導入し，使用例は増加，経腟分

娩率は向上した。現時点で安全性の面においては

従来法の分娩誘発と同等に実施できていると考え

ている。有効性の検討のためには，さらなる症例

の蓄積が必要である。

当科でのジノプロストン腟内留置用製剤
（プロウペス®腟用剤10mg）の使用経験
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愛媛大学　産婦人科　　平山　亜美，内倉　友香,

大塚　沙織，田口　晴賀,

中橋　一嘉，加藤　宏章,

宮上　　眸，横山　真紀,

村上　祥子，安岡　稔晃,

森本　明美，宇佐美知香,

松原　裕子，藤岡　　徹,

松元　　隆，松原　圭一,

杉山　　隆　

【目的】ジノプロストン腟内留置用製剤は，2020

年１月，妊娠37週以降の子宮頸管熟化不全におけ

る熟化の促進を効能または効果として承認を取得

したプロスタグランジンE2製剤である。当院では，

2020年10月よりジノプロストン腟用剤を導入した。

今回，当院における子宮頸管熟化不全症例に対す

るジノプロストン腟用剤と器械的熟化法の臨床成

績を後方視的に比較検討した。

【方法】�対象は，2020年10月から2023年３月までの

間に妊娠37週以降の単胎妊娠で，子宮頸管熟化不

全に対し当院でジノプロストン腟用剤を使用した

46例（腟用剤群）と2019年１月から2023年３月ま

でに器械的熟化法を施行した43例（器械群）を対

象とし，後方視的に比較検討を行った。

【成績】両群間において患者背景に差を認めなかっ

た。全体の経腟分娩率は両群に差を認めなかった

が（腟用剤群�vs.�器械群；50%�vs.�58%,�p=0.441），

腟用剤群では陣痛促進剤使用率が低かった（50%�

vs.�81%,�p=0.004）。特に初産婦では，腟用剤群で

促進剤使用率が低く（47%�vs.�88%,�p=0.002），24

時間以内に経腟分娩となる割合が高かった（32%�

vs.�11%,�p=0.031）。また，両群間で新生児予後の

差を認めなかった。

【結論】ジノプロストン腟用剤の使用は，従来の

器械的熟化法に比べ促進剤使用率が低く，特に初

産婦において24時間以内に分娩となる頻度が高い

ことが判明した。ただし，胎児機能不全や頻回の

子宮収縮が生じる可能性があるため，使用法につ

いては慎重な管理が必要となる。

当院における子宮頸管熟化不全に対する
ジノプロストン腟用剤と器械的熟化法の有用性の比較検討
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四国がんセンター　婦人科　　伊藤　　恭，日比野佑美,

横山　貴紀，藤本　悦子,

坂井　美佳，大亀　真一,

竹原　和宏　

【緒言】Bevacizumabは，高血圧など血管新生阻害

に起因するとされる特徴的な有害事象が知られて

いる。今回，卵管癌の維持療法中にBevacizumab

によると考えられる急性心不全を呈した症例を経

験したため報告する。

【症例】60歳代，G1P1，閉経50歳。卵管癌ⅣB期

（cT3cN1bM1b），リンパ節生検で高異型度漿液性

癌と診断された。術前化学療法としてconventional�

TC療法を４コース施行後に，interval�debulking�

surgery（complete�surgery）を行った。myChoice®

診断システムはHRD癌（GIS=39，tBRCA2陽性）

であり，術後化学療法としてTC＋Bevacizumab

療法を２コースおこない，Bevacizumab＋Olaparib

維持療法に移行した。Bevacizumab�４コース後に，

持続する咳嗽と呼吸苦を主訴に総合病院を受診し

た。血液検査でBNP値上昇（1982.5�pg/ml），心

エコー検査で左室駆出率43.2%と左室収縮能低下

および下大静脈径拡大，呼吸性変動低下を認めた。

急性心不全と診断され，カルペリチド，利尿薬投

与などの治療により症状軽快し，第９病日に退院

となった。それ以降の維持療法はOlaparib単剤に

移行し，現在も継続中である。

【結語】Bevacizumabによる心不全の報告は稀で

あるが，がん関連心血管疾患（CTRCD）はがん

治療の延期や中断によって患者の予後に影響する

可能性があり，がん専門医と循環器専門医の連携

が重要となる。

Bevacizumabが原因と考えられる心不全を来した卵管癌患者の一例

 愛媛県立中央病院　産婦人科１），独立行政法人　国立病院機構　四国がんセンター２）

島瀨奈津子１）２），日比野佑美２）,

横山　貴紀２），藤本　悦子２）,

坂井　美佳２），大亀　真一２）,

竹原　和宏２）　

【緒言】子宮肉腫は発生頻度が子宮体部悪性腫瘍

の４〜９％と低いため，治療前の診断は困難な場

合があり，術後に確定診断がなされることがあ

る。加えて，進行，再発子宮肉腫に対する全身化

学療法は奏功率が十分とは言えず，いまだunmet�

medical�needsの状況にある。今回，進行子宮肉腫

に対しドキソルビシン（以下DXR）単剤療法を行

い，長期に無増悪生存期間を得られている症例を

ドキソルビシン単剤療法が長期奏功している進行子宮肉腫の一例 
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愛媛大学医学部付属病院　総合臨床研修センター１）

愛媛大学大学院医学系研究科　産科婦人科学講座２）

玉井　葉奈１），宮上　　眸２）,

宇佐美知香２），大塚　沙織２）,

田口　晴賀２），平山　亜美２）,

中橋　一嘉２），井上翔太①２）,

井上　　唯２），今井　　統２）,

恩地　裕史２），矢野　晶子２）,

加藤　宏章２），横山　真紀２）,

村上　祥子２），安岡　稔晃２）,

森本　明美２），内倉　友香２）,

松原　裕子２），藤岡　　徹２）,

松元　　隆２），松原　圭一２）,

杉山　　隆２）　

【目的】近年，再発婦人科がんに対して分子標的

治療薬や免疫チェックポイント阻害薬という選択

肢が増え，治療成績は改善している。局所治療が

可能なものについては手術や放射線での治療が

適応となる。当科では再発症例について完全切除

が可能と判断した場合は手術を積極的に検討して

おり，今回はその自験例について検討した。【方

法】2013年９月〜 2023年９月の10年間に手術を実

施した再発婦人科がん20例を後方視的に検討した。

【結果】再発病変に対する手術時の年齢の中央値

経験したので報告する。�

【症例】63歳，閉経57歳，２妊２産，下肢腫脹を

主訴に前医を受診し，子宮筋腫による左骨盤内静

脈の圧迫と血栓形成が原因と診断された。子宮お

よび両側付属器切除術を施行され，術後の病理組

織学的検査にて子宮肉腫と診断された。術後は経

過観察となったが，術後５ヶ月の精査で子宮肉腫

の骨盤内転移，血管内進展が疑われ，加療目的に

当院を紹介受診となった。DXR�60mg/m²　８コー

ス投与を行い，左腸骨静脈内腫瘍，リンパ節転移

ともに縮小を認めた。DXR投与終了後32 ヶ月増

悪なく経過している。�

【考察】婦人科領域で扱われる肉腫は病理組織学

的多様性から状況により個別に治療していく必要

がある。切除不能もしくは再発子宮肉腫の治療は

DXR単剤療法が標準治療とされているが，その無

増悪生存期間は６か月程度しかない。しかし本症

例はDXRが奏功し治療終了後32か月経過しても増

悪を認めず，長期にQOLも良好に保てている。�

【結語】子宮肉腫は稀で予後不良な疾患で近年様々

な取り組みがなされている。発表では最近の薬物

療法を含め報告する。

当院における再発婦人科がんに対する手術療法の検討
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愛媛大学大学院医学系研究科　産科婦人科学講座　　宮上　　眸，藤岡　　徹,

大塚　沙織，田口　晴賀,

平山　亜美，中橋　一嘉,

井上翔太①，井上　　唯,

今井　　統，恩地　裕史,

矢野　晶子，加藤　宏章,

横山　真紀，村上　祥子,

安岡　稔晃，森本　明美,

内倉　友香，宇佐美知香,

松原　裕子，松元　　隆,

松原　圭一，杉山　　隆　

【はじめに】帝王切開瘢痕症候群（CSS）は，帝王

切開術によって形成された子宮峡部創陥凹（CSD）

により生じる不正子宮出血，月経困難症および続

発性不妊症などをきたす症候群として知られてい

るが治療法は定まっていない。近年，子宮鏡下手

術の有効性に関する報告が散見され，今回CSSの

２症例に対して子宮鏡手術を行ったので報告する。

【症例】症例１は38歳，既往帝王切開２回。月経

後の褐色帯下および過多月経を認め，経腟超音波

検査とMRI検査にてCSDと嚢胞化，および内部に

ポリープ様の子宮内膜の伸展を認めた。残存子宮

筋層厚（RMT）は３mmであった。子宮鏡手術に

て陥凹状部位と子宮内膜から連続するポリープを

確認し，ポリープと子宮頸部側を平行して切除後，

は62歳（37 〜 75歳），原疾患は卵巣がん７例・体

がん６例・頸がん５例・腟がん２例であった。再

発部位は腟断端８例・腹膜播種５例・リンパ節５

例・子宮３例であり，再発部位の数は１ヶ所16例・

２ヶ所３例・３ヶ所１例であった。前治療終了よ

り手術までの期間の中央値は33 ヶ月（９〜 150 ヶ

月）であった。術式は12例で再発部位だけでなく

他臓器合併切除を施行しており，全例で術後肉眼

的残存なしを達成している。術後に追加治療を施

行したものは５例，追加治療を施行していないも

のは15例であった。20例中８例で再発し，そのう

ち５例が原病死，１例が二次性白血病にて死亡し

た。生存している１例は再度手術を実施し現在も

完全緩解であり，他の１例は現在化学療法中であ

る。【結論】今回検討した症例では全例が肉眼的

残存腫瘍なしを達成できており，適正な症例選択

ができていると考えられた。手術で完全摘出でき

れば化学療法を施行せず寛解を維持できる症例も

多く，今後も個別に症例検討し，再発症例に対す

る手術療法も選択肢の一つとして施行していき

たい。

帝王切開瘢痕症候群に対して子宮鏡手術を行った２例
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松山赤十字病院　産婦人科　　中溝めぐみ，信田　絢美,

藤田茉由貴，高崎　　萌,

江﨑　高明，上甲由梨花,

里見　雪音，中野　志保,

瀬村　肇子，髙杉　篤志,

梶原　涼子，本田　直利,

栗原　秀一　

【緒言】Vaginal�natural�orifice�transluminal�endoscopic�

surgery（vNOTEs）は，自然腔を用いて経腟的に

行う内視鏡手術であり，腟式手術と腹腔鏡手術

の両方の利点を有している。本邦では2020年１月

よりGelPOINTRV-Pathが使用できるようになっ

た。当科は2023年２月よりvNOTEsを導入し2023

年９月までに６症例を経験したので報告する。【症

例】すべて経産婦で子宮の可動性が良好な症例を

選択し, ６症例とも骨盤臓器脱症例であった。卵

管を含む付属器切除は子宮摘出後に行った。腹

腔鏡手術や開腹手術に移行した症例はなく，術中

術後の合併症もなかった。術後疼痛は軽度なため

硬膜外麻酔や神経ブロックは併用せず，術後に

鎮痛剤内服を必要としない症例もあった。【考察】

vNOTEsは痛みが少なく，整容性にも優れた手術

である。加えて付属器切除時の尿管走行の確認，

周辺臓器の癒着の程度などが確認可能で，安全に

手術を遂行できると考えられる。除外基準もある

が，適応症例であれば患者にとってもメリットの

大きい手術と考えられた。【結語】vNOTEsは従

来の腹腔鏡手術よりも低侵襲であると考えられる。

今後もさらに症例を集積し，適応を拡大していき

たい。

当院における経腟的内視鏡手術（vNOTEs）の初期経験

CSD表面を凝固した。

症例２は37歳，既往帝王切開歴２回。月経後の

褐色帯下および過多月経を認め，経腟超音波検

査とMRI検査にてCSDを認めRMTは４mmであっ

た。また右卵巣腫瘍を認めたため腹腔鏡併用子宮

鏡手術を行った。症例１と同様に子宮頸部側を切

除後CSD表面を凝固し，腹腔鏡下右卵巣腫瘍核出

術，および避妊手術希望にて両側卵管切除術を施

行した。術後経過は共に良好で過長月経は改善し，

RMTの増加を認めた。

【まとめ】CSSの２症例に対して子宮鏡手術を安全

に施行することができた。子宮鏡手術は低侵襲な

外科的治療であり，今後，適応や術式についてコ

ンセンサスを確立していく必用があると思われる。
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愛媛大学大学院医学系研究科　産科婦人科学講座　　森本　明美，大塚　沙織,

田口　晴賀，平山　亜美,

中橋　一嘉，加藤　宏章,

宮上　　眸，横山　真紀,

村上　祥子，安岡　稔晃,

内倉　友香，宇佐美知香,

松原　裕子，藤岡　　徹,

松元　　隆，松原　圭一,

杉山　　隆　

　早期子宮体癌に対する標準治療は手術療法であ

り，2018年にロボット支援下子宮悪性腫瘍手術が

保険収載された。当院では良性腫瘍に対し，2019

年５月よりロボット支援下手術を施行していたが，

2023年６月より子宮体癌に対しても開始した。開

始にあたり，子宮悪性腫瘍手術の施設基準を満

たすため，同一術者執刀により基準外医療として

10症例に子宮摘出および両側付属器摘出を行った。

対象は子宮体癌1A期，術前病理組織診断でG1ま

たはG2であり，リンパ節郭清の省略が可能と考え

た症例であった。

　計10症例の患者背景と手術成績は以下のとおり

である。年齢中央値は65歳（51-81），BMI中央値

は27（14-32）。術前病理組織診断はG1が４例，G2

が６例であり，子宮摘出および両側付属器摘出に

よる基本手術を施行し，骨盤リンパ節郭清は省略

されていた。腹部手術既往のある５例は，腹腔内

に軽度の癒着を認めた。また，内膜症によるダグ

ラス窩閉鎖と周囲の癒着を１例に認めた。いずれ

の癒着も剥離操作を要したが，鏡視下手術の完遂

が可能であった。手術時間の中央値は206分（170-

306），コンソール時間の中央値は152分（127-197）

であり，１例で腟壁形成術を施行していた。出血

量はいずれも少量であり，周術期合併症を認めず，

術後在院日数中央値４日（３- ４）で退院していた。

　当院でのロボット支援下手術は，早期子宮体癌

に対しても安全に施行できたと考えられる。今回，

その導入における当院の取り組みと手術成績につ

いて，文献的考察を含め報告する。

当院における早期子宮体癌に対するロボット支援下悪性腫瘍手術の導入経験
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松山赤十字病院　産婦人科　　里見　雪音，高杉　篤志,

栗原　秀一，高崎　　萌,

藤田茉由貴，江崎　高明,

上甲由梨花，中溝めぐみ,

中野　志保，瀬村　肇子,

信田　絢美，梶原　涼子,

本田　直利　

【緒言】2018年４月より婦人科良性疾患に対す

るロボット支援下子宮全摘出術（Robot�assisted�

hysterectomy�：�RH）が保険収載され，全国的に

症例数が増加しつつある。当科では2020年４月よ

当科における良性疾患に対する
ロボット支援下子宮全摘出術と腹腔鏡下子宮全摘出術の比較検討

奥島病院　婦人科　　横山　幹文，横田　美幸,

千葉　　丈，今井　洋子,

冨岡　尚徳　

【目的】前回，フレキシブル・アーム・システムを

使用した婦人科腹腔鏡手術を報告した。今回同シ

ステムを使用したTLHを報告する。【方法と対象】

パラレル法でトロッカーを配置し，臍部10mm

スコープと５mm無傷性把持鉗子（ラチェット

付）を内視鏡器具固定システムFlex�Arm�TMPlus�

（Mediflex社）に固定し保持させた。また子宮マ

ニピュレータの支持固定も同システムを使用し

た。2022年６月から2023年10月までに同システム

を使用した腹腔鏡手術は35例であった。その内訳

は卵巣手術（付属器切除/嚢腫摘出）28例，筋腫

核出術３例，TLH ４例であった。TLHにおける

手術時間，出血量，摘出重量を検討した。【結果】

TLHの手術時間，出血量，摘出子宮重量は各々

以下の通り（中央値/最大値／最小値）であった。

145分（223/142），70g（150/40），108g（145/80）

であった。４症例中，１例は子宮脱合併のため膣

断端挙上術，１例は膣狭小（未性交）のため下腹

部小切開で子宮を回収した。【考察】フレキシブル・

アーム・システムを使用することにより，スコー

プ，把持鉗子，子宮マニピュレータを保持固定し

従来と同等のTLHを実施することができた。特

に固定後は視野のぶれや固定した臓器にブレがな

かった。子宮重量に比し，やや時間を要した印象

であった。左右処理に伴うスコープの移動および

子宮動脈結紮等に伴う骨盤深部処理に電子ズーム

を使用したためと考えられる。【結論】このシス

テムを使用したTLHは従来と同様に可能であると

考えられた。時間短縮に関しては今後の課題である。

フレキシブル・アーム・システムを使用したTLHの導入
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りRHを導入し，2023年９月までに85例を経験し

た。一方で腹腔鏡下子宮全摘出術（TLH）に対す

るRHの位置付けおよび症例の選択に関しては議

論の余地がある。

【方法】2020年４月から2023年９月までに行った

婦人科良性疾患および前癌病変（CIN，AEH）に

対するTLH�309例，RH�85例を対象とし，患者

背景�（年齢・BMI）�および手術時間，出血量，摘

出標本重量を後方視的に比較検討した。検定は

Mann�Whitney-U検定を用い，P値＜0.05の場合に

統計学的に有意と判定した。また，合併症につい

ても調査した。

【結果】RH群，TLH群を比較し手術時間はRH群

で有意に長く，出血量はRH群で有意に少なかっ

た。BMI25以上の肥満症例および，摘出子宮重量

300g以上の症例においては，RH，TLH両群の手

術時間に有意差を認めなかったが，出血量はRH

群で有意に少なかった。合併症として，TLH群で

は６例に術中出血量500ml以上の症例を認め，ま

た１例に膀胱損傷を認めた。RH群ではポートサ

イトヘルニアを１例認めた。

【結語】ロボット支援下手術においては，腹腔鏡

下手術と比較し出血量が少ない。一般市中病院に

おいて，子宮の大きい症例や肥満症例においては

ロボット支援下手術を選択することで安全性を確

保できる可能性がある。

愛媛大学大学院医学系研究科　産科婦人科学　　田口　晴賀，中橋　一嘉,

大塚　沙織，平山　亜美,

井上翔太①，井上　　唯,

今井　　統，恩地　裕史,

矢野　晶子，加藤　宏章,

宮上　　眸，横山　真紀,

村上　祥子，安岡　稔晃,

森本　明美，内倉　友香,

宇佐美知香，松原　裕子,

藤岡　　徹，松元　　隆,

松原　圭一，杉山　　隆　

【緒言】

子宮平滑筋腫は子宮平滑筋に発生する良性腫瘍で

あり，一般に超音波検査，MRI，CTにより術前

診断が行われるが，変性子宮筋腫の場合，卵巣腫

瘍や子宮肉腫との鑑別が困難なことがある。今回，

卵巣腫瘍との鑑別に苦慮した変性子宮筋腫の１例

を経験したので報告する。

【症例】

49歳，１妊１産。骨盤内腫瘍の精査加療目的に当

科紹介初診。経腟超音波検査で子宮背側にスポン

ジ状の像を呈する径84mm大の腫瘤を認めた。造

影MRI検査上，子宮背側にT2強調画像で低信号の

画像検査で卵巣腫瘍との鑑別に苦慮した変性子宮筋腫の１例
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愛媛県立今治病院　産婦人科　　行元　志門，河端　大輔,

山内　雄策，堀　　玲子,

濵田　洋子　

レボノルゲストレル放出子宮内システム（LNG-IUS）

は，薬剤の内服が不要という簡便さもあり使用頻

度が増加している。しかし稀ではあるが子宮穿孔

を来すことがあり，その約半数は無症状という報

告もある。今回我々が経験した症例は，30歳，２

妊２産，経腟分娩後８週間でLNG-IUSが挿入され，

その際授乳中であった。挿入後１年１か月後の検

診の際無症状であったものの，内診・経腟超音波

断層法でLNG-IUSを確認できず，腹部Ｘ線写真・

腹部ＣＴ検査で腹腔内迷入と診断した。後日腹腔

鏡下手術で大網に埋もれたLNG-IUSを回収したが，

子宮に明らかな穿孔部位は認めなかった。他施設

報告症例に本症例を加えた27症例を比較・検討

したところ，それぞれ中央値で，診断年齢は33歳，

分娩回数は２回，分娩からLNG-IUS挿入までの期

間は10週，発見までの期間は５か月であった。挿

入直前の分娩方法は経腟分娩が11例，帝王切開が

８例，残りは不明であった。授乳の有無について

は有が８例，無が１例，残りは不明であった。無

症状は13例，有症状は12例，残りは不明であった。

子宮穿孔の種類は完全穿孔が17例，部分穿孔が７

例，残りは不明であった。治療方法は腹腔鏡が25

例，経腟的抜去が２例であった。添付文章では分

娩後６週以前のLNG-IUS挿入は禁忌とされている

が，授乳中の挿入は禁忌ではない。産褥期や授乳

期の子宮筋層は脆弱で，授乳による子宮収縮も起

こるため子宮穿孔のリスクが高まる。そのリスク

を下げるため，添付文書の挿入可能時期や授乳の

有無に関する記載は見直せる可能性がある。

レボノルゲストレル放出子宮内システム（LNG-IUS）を
挿入後１年１か月後の検診で偶然発見した腹腔内迷入の１例と，

他施設報告の子宮穿孔26症例を合わせた比較・検討

充実部および高信号の隔壁を伴う径90mm大の腫

瘤を認めた。充実部は造影効果を伴っていた。腫

瘤は子宮との連続性を確認できず，子宮由来か卵

巣由来かの鑑別は困難であった。変性子宮筋腫ま

たは卵巣腫瘍（境界悪性以上）の臨床診断の下，

手術を施行した。腹腔鏡下に観察したところ，骨

盤内腫瘍は子宮後壁から発生する有茎性の変性

子宮筋腫と考えられた。両側付属器は正常外観で

あった。腹腔鏡下子宮全摘術および両側付属器摘

出術を施行した。腫瘤割面像は表面平滑，乳白色

調で，内容は透明漿液性成分を伴い，分葉状・渦

巻き状の形態を示す組織であった。病理組織診断

は平滑筋腫であった。術後経過は良好で，術後４

日目に退院となった。

【結語】

変性子宮筋腫のうち，特に子宮漿膜下筋腫が嚢胞

変性をきたした場合には卵巣腫瘍との鑑別が困難

な場合がある。嚢胞状腫瘤を認めた際には，卵巣

腫瘍の他，嚢胞変性を伴う子宮平滑筋腫を考慮す

る必要がある。
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愛媛県立中央病院　産婦人科　　城戸　香乃，田中　寛希,

島瀬奈津子，井上　翔太,

大木　悠司，上野　愛実,

池田　朋子，森　　美妃,

阿部恵美子，近藤　裕司　

【緒言】女性の尿道およびその周囲に発生する非

上皮性良性腫瘍は比較的稀な疾患とされている。

今回われわれは傍尿道平滑筋腫の１例を経験した

ため，若干の文献的考察を加えて報告する。

【症例】44歳，G2P2。２年前から陰部違和感を自

覚し，１週間ほど前から腫瘤脱出感が出現したた

め前医を受診し，精査加療目的に当科を紹介受診

した。内診では腟前壁に弾性硬の腫瘤を触知し，

経腟超音波断層法では同部位に内部不均一の３

cm大の腫瘤性病変を認めた。MRI検査では腟前

壁に接する，T1�強調像で周囲腟壁と等信号，T2�

強調像で大部分が低信号で一部高信号が混在した

最大径36mm大の境界明瞭な腫瘤性病変を認めた。

PET-CT検査でも同様の診断で，明らかなFDGの

集積は認めず悪性を示唆する所見はなかった。膀

胱鏡検査では明らかな腫瘍性病変を認めず，尿道

の圧排所見は認めなかった。尿道もしくは腟前壁

由来の平滑筋腫の診断にて脊椎麻酔下に腟壁腫瘍

摘出術を施行した。摘出物重量は26g，術後の病

理組織検査は平滑筋腫の診断であった。合併症は

認めず，術後６ヶ月再発なく経過している。

【結語】手術にて摘出し得た傍尿道平滑筋種の１例

を経験した。傍尿道平滑筋腫は比較的稀な疾患で，

症状は腫瘤触知，排尿障害，外陰部出血が多いと

されている。尿道腫瘍等も鑑別疾患となるため，他

科と連携し検査，診断を行うことが重要である。

傍尿道平滑筋腫の１例

愛媛県立新居浜病院　　西野　由衣，村上　隆浩,

市川瑠里子，宮植　真紀,

矢野　真理，矢野　直樹　

【緒言】子宮全摘術の術後合併症として腟断端離開

が報告されているが，その発症率は約0.2%と極め

て稀である。今回，子宮全摘術より長期間経過後，

腟断端脱の保存的治療中に腟断端離開により小腸

脱出をきたした１例を経験したので報告する。

【症例】92歳，３妊１産。既往歴として46歳時に子

宮筋腫および子宮脱に対して子宮全摘術，５年前

より類天疱瘡に対してステロイド内服を開始され

ていた。６年前，腟部の下垂感を自覚し当院を受

診した。腟断端脱と診断し，ペッサリー挿入で自

覚症状は改善した。以後４か月毎に経過観察を行っ

ていた。発症５ヵ月前の診察時に腟炎を認めたた

腟断端脱の保存的治療中に腟断端離開により小腸脱出をきたした１例
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めペッサリーを抜去し，発症２か月前の診察時に

は所見改善を認めたため，再度ペッサリーを挿入

した。発症日，ペッサリーの自然脱落とともに強

い下腹部痛，性器出血が出現したため当院に救急

搬送された。来院時，会陰部から小腸が脱出して

おり，脱出した小腸は暗赤色に変色し嵌頓してい

る状態であった。同日，消化器外科と合同で緊急

開腹手術を行い，小腸部分切除を施行した。緊急

手術時には腟断端縫合のみを施行し，１ヶ月半後

に状態が安定したことを確認し再度当科で腟閉鎖

術を施行した。

【考察】子宮全摘術より長期間経過後に腟断端離開

により小腸脱出をきたした１例を経験した。子宮

全摘術後の腟断端離開のリスクとして感染，血腫

形成，閉経，骨盤臓器脱の存在，喫煙，ステロイ

ド投与等の免疫不全状態が挙げられる。今回の症

例では，骨盤臓器脱の状態であったこと，ステロ

イドの内服を行っていたこと，ペッサリー治療に

よる炎症や外的刺激が腟断端離開に影響を及ぼし

た可能性があると考えられた。
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第76回愛媛県産婦人科医会学術集談会

プ　ロ　グ　ラ　ム
　　第 １ 群　14：30 〜 15：30

　　第 ２ 群　15：30 〜 16：20

　　第 ３ 群　16：30 〜 17：30

　　学術講演　17：30 〜 17：45

　　特別講演　18：00 〜 19：00

　　　　　　　『私が考える婦人科がん手術に関する医療安全対策 〜合併症を最大限なくすために〜』

 名古屋大学大学院医学系研究科　産婦人科学講座　教授　梶山　広明 先生

日　時：令和６年６月１日㈯　14時30分〜19時00分
会　場：TKP松山市駅前カンファレンスセンター　５階
　　　　松山市千舟町４丁目３-７
　　　　TEL 089-993-7143
　　　　（現地開催）

特別講演抄録

名古屋大学大学院医学系研究科　産婦人科学講座　教授　梶山　広明 先生

現在の社会の目指しているスタンスの根底には

「超潔癖主義」，「超平等主義」，そして「超安全

志向主義」の３つが存在している。特に平和
4 4

や健
4

康
4

とともに安全
4 4

を普段あまり意識しないが，失わ

れてはじめてその重要性とありがたさに気がつく。

まさに我々が日常で何気なく使っている水
4

のよう

なものである。我々が毎日の手術を安全に行いた

いと感じているのはいうまでもない。仮に生じる

確率が少なくとも重大な医療合併症が生じた場合

にはその影響は患者にとっても医療者にとっても

計り知れないものになる。大学病院で長年勤務し

ていると一定の確率で医療安全上，重大な問題に

直面する。そのほとんどは複数の些細な要因がた
4

またま
4 4 4

重なったことで生じたことに気がつく。こ

れは社会的重大事故の発生と同じである。そして

その殆どは回避可能であったことにあらためて気

『私が考える婦人科がん手術に関する医療安全対策　　　
　　　　　　　　　 ～合併症を最大限なくすために～』
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がつく。本講演では特に婦人科がん手術に関連す

る様々術中，術後の各重大トラブルの発生要因と

その特徴に個別に焦点をあてて，予防を念頭に置

いた解決策を考えたい。さらに「正常性バイアス」

という，状況を過小評価してしまい，「今回は大

丈夫であろう」と根拠のない確信を持ってしまう

人間心理の視点も含めて，私が外来診療で行って

いる工夫なども紹介したい。

一般演題抄録

松山赤十字病院　産婦人科　　大柴　　翼，瀬村　肇子,

大塚　沙織，森下　佳登,

里見　雪音，行元　志門,

高杉　篤志，梶原　涼子,

信田　絢美，藤岡　　徹,

栗原　秀一，本田　直利　

【緒言】リトドリンの副作用としてまれに無顆粒

球症を生じることが報告されている。今回，リト

ドリンによる無顆粒球症をきたした症例を経験し

たので報告する。

【症例】31歳。G1P0。妊娠32週０日に下腹部痛を

主訴に前医を受診し，頸管長短縮を指摘され切迫

早産のため周産期管理目的に当科に緊急搬送され

た。入院で安静管理としリトドリン点滴を50μg/

minで開始した。子宮収縮増強に伴い適宜リトド

リンを増量し入院８日目（妊娠33週０日）に200

μg/minに達した。入院18日目（妊娠34週３日）

からリトドリンを徐々に減量していたが，入院21

日目（妊娠34週６日）から肝機能酵素軽度上昇を

認め，入院28日目（妊娠35週６日）には好中球数

300/μLに減少しておりリトドリンによる無顆粒

球症を疑いリトドリンを中止とした。リトドリン

中止３日後（妊娠36週２日）に破水し，好中球数

減少があるため緑膿菌カバーのあるPIPC投与を

開始した。破水後翌日に陣痛発来し分娩は順調に

進行し同日，児娩出となった。好中球は分娩４日

後から回復を認め，分娩５日目に退院した。

【結語】リトドリンによる無顆粒球症をきたした

症例を経験した。好中球減少に伴い，G-CSF投与

や抗菌薬による感染予防の検討も必要である。

【結語】感染が原因の流死産においては，敗血症

を伴い全身管理が必要になる場合があり，迅速な

診断が重要である。

リトドリン投与により無顆粒球症を発症した一例
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愛媛県立中央病院臨床研修センター１），愛媛県立中央病院産婦人科２）

野村　崇良１），阿部恵美子２）,

城戸　香乃２），島瀨奈津子２）,

西野　由衣２），井上　翔太２）,

上野　愛実２），中橋　一嘉２）,

池田　朋子２），田中　寛希２）,

森　　美妃２），近藤　裕司２）　　

　三倍体とは体細胞の染色体数が正常と比べ常染

色体22本+性染色体１本が過剰な状態である。三

倍体は全妊娠の約１~３%に発生するが，妊娠初

期に自然流産に至ることが殆どのため，妊娠中期

以降に生存する症例は少ない。今回，重度の胎児

発育不全（FGR）を呈し，妊娠30週まで生存した

三倍体の一例を経験したので報告する。

　32歳，G1P0。既往歴，家族歴に特記すべきこ

となし。自然妊娠成立後，近医で妊婦健診を受

けていた。妊娠14週時のEFWは正常下限であっ

た。妊娠19週時に-3.2SDのFGRを指摘されたた

め，妊娠23週５日に当科を紹介受診した。初診

時，BPD�51mm（-2.3SD），HC184mm（-3.7SD），

AC�106mm（-5.7SD），�FL�31mm（-3.0SD），EFW�

248g（-4.0SD）のFGRを認め，特に頭囲と腹囲の

差が顕著であった。羊水ポケットは2.4cmであっ

た。またベル状胸郭を認めたが，それ以上の精査

は困難であった。妊娠24週０日に羊水染色体検査

を行い，同時に人工羊水を注入し超音波検査を行

い，小顎，胸郭低形成，下腿変形，サンダルギャッ

プを疑う所見を確認した。羊水染色体検査の結果，

69，�XXXであり三倍体の診断に至った。三倍体の

予後，超音波検査の所見から胎児適応での帝王切

開施術は行わない方針とした。外来で妊婦健診を

継続していたが，妊娠31週５日，子宮内胎児死亡

を確認され，同日入院となった。子宮頸管拡張を

行なったところ，自然陣痛発来し，妊娠32週０日

に体重300g，身長24cmの女児を死産した。児は

分娩時に頭部が変形し，小顎，短指，右側第３指，

第４指の合指，下腿変形を認めた。胎盤は63gで

あり，病理検査結果では絨毛膜羊膜炎，胎盤梗塞

を認めた。超音波検査のみでは三倍体の診断は困

難であり，原因不明のFGRの場合，妊娠22週以降

でも胎児の染色体検査を考慮する必要があると考

えられた。

妊娠30週まで子宮内生存した三倍体の一例
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愛媛大学大学院医学系研究科　産科婦人科　　伊藤　　恭，内倉　友香,

藤井　貴頌，田口　晴賀,

市川瑠里子，矢野　晶子,

今井　　統，吉田　文香,

宮上　　眸，横山　真紀,

村上　祥子，安岡　稔晃,

森本　明美，宇佐美知香,

松原　裕子，松元　　隆,

松原　圭一，杉山　　隆　

【緒言】チアマゾール（MMI）の妊娠中の服用によっ

て，出生児に頭皮欠損症，頭蓋骨欠損症，臍帯ヘ

ルニア，食道閉鎖症，後鼻孔閉鎖症等の先天異常

が報告されている。今回，我々は妊娠初期のMMI

内服が原因と考えられる胎児先天異常を生じた症

例を経験したので報告する。

【症例】31歳，４妊３産。26歳時にBasedow病と

診断され，近医でMMI，ヨウ化カリウム内服で

治療されていた。第３子出産後，甲状腺機能のコ

ントロールは不良であったが，自然妊娠成立した。

妊娠判明後（妊娠８週），抗甲状腺薬をプロピオ

チルウラシル（PTU）に変更したが，妊娠16週に

施行した胎児超音波検査で児の臍帯ヘルニアを指

摘された。妊娠成立後の甲状腺機能はコントロー

ル不良であり，妊娠30週５日に甲状腺全摘術を施

行された。出生後の新生児管理目的に妊娠26週，

当科外来を紹介受診した。超音波検査では，胎児

発育不全，臍帯ヘルニア，胎児甲状腺腫大を認め，

妊娠31週より入院管理とした。胎児機能不全のた

め妊娠34週1日，帝王切開術を施行し，体重1616g，

Apgar�score：８点（１分値）／８点（５分値）の

男児を出生した。日齢０に臍帯ヘルニア，臍腸管

瘻に対して修復術を施行した。

【結語】器官形成期にMMIを回避する必要性や妊

娠前からのBasedow病コントロールについては，

内科と連携したプレコンセプションケアが重要で

ある。

妊娠初期に投与されたチアマゾール（MMI）が原因と考えられる
胎児臍帯ヘルニア・臍腸管瘻を認めたBasedow病合併妊娠の一例
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松山赤十字病院　産婦人科　　里見　雪音，大塚　沙織,

森下　佳登，大柴　　翼,

本　　直利，行元　志門,

瀬村　肇子，高杉　篤志,

信田　絢美，梶原　涼子,

藤岡　　徹，栗原　秀一　

【緒言】周産期において痙攣発作を認めた場合，

原因疾患としててんかん，脳卒中，子癇発作や

PRESなどさまざまなものが考えられ，その鑑別

は必ずしも容易ではない。今回，産褥６日目に脳

表静脈血栓症による痙攣発作を生じた症例を経験

したため報告する。

【症例】38歳，２妊１産。自然妊娠成立後，前医

で健診を受け妊娠経過に異常を認めなかった。妊

娠39週６日に自然陣痛が発来し前医へ入院した。

微弱陣痛に対して陣痛促進を行われたが分娩進行

なく，妊娠41週０日に当科へ紹介され，分娩停止

の診断で同日緊急帝王切開にて児を娩出した。術

後経過に異常なく，術後２日目に前医へ逆搬送さ

れたが，術後６日目に２分間持続する強直性痙攣

を認め，当院へ搬送された。搬入時JCS100で血圧

160/110mmHgと高値であった。右共同偏視およ

び右上肢伸展，左上肢屈曲を認め，ジアゼパム投

与により痙攣は５分程度で頓挫したが，昏迷状態

が遷延しミダゾラム持続投与を要した。翌日に意

識障害は改善した。頭部MRI検査で主幹動脈の狭

窄を認めず，左横静脈洞の描出が不良であり，脳

静脈洞血栓症と診断された。ヘパリン持続投与が

開始され，経過に問題なく，ワルファリンに切り

替えたのち16病日に自宅退院した。

【考察】脳静脈洞血栓症は手術や外傷などが発症

に関与し，周産期では妊娠初期および産褥期での

発症が多いとされている。産褥期に痙攣発作を認

めた場合，子癇発作やPRESだけでなく，脳静脈

洞血栓症などの脳血管疾患を鑑別する必要がある。

産褥６日目に脳静脈洞血栓症による痙攣発作を生じた１例

市立宇和島病院　産婦人科　　高崎　　萌，加藤　宏章,

平山　亜美，井上　奈美,

石村　景子，清村　正樹　

院外発生の妊婦心肺停止症例を経験して取り組んだ，
当院の妊産婦蘇生体制整備

【緒言】妊産婦の心肺停止（CPA）は稀であるが，

今も年間40人程度の妊産婦が死亡している。救

命には関連部署との連携が不可欠であり，妊産婦

CPA症例に対するプロトコールを作成，周知し

て運用する事が重要である。今回我々は分娩中に

CPAとなり，当院に救急搬送されたものの母体死
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亡に至った症例を経験し，妊産婦蘇生体制の見直

しを行なったので報告する。

【症例】32歳，３妊１産。既往歴に特記なし。妊娠

39週５日に陣痛発来で入院したが，微弱陣痛のた

め陣痛促進が行われた。陣痛補強開始から約４時

間後に子宮口４cm開大で人工破膜，その約２時

間後に突然CPAとなった。心肺蘇生（CPR）を行

いながら救急車を要請，CPAから25分後に当院搬

送された。搬送前に当直医師が関連部署へ応援要

請し，受け入れ準備を行った。初期波形は無脈性

電気活動（PEA），動脈血液ガスpH�6.62，高度の

凝固障害を認めた。CPRを継続し，CPAから45分

後に自己心拍再開（ROSC），CPAから52分後（病

着27分後）に死戦期帝王切開（PMCD）として帝

王切開を施行した。児娩出後まもなく再度PEAと

なりCPRを再開した。術後ICU入室し，入室後17

分でPCPSを確立したが翌日死亡した。病理解剖

は実施されなかったが，羊水塞栓症が原因である

可能性が高いと思われた。児は生後12 ヶ月時点で

重度酸素性虚血性脳症による重症心身障害のため，

人工換気が継続されている。本症例の経験を踏ま

え，院内で症例検討会を重ね，プロトコールを作

成，運用中である。

【結語】今回我々は羊水塞栓症が原因と考えられ

る院外発生の妊婦CPA症例を経験した。妊産婦

CPA症例に対しては関連部署との治療協力体制が

重要である。施設毎の体制を考慮した対応を定め，

プロトコールを作成，周知して運用することが救

命に繋がると考えられる。

愛媛県立新居浜病院　産婦人科　　矢野　真理，西野　由衣,

上甲由梨花，安岐　佳子,

宮植　真紀，村上　隆浩,

矢野　直樹　

　当院では2019年12月に発症した妊娠高血圧症候

群症例から１年後健診を開始した。2020年〜 2022

年に発症した妊娠高血圧症候群症例のうち１年後

健診を受診した症例としなかった症例について比

較した。当院での妊娠高血圧症１年後健診は10％

前後の受診率であり，SPEやCHの妊婦は１年後健

診を受けていなかった。

　分娩時期に血圧コントロール不良であった妊婦

のほうが１年後健診を受けていない傾向が認めら

れ，尿たんぱくの多寡は１年後健診の受診意欲に

は影響を与えていなかった。

　血圧コントロールの必要性も尿たんぱくの多寡

も受診意欲に影響を及ぼさないので，いかに受診

意欲をかきたてるかが課題である。

当院での妊娠高血圧症候群１年後健診
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愛媛大学大学院医学系研究科　産科婦人科学講座　　藤井　貴頌，横山　真紀,

田口　晴賀，市川瑠里子,

伊藤　　恭，今井　　統,

矢野　晶子，𠮷田　文香,

宮上　　眸，村上　祥子,

安岡　稔晃，森本　明美,

内倉　友香，宇佐美知香,

松原　裕子，松元　　隆,

松原　圭一，杉山　　隆　

【緒言】皮膚筋炎は特徴的な皮膚病変と筋力低下

を認める自己免疫性疾患で，悪性腫瘍を合併し

やすいことが知られている。一方，子宮頸癌の再

発は２年以内が多く，５年以上経過して見つかる

ケースは少ないとされる。今回，我々は皮膚筋炎

発症を契機に判明した傍直腸腫瘤が，初回治療か

ら30年経過し再発した子宮頸癌と診断した１例を

経験したため報告する。

【症例】67歳，女性。両側上肢の筋力低下，顔面紅斑，

嚥下障害のため当院内科を紹介受診し，Gottoron

徴候や血液検査で筋原性酵素の上昇を認め皮膚

筋炎と診断された。抗TIF1-γ抗体陽性であった。

悪性腫瘍スクリーニングのために施行したCT検

査で傍直腸腫瘤を指摘され，下部消化管内視鏡下

に経直腸生検を施行しHPV関連扁平上皮癌と診断

された。患者は当院で約30年前に円錐切除術の既

往があり，当時の病理組織検体の再診断を行った

ところ子宮頸部微小浸潤癌の結果であった。肉眼

的に子宮頸部に異常を認めず，MRI検査やPET-

CT検査でも子宮・付属器に異常は認められなかっ

たが，臨床的に子宮頸癌再発と診断し同時化学放

射線療法を開始した。

【考察】腫瘍随伴性皮膚筋炎の正確な分子メカニ

ズムはいまだ不明であるが，抗TIF-1γ抗体など

の関与が示唆されており，悪性腫瘍の病勢を制御

することが皮膚筋炎の改善に繋がることから，皮

膚筋炎患者では悪性腫瘍を疑い積極的に全身検索

を行う必要がある。

皮膚筋炎発症を契機に，
初回手術から30年後に子宮頸癌の骨盤内再発と診断された１例

愛媛県立今治病院　産婦人科　　山内　雄策，河端　大輔,

井上　翔太，堀　　玲子,

濱田　洋子　

【緒言】炎症性筋線維芽細胞性腫瘍（inflammatory� myofibroblastic�tumor：�IMT）は非常に稀な疾患

卵巣腫瘍茎捻転との鑑別が困難であった炎症性筋線維芽細胞性腫瘍の１例
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松山赤十字病院１），愛媛大学大学院医学系研究科　産科婦人科学講座２）

大塚　沙織１），森本　明美２）,

藤井　貴頌２），田口　晴賀２）,

伊藤　　恭２），市川瑠理子２）,

中野　志保２），井上　　唯２）,

今井　　統２），矢野　晶子２）,

吉田　文香２），宮上　　眸２）,

横山　真紀２），村上　祥子２）,

安岡　稔晃２），内倉　友香２）,

宇佐美知香２），松原　裕子２）,

松元　　隆２），松原　圭一２）,

杉山　　隆２）　　

【緒言】CIN3に対する標準治療である円錐切除術

後の子宮頸管狭窄の報告は一定数あるが，閉経後

に限った報告は少ない。現在のところ，閉経後の

CIN3に対する治療方針は明確に規定されていな

いが，閉経後の円錐切除は術後合併症として頸管

狭窄が生じる可能性が高い傾向にあるとされてい

る。頸管狭窄後は頸部細胞診が困難となる上，不

正性器出血などの症状が出にくいため，子宮頸が

んや子宮体がんの早期診断が困難となりうる。今

回，閉経後のCIN3に対する円錐切除後，頸管狭

窄を来し浸潤癌に進展した２例を経験したので文

献的考察を含めて報告する。

円錐切除術後の頸管狭窄により頸部腫瘤生検にて浸潤癌と診断した２例

であり，筋線維芽細胞への分化を示す紡錘形細胞

の腫瘍性増殖に炎症細胞が混在する腫瘍である。

卵巣腫瘍茎捻転との鑑別が困難であったIMTの茎

捻転の１例を経験したので報告する。

【症例】19歳G0P0。発熱と下腹部痛を主訴に前

医を受診し，CT検査にて骨盤内腫瘤を認め当院

紹介された。造影MRI検査にて回盲部に接した

86mm大の不定形状の腫瘤を認め粘液性腫瘍が疑

われた。造影CT検査にて明らかな転移所見は認

めなかった。腹痛の増悪を認めたため，卵巣腫瘍

茎捻転を疑い緊急手術を行った。腹腔鏡下に病変

を確認したところ，両側付属器は正常外観で，大

網から発生する男性手拳大の腫瘤を認め，外科

にて開腹腫瘤摘出術+大網切除術+虫垂切除術を

行った。術後病理診断はALK陰性IMTであった。

【考察】IMTは小児や若年成人に後発し，性差は

なく，肺，腸間膜，大網に好発する境界悪性の腫

瘍であり，治療としては外科的切除が第一選択と

なるが，転移を認める場合など手術不能の場合は

ステロイドによる治療や抗がん剤による薬物療法

がおこなわれている。

【結語】IMTは非常に稀な疾患ではあるが，骨盤内

腫瘍の鑑別として考慮すべきであると考えられる。
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【症例１】68歳, ３妊３産。CIN3に対し５年前に円

錐切除術を施行し，以後頸部細胞診は異常なし。

経腟超音波断層法で内子宮口に38mm大の腫瘤を

指摘され，頸管狭窄のため経腟的針生検を行なっ

た。子宮頸癌IB3期と診断し，広汎子宮全摘術お

よび両側付属器切除術，骨盤リンパ節郭清術を施

行した。骨盤リンパ節転移を認め，子宮頸癌ⅢC1

期と診断し，術後追加治療を要した。

【症例２】80歳，３妊２産，CIN3に対し８年前に

円錐切除術を施行。以降の頸部細胞診にてASC-H

からHSILであり子宮全摘を勧めるも同意されず経

過観察中であった。経腟超音波断層法で子宮内腔

の液体貯留を指摘され，精査にて子宮頸癌及び子

宮留血症が疑われた。頸管狭窄のため経腟的針生

検を行い，子宮頸癌IB2期と診断し，放射線治療

を施行した。

【結語】閉経後の円錐切除術は頸管狭窄を来す可

能性が高く，浸潤癌に進展するリスクも考慮して

治療方針を決定する必要があると思われる。

国立病院機構四国がんセンター婦人科　　日比野佑美，横山　貴紀,

藤本　悦子，坂井　美佳,

大亀　真一，竹原　和宏　

【緒言】新型コロナウイルス感染症の流行期（2020

年１月〜 10月，以下コロナ禍）における首都圏お

よび全国主要都市の子宮頸がん検診受検数の推移

については既に報告されているが，地方でのコロ

ナ禍における子宮頸がん検診の状況については明

らかにされていない。

【目的】コロナ禍の地方都市での子宮がん検診受

診状況を明らかにする。

【方法】「愛媛県がん診療連携協議会」の院内がん

登録データを用いて，コロナ禍前の2019年とコロ

ナ禍中の2020年，2021年の計３年間の子宮頸がん

の新規登録件数，対策型子宮頸がん検診受検数，

検診発見の件数を比較し，コロナ禍における県民

の医療行動動態を分析した。

【結果】子宮頸がんの新規登録件数は2019年が

519件，2020年は442件で前年比15.4％減であった。

2021年は476件でまだ完全には回復していなかった。

対策型子宮頸がん検診受検数は，2019年が18,471

件に対し2020年は14,111件と著明に減少していた。

翌2021年の検診受検数は15,470件，2022年は16,068

件まで回復した。検診発見の件数は2019年の158件

が2020年は106件まで低下したが，2021年には147

件と2019年水準まで回復した。子宮頸部病変が見

つかるきっかけの約３分の１が検診や健康診断で，

他がん種と比較して著明に高いことが判明した。

【考察】子宮頸がん検診受診率がコロナ禍前の水

準に回復するのに首都圏では６か月であったのに

比べ，愛媛県では約１〜２年かかっていた。これ

は住民の医療行動の自粛，がん検診受診機会の喪

失によると考えられる。今後コロナ禍と同様の社

会情勢が訪れた場合には，検診受診の機会を確保

し続け，その上で「健康のための活動は自粛して

はならない」というメッセージを社会全体に発信

することが重要である。

コロナ禍における愛媛県の子宮頸がん診療の状況



43第 60 号　令和６年８月 31 日

愛媛県立中央病院臨床研究センター１），愛媛県県立中央病院産婦人科２）

田島　　麗１），上野　愛実２）,

城戸　香乃２），島瀬奈津子２）,

西野　由衣２），中橋　一嘉２）,

井上　翔太２），池田　朋子２）,

田中　寛希２），森　　美妃２）,

阿部恵美子２），近藤　裕司２）　

愛媛県産婦人科医会　奥島病院　婦人科　横山　幹文

【緒言】卵管捻転の発生頻度は100－150万人に１

人と非常に稀であることが報告されている。また

症状は卵巣の血流不全がないことから卵巣腫瘍茎

捻転より軽症であることが多く，症状も非特異的

であるため診断に苦慮し，術中所見で診断される

ことが多い。

今回我々は若年女性に発症した卵管捻転を２例経

験したので報告する。

【症例】症例１：20歳�G0P0�月経；整�月経困難症

状なし�性交歴なし

【目的】HPVワクチン接種促進を目的として松山市

市役所職員に対しHPVワクチン研修会を実施した。

今回そのアンケート調査結果を検討し報告する。

【方法】研修会参加人数は90名でアンケート回答

者は78名（回収率86.6%）であった。参加者は勤

務の都合上，各課代表1名に制限され20歳から60

歳代までの女性66名/男性13名であった。アンケー

ト内容は研修前後の知識に関する質問，HPVワク

チン接種の意向の変化とした。

【結果】参加者の背景は以下の通り。①年齢分布；

20歳代19名・30歳代12名・40歳代36名・50歳代11名・

60歳代１名②HPVワクチン接種の有無；なし68名

（87％）あり10名（13%）。全員現在まで研修会の

受講はなかった。研修前の知識に対する質問の結

果は以下の通り。①HPVワクチンの知識の有無；

なし60名（79％）あり16名（21％）研修会後アン

ケート結果は以下の通り。①研修会で新たに得ら

れた知識の有無；なし０％・ある21%・多少ある

16%・大いにある64%②HPVワクチン接種の意向；

受けることにした33%・既に受けている14%・元々

受けない32%・受けないことにした０％・未回答

21％であった。

【結論】市職員にはHPVワクチンの研修の機会が

全くなく，研修会を通じて全員が何らかの知識

を得たことが判明した。この研修会により33％が

HPVワクチンを接種する意向を示し，接種促進に

寄与したと考えられた。

若年女性に発症した卵管捻転の２例

松山市職員に対して実施したHPVワクチン研修会のアンケート調査
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深夜に突然左下腹部痛が出現し，超音波検査にて

約３cmの骨盤内腫瘍を指摘され当科紹介となっ

た。鎮痛薬内服後に症状は一旦軽減するも，再度

症状の増悪あり緊急造影CT検査を施行したとこ

ろ，左卵巣腫瘍茎捻転の可能性を指摘されたた

め，同日緊急腹腔鏡手術を施行した。左卵管近傍

には傍卵巣嚢胞を認め，左卵管は360°捻転してお

り，左卵管切除術を施行した。

症例２：13歳�G0P0�初経未

急性腹症にて小児科を受診，左付属器領域に嚢

胞性病変を指摘され当科紹介となった。緊急造影

CT検査にて卵管捻転または卵巣腫瘍茎捻転の可

能性を指摘されたため同日緊急腹腔鏡手術を施行

した。左卵管は腫大し720°捻転しており，左卵管

切除術を施行した。

【考察】卵管捻転の発症の原因は，卵管留水腫や

傍卵巣嚢胞などが挙げられるが，本症のように腫

瘍径が５cm未満の報告も多く確定診断に苦慮す

る場合が多い。急性腹症をきたし，付属器腫瘤が

疑われる場合には卵管捻転の可能性を考慮する必

要がある。

愛媛大学大学院医学系研究科　産科婦人科学講座　　宮上　　眸，内倉　友香,

松原　圭一，藤井　貴頌,

田口　晴賀，伊藤　　恭,

市川瑠里子，今井　　統,

矢野　晶子，吉田　文香,

村上　祥子，横山　真紀,

安岡　稔晃，森本　明美,

宇佐美知香，松原　裕子,

松元　　隆，杉山　　隆　

【緒言】A群溶血性レンサ球菌（GAS）は咽頭炎

などの原因菌としてみられるグラム陽性菌で，多

彩な臨床症状を引き起こす。また，敗血症性

ショックを来たす劇症型溶血性レンサ球菌感染

症（STSS）は重篤な病態として知られおり，近

年STSSの報告はわが国で増加している。今回，

STSSの症例を経験したが，その経過で付属器膿

瘍が生じ，腹腔鏡下付属器摘出術により状態改善

した１例を経験したので報告する。

【症例】35歳，３妊３産。産後２ヶ月。受診３日

前より発熱，関節痛，咽頭痛，皮疹があり，近医

を受診した。受診時，ショック状態であり，血液

検査にて血小板減少，肝・腎機能障害などの多臓

器不全を認めた。前医へ転院し，重症感染症とし

て抗生剤投与が開始された。造影CT検査で右卵

巣腫大を指摘され，下大静脈・右卵巣静脈に血栓

を認めたため，婦人科疾患が疑われ当院へ転院し

た。来院時，経腟超音波検査で右卵巣は浮腫状

に腫大していた。両側下腿に激しい痛みを伴う膿

瘍を認め，咽頭迅速検査でA群溶連菌抗原陽性で

劇症型A群溶血性レンサ球菌で生じた
卵巣膿瘍に対して腹腔鏡手術を行った１例
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愛媛大学大学院医学系研究科　産科婦人科学　　宇佐美知香，藤井　貴頌,

田口　晴賀，市川瑠里子,

伊藤　　恭，中野　志保,

井上　　唯，今井　　統,

矢野　晶子，吉田　文香,

宮上　　眸，村上　祥子,

横山　真紀，安岡　稔晃,

森本　明美，内倉　友香,

松原　裕子，松元　　隆,

松原　圭一，杉山　　隆　

　子宮体がんは肥満がそのリスク因子であるため

肥満合併症例が多く，肥満症例では手術の難度が

高く合併症も増加する。近年は早期子宮体がんに

対する手術は鏡視下手術を選択することが一般的

となっているが，特にロボット支援下手術は肥満

症例に対する有用性が高いとされる。今回，BMI�

51kg/m2の高度肥満合併子宮体がんに対してロ

ボット支援下子宮全摘術を施行したため報告する。

　症例は39歳，女性，未妊婦。持続する不正性器

出血を主訴に受診し，子宮内膜組織診で類内膜癌

Grade1と診断した。初診時身長154cm，体重131kg，

BMI�55kg/m2であり，機器作動不良のためMRI検

査は実施困難であった。経腟超音波検査およびCT

検査にて子宮体癌ⅠA期と診断した。肥満外来を

受診し６ヶ月間で約10kgの減量を経てロボット手

術を施行した。手術時のBMI�51kg/m2，頭低位17

度で体位を取り，気腹圧10mmHgに設定して術野

を確保した。手術時間４時間７分，コンソール時

間２時間38分，摘出検体218g，出血量は少量，合

併症なく手術は終了し術後３日目に退院した。

　高度肥満症例に対して安全に手術を施行するこ

とができたが，ポート挿入に難渋し時間を要した

等の課題もあり，更に安全にできるよう今後も肥

満症例の手術を蓄積し工夫等を加え取り組みたい。

ロボット支援下子宮摘出術を施行した高度肥満合併子宮体がんの１例

あったため，蜂窩織炎およびSTSSと診断し抗生

剤加療および下肢病巣部の処置等を行った。その

後，全身状態改善せず，入院16日目腹腔鏡下手術

を施行した。右卵巣は大部分が壊死しており，内

部に多房性に膿状の液体を認め，右付属器を切

除した。術後，抗生剤加療を継続し，徐々に全身

状態改善し，術後26日目に近医へリハビリ転院と

なった。

【結語】STSSは突発的に発症し敗血症ショックか

ら多臓器不全に進行する重症感染症であり，適切

な治療を行うことが重要である。



46 愛媛県産婦人科医会報

松山赤十字病院　産婦人科　　藤岡　　徹，大塚　沙織,

大柴　　翼，森下　佳登,

里見　雪音，行元　志門,

瀬村　肇子，髙杉　篤志,

信田　絢美，梶原　涼子,

本田　直利，栗原　秀一　

市立宇和島病院 産婦人科　　井上　奈美，高崎　　萌,

平山　亜美，石村　景子,

加藤　宏章，清村　正樹　

【緒言】近年，da�Vinciなどロボットを用いた子宮

全摘術の普及が進んでいるが，従来の腹腔鏡下子

宮全摘術に比較して侵襲が大きくなる傾向がある。

そこでロボット支援下子宮全摘術（Robot-assisted�

Simple�Hysterectomy：RASH）においてダブルバ

イポーラ法（Double�Bipolar�Method：�DBM）を

含んだ低侵襲化の工夫を試みた。

【症例】症例は48歳，子宮体癌IA期に対しRASH+�

BSOを行った。da�Vinci�Xiを使用し，２アーム+

１アシスト用（５mm）+カメラ用の計４ポート

を設置し，DBMで行った。インストゥルメント

は，１番アーム（左手）にフェネストレイテッド

バイポーラ，３番アーム（右手）にメリーランド

バイポーラを使用した。フェネストレイテッドバ

イポーラはビジョンカートに接続し，メリーラン

ドバイポーラはForceTriadⓇ（設定：Macro�mode,�

60）に接続した。子宮口は執刀前にZ縫合で閉鎖し，

子宮の押上げや腟管切断の際に腟パイプを使用し

た。またアシストポートより子宮の牽引・受動・

術野の展開を行った。手術時間３時間47分（コン

ソール時間２時間48分），出血量少量，摘出組織

重量146gであった。明らかな術中・術後合併症は

なく術後３日目に退院となった。

【結論】DBMの導入とアシストポートの活用を広

げることで，子宮体癌に対するRASH+BSOをよ

り低侵襲で安全に施行することができた。今後さ

らに症例を重ね，手術時間の短縮など更なる改善

点について検討していく必要があると思われた。

【目的】マイクロ波子宮内膜アブレーション（MEA：

microwave�endometrial�ablation）は過多月経に対

し，子宮内膜を焼灼することで月経量を減らす低

侵襲手術である。保存的治療が無効で子宮摘出が

考慮される症例の代替療法として2012年４月より

保険適応となり，以降多くの施設で施行されてい

る。当院でも2013年12月を第１症例目とし，徐々

に施行件数が増加している。今回，当院における

ロボット支援下子宮全摘術における
ダブルバイポーラ法を用いた低侵襲化の工夫

当院におけるマイクロ波子宮内膜アブレーション
（MEA：microwave endometrial ablation）の現状
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愛媛県立中央病院　産婦人科　　城戸　香乃，田中　寛希,

島瀬奈津子，西野　由衣,

中橋　一嘉，井上　翔太,

上野　愛実，池田　朋子,

森　　美妃，阿部恵美子,

近藤　裕司　

MEA症例の現状について報告する。

【方法】2013年12月から2023年12月までの10年間

において，当院で施行したMEA症例全63例につ

いて，後方視的に検討した。

【結果】年齢は36 〜 58歳（中央値46歳），未産婦

４例，経産婦59例であった。原因疾患は子宮筋腫

が42例と最も多く，そのうち粘膜下筋腫が23例と

半数以上を占めた。治療前Hbの平均値は8.9�g/dL

（3.5-14.7）であった。入院期間の平均値は3.6日（3-

11）で，手術時間の平均値は38.5分（13-168），出血

量の平均値は3.1�g（0-170）であった。術後合併症

を発症した症例は63例中４例（6.3%）であり，子

宮内感染が２例，頸管閉鎖にともなう子宮留血症

が１例，粘膜下筋腫脱落による出血が１例であっ

た。全63例中，６か月以上の評価が可能であった

のは50例であり，うち12例（24％）が無月経となっ

た。術後再発となった症例は10例（20％）であった。

GnRHアナログ製剤にて閉経逃げ込み療法を選択

された症例が８例，子宮摘出を選択した症例が２

例であった。

【結論】当院では過去10年間において，63症例に対

してMEAを施行した。症例の経過に加え，MEA

の治療効果や有用性などについて，文献的考察を

加えて報告する。

【緒言】地域病院における腹腔鏡技術認定医の数

は限られており，専攻医をはじめとする若手医師

への指導が十分とは言えない現状がある。今回

我々は，Web会議サービスであるZoomを用いて

２施設間での腹腔鏡遠隔教育システムを構築し，

ドライボックストレーニングを行ったのでここに

報告する。

【方法】ドライボックスに設置したビデオカメラ

（出力）をキャプチャーボード（入力）に接続し，

キャプチャーボード（出力）とモニター（入力），

PC（入力）をそれぞれ接続することで通常のトレー

ニング環境を保ちながら映像をPCに出力すること

ができる。また，会場全体を撮影するビデオカメ

ラをPCに接続することで，各会場の様子を見られ

るようにした。それぞれのPCでZoomミーティン

グに参加することで，ドライボックストレーニン

グの様子を指導医がリアルタイムに見ながら指導

する。

【結果】２施設で計９人が参加し，用意していた

３つのタスクを特にトラブルなくこなすことがで

きた。

【結語】Zoomを用いることで，ドライボックスト

レーニングの遠隔指導が可能であった。オンライ

ンでリアルタイムに指導を受けられることで，若

Zoomミーティングを用いた腹腔鏡遠隔教育システムの経験
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手医師の腹腔鏡の技術向上や腹腔鏡トレーニング

のモチベーションアップにつながると考える。遠

隔地にいる指導医が若手医師を指導することが可

能となるため，特に指導医の少ない地域病院にお

いては，今後このようなシステムを用いた教育は

有用であると考える。
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医会だより医会だより

令和５年度愛媛県医師会母体保護法指定医師研修会
（ハイブリッド開催）

日　時：令和５年12月16日㈯　15：00 〜 18：30
会　場：愛媛県医師会館　４階　第１会議室　*Zoomを用いたハイブリッド開催
　　　　松山市三番町４丁目５-３　TEL：089-943-7582

次　第

司会：愛媛県産婦人科医会常任理事

� 武田　康成

１．開　会

　　　愛媛県産婦人科医会長� 横山　幹文

２．挨　拶

　　　愛媛県医師会長� 村上　　博

３．研修会（15：10 〜 18：30）

　【母体保護法】15：10 〜 16：10

　　　座長　愛媛県産婦人科医会長

� 横山　幹文

　　母体保護法を法律・倫理から考える

　　－ペイシェントハラスメント対処法を含む－

� 日本産婦人科医会長　石渡　　勇�先生

　【医療倫理】16：20 〜 17：20

　　　座長　愛媛県産婦人科医会常任理事

� 阿部恵美子

　　�出生前検査を選択する人・しない人，倫理面

を踏まえた医療者の対応

　　　昭和大学医学部　産婦人科学講座　准教授

� 白土なほ子�先生

　【医療安全】17：30 〜 18：30

　　　座長　愛媛大学大学院医学系研究科

　　　　　　病因・病態領域　産科婦人科学教授

� 杉山　　隆

　　�新規治療法を安全に導入・運用する上での留

意点〜経口中絶薬導入における自験例を中心に

� 日本産婦人科医会常務理事　石谷　　健�先生

４．閉　会（18：30）

　　　　　　　　　　主催：愛媛県医師会

　　　　　　　　　　協力：愛媛県産婦人科医会

専門医共通講習　①医療倫理，③医療安全，
④医療制度と法律　各１単位
愛媛県医師会生涯研修３単位（CC：２・６・７）
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子宮がん検診従事者講習会

日　時：令和６年２月24日㈯　15：00 〜 17：00
会　場：愛媛県医師会館　５階ホール
　　　　愛媛県松山市三番町４丁目５-３　TEL：089-943-7582

次　第

� 司会・座長　竹原　和宏�先生

２．報告（15：00 〜 16：00）

　　　本県における子宮がん検診の現況

� 愛媛県総合保健協会　佐伯　健二�氏

　　�　�愛媛県におけるHPVワクチン接種の普及を

めざす

� 愛媛大学　産婦人科　宇佐美知香�先生

３．特別講演（16：00 〜 17：00）

　　　「子宮がん検診とHPVワクチン接種の動向

　　　－子宮頸癌診療の進歩のキーポイント－」

　　　　国際医療福祉大学成田病院産科婦人科

� 教授　進　　伸幸�先生
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第10回愛媛生殖医学研究会

プ　ロ　グ　ラ　ム
　　一 般 演 題　15：40 〜 16：10

　　　　　座長：医療法人　矢野産婦人科　院長　矢野　浩史 先生

　　　　演題１　『卵巣組織を凍結保存し，化学療法後に自家移植を施行した若年乳がんの１例』

 愛媛大学医学部附属病院　産科婦人科　安岡　稔晃 先生

　　　　演題２　『採卵決定時のPremature LH surge症例に対する

　　　　　　　　　　　　　　　　GnRHアンタゴニスト巣回投与の排卵抑制効果について』

 福井ウィメンズクリニック　赤松　純子 先生

　　　　演題３　『卵巣機能不全に対するPFC-FD（血小板由来成分）療法の試み』

 医療法人　矢野産婦人科　IVFセンター　堅田　千晶 先生

　　特別講演１　16：30 〜 17：30

　　　　　座長：医療法人　福井ウィメンズクリニック　院長　福井　敬介 先生

　　　　　講師：藤田医科大学　医科学研究センター　分子遺伝学研究部門　教授　倉橋　浩樹 先生

　　　　　　『PGT-Aの現状と課題』

　　特別講演２　17：30 〜 18：30

　　　　　座長：愛媛大学大学院　医学系研究科　産科婦人科学講座　教授　杉山　　隆 先生

　　　　　講師：医療法人　蔵本ウイメンズクリニック　理事長・院長　蔵本　武志 先生

　　　　　　『保険診療下のPPOS法において
　　　　　　　　　　　　個別投与量アルゴリズムは有用か？』

日　　時：2024年３月９日㈯　15：30 〜 18：30
会　　場：リジェール松山
　　　　　松山市南堀端町２- ３
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令　和　５　年　度

愛 媛 県 産 婦 人 科 医 会 総 会
愛 媛 産 科 婦 人 科 学 会 総 会

学 　 術 　 講 　 演 　 会
資 　 料 　 集

１．開　　会

２．挨　　拶� 会　長　　横　山　幹　文

３．議長互選

４．報　　告（進行・選出議長）

　⑴日産婦学会関係事業報告・庶務報告

� 愛媛産科婦人科学会会長　杉　山　　　隆

　⑵日産婦医会関係事業報告・庶務報告

� 愛媛県産婦人科医会会長　横　山　幹　文

　⑶がん健診に関する報告

� 常任理事　近　藤　裕　司

　⑷おぎゃー献金報告

� 理　　事　坂　田　圭　司

５．議　　事

　⑴�令和４年度愛媛産科婦人科学会会計並びに愛

媛県産婦人科医会歳入歳出決算について

� 愛媛産科婦人科学会会長　杉　山　　　隆

� 副 会 長　福　井　敬　介

　　◆監査報告� 監　　事　冨　岡　尚　徳

　⑵�令和６年度愛媛県産婦人科医会事業方針につ

いて

� 会　　長　横　山　幹　文

　⑶�令和６年度愛媛県産婦人科医会歳入歳出予算

について

� 副 会 長　福　井　敬　介

【休　　憩】

6．学術講演会　17時00分〜（共催・久光製薬）

　　・一般講演　17時20分〜

　　　�「周産期・乳幼児医療に支えられる難聴児

のwell-care」

　　　　講　師

　　　　　　岡山大学病院聴覚支援センター

� 准教授　片　岡　祐　子�先生

　　　（座長　愛媛大学大学院医学系研究科

� 産婦人科学教授　杉　山　　　隆�先生）

　　・特別講演　18時00分〜

　　　「歴史を変えた産婦人科疾患」

　　　　講　師

　　　　　　日本大学医学部病態病理学系

　　　　　　微生物学分野主任教授

� 早　川　　　智�先生

　　　（座長　愛媛大学大学院医学系研究科

� 産婦人科学教授　杉　山　　　隆�先生）

7．閉　　会　19時00分
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令和６年度　愛媛県産婦人科医会
事　業　方　針

「女性ヘルスケアの包括的ゲートキーパーとしての産婦人科診療を目指す」
１．総　務
　①庶　務
　　　会議進行・総会議長など
　②経　理
　　　愛媛県産婦人科医会予算・決算
　③法　制
　　　県医師会母体保護法指定医師認定審査会・認定母体保護法研修会開催協力
　④おぎゃー献金
　　　四国ブロック協議会・広報活動
　⑤良い子を産み育てる妊婦の日
　　　企画／立案／実行
　⑥広報関連
　　　愛媛県産婦人科医会報発行
　　　愛媛県産婦人科ホームページ運営管理
　⑦医療保険関連
　　　全国医療保険担当者連絡会参加・四国ブロック医療保険協議会

２．学　術
　①母子保健対策
　　⑴妊婦健診（公費負担に関する諸問題）
　　⑵妊娠・分娩・産褥期の母子メンタルケアの推進（小児科・精神科との連携）
　　⑶母と子のメンタルヘルスフォーラム参加（日産婦医会開催・年度１回）
　　⑷MCMC母と子のメンタルヘルスケア研修会（愛媛医会開催・年度２回）
　　⑸社会的ハイリスク妊婦（DV・虐待・望まない妊娠等）＞行政との連携
　　⑹産後ケア事業（行政との連携）
　　⑺愛媛県児童虐待防止医療ネットワークへの協力
　②感染症対策
　　⑴COVID19母子感染取り扱い（第５類以降の対応）
　　⑵HTLV１母子感染予防対策
　　⑶風疹対策
　③先天異常関連
　　⑴新生児先天性代謝異常検査（愛大小児科との連携）
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　　⑵新生児聴覚スクリーニング（愛媛県ネットワークの活用周知）
　　⑶�出世前診断NIPT/遺伝カウンセリング（認証医療機関/基幹・連携施設の活用）
　④研修関連
　　⑴学術講演会・集談会の開催
　⑤がん関連
　　⑴子宮頸がん検診（液状化細胞診・HPV単独検診の普及）
　　⑵HPVワクチン接種促進（市民公開講座・行政との連携）

３．医　療
　①医療安全
　　⑴JCMELS開催研修会への会員参加
　　⑵�日本産婦人科医会医療安全推進室担当者会議参加（日産婦医会年度１回開催）
　　⑶産科補償制度の状況把握
　　⑷医療事故調査委員会（県医師会との情報共有）
　②勤務医対策
　　⑴勤務医働き方問題への理解と協力（2024年度実施への対策）
　　⑵勤務医待遇改善と女性医師就労改善
　③医業推進
　　⑴有床無床診療所問題
　　⑵全国医業担当者伝達講習会
　　⑶オンライン診療オンライン資格
　　⑷女性生活習慣病の一次予防（高血圧／糖尿病／高脂血症／骨粗鬆症等）
　　⑸出産育児一時金増額に対する対応
　④女性保健
　　SRHR;sexual�reproductive�health�&�rightsに関する諸問題
　　⑴包括的性教育関連（高知県モデルを参考に推進）
　　⑵性教育指導者セミナー参加
　　⑶性暴力性犯罪被害者救済（愛媛県との連携）
　　⑷女性アスリート健康向上支援（女性アスリート健康支援委員会との協力）
　　⑸プレコンセプションケア啓発（一般への啓発及び愛媛県等行政との連携）
　　⑹生殖補助医療関連対策（倫理的問題・着床前遺伝的診断・診療報酬関連）
　⑤災害時医療対策
　　⑴PEACE周知活用・愛媛県周産期リエゾン周知活用
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令和５年地域別正会員一人当りおぎゃー献金額

17,472円

−6−

令和５年地域別正会員一人当りおぎゃー献金額
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愛媛県産婦人科医会役員名簿
（任期：令和５年4月1日〜令和７年3月31日）

愛媛県産婦人科医会� 会　　長� 横　山　幹　文

愛媛県産婦人科学会� 会　　長� 杉　山　　　隆

愛媛県産婦人科医会� 副　会　長� 岩　本　麻　里

　　　　〃� 副　会　長� 新　谷　敏　昭

　　　　〃� 副　会　長� 福　井　敬　介

　　　　〃� 常任理事� 阿　部　恵美子

　　　　〃� 常任理事� 近　藤　裕　司

　　　　〃� 常任理事� 武　田　康　成

　　　　〃� 常任理事� 竹　原　和　宏

　　　　〃� 常任理事� 松　原　圭　一

　　　　〃� 常任理事� 矢　野　浩　史

　　　　〃� 理　　事� 金　子　久　恵

　　　　〃� 理　　事� 吉　良　敏　彦

　　　　〃� 理　　事� 坂　田　圭　司

　　　　〃� 理　　事� 西　　　睦　正

　　　　〃� 理　　事� 本　田　直　利

　　　　〃� 理　　事� 山　内　正　大

　　　　〃� 理　　事� 吉　本　　　勲

　　　　〃� 監　　事� 小　泉　幸　司

　　　　〃� 監　　事� 冨　岡　尚　徳

　　　　〃� 顧　　問� 池　谷　東　彦

　　　　〃� 顧　　問� 今　井　洋　子

　　　　〃� 顧　　問� 小　西　秀　信

　　　　〃� 顧　　問� 長　野　　　護

� 　　　　　　　　　（五十音順）
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令和４年度愛媛産科婦人科学会　会計報告

●収 入 の 部

　￥1,955,070

　◆内　訳

　　￥1,279,558　令和３年度繰越金

　　￥��564,000　４年度4,000×141名（完納）

　　￥��111,500　日産婦学会より事務費

　　　　　　　　　（会費納入率による還元金）

　　￥　　　12　預金利息

●支 出 の 部

　￥573,160

　◆内　訳

　　￥��173,160　通信費（中四国学会雑誌送料（３回））

　　￥��400,000　愛媛県産婦人科医会会務助成金

※収支差引残金1,381,910円は令和５年度へ繰越とする。
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令　和　５　年　度

愛媛県産婦人科医会庶務報告及び事業報告

自　令和５年４月１日
至　令和６年３月31日

年月日 会�議�・�講�演 会�名 開　催　地 出�席�者

令和５年

５．10㈬ 県産婦人科医会会報編集委員会 県医師会館 矢野　外

５．20㈯ 第74回県産婦人科医会学術集談会 松山市 会員

５．29㈪ 母体保護法指定医師認定審査員会 県医師会館 横山　外

６．４㈰ 母と子のメンタルヘルスフォーラムin三重 四日市市 阿部

６．10㈯ 愛媛県周産期医療研究会 松山市 会員

６．11㈰ 日産婦医会総会 東京都 横山

６．25㈰ 正常分娩の保険適用に関する勉強会 県医師会館 横山　外

７．２㈰ 日産婦医会全国献金担当者連絡会 東京都 坂田

７．４㈫ 愛媛県産婦人科医会役員会 県医師会館 横山　外

７．12㈬ 産婦人科から見た鉄欠乏性貧血治療講演会（WEB） 会員

７．14㈮ 母体保護法指定医師認定審査員会 県医師会館 横山　外

７．15㈯ 県産婦人科医会夏期講習会 松山市 会員

７．21㈮ 日産婦医会法制委員会（WEB） 横山

７．30㈰ 日産婦医会性教育指導セミナー（WEB） 岩本

８．26㈯
 〜27㈰ 日産婦医会四国ブロック協議会・医療保険協議会 高松市 横山　外

８．31㈭ 愛媛県産婦人科医会ホームページ改修委員会 県医師会館 横山　外

９．12㈫ 母体保護法指定医師認定審査員会 県医師会館 横山　外

９．17㈰ 日産婦医会地域代表全国会議 東京都 横山

10．６㈮ 都道府県医師会母体保護担当理事連絡協議会 東京都 武田

11．５㈰ 愛媛県産婦人科医会MCMC母と子のメンタルへケア研修会入門編 県医師会館 横山　外
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年月日 会�議�・�講�演 会�名 開　催　地 出�席�者

11．12㈰ 日産婦医会全国医療安全担当者連絡会（WEB） 福井

11．13㈪ 愛媛県産婦人科医会常任理事会（WEB） 横山　外

11．25㈯ 第75回県産婦人科医会学術集談会 松山市 会員

12．毎週
   金曜 四国産婦人科臨床フォーラム（WEB） 会員

12．２㈯ 日本医師会家族計画・母体保護法指導者講習会（WEB） 横山　外

12．９㈯ MCMC母と子のメンタルへケア研修会入門編（WEB） 阿部

12．10㈰ NHSシンポジウム 松山市 会員

12．12㈫ 愛媛県産婦人科医会ホームページ改修委員会（WEB） 横山　外

12．14㈭ 愛媛県産婦人科医会ホームページ改修委員会 県医師会館 横山　外

12．16㈯ 愛媛県医師会母体保護法指定医師研修会 県医師会館 会員

令和６年

１．13㈯ 愛媛産婦人科特別セミナー（WEB） 会員

１．14㈰ 愛媛子宮縫合セミナー 松山市 会員

１．18㈭ 日産婦医会法制委員会（WEB） 横山

１．20㈯ 日産婦医会MCMC母と子のメンタルへケア研修会基礎編 東京都 阿部

１．20㈯ 日産婦医会周産期メンタルヘルスケア全国担当者連絡会 東京都 横山・阿部

１．21㈰ 日産婦医会MCMC母と子のメンタルへケア研修会応用編 東京都 阿部

２．21㈬ 愛媛県産婦人科医会常任理事会・会計監査 県医師会館 横山　外

２．24㈯ 愛媛県医師会子宮がん検診従事者講習会 県医師会館 会員

３．９㈯ 愛媛生殖医学研究会 松山市 会員

３．10㈰ 日産婦医会総会 東京都 横山

３．21㈭ 日産婦医会母体保護法に関する実務者全国会議（WEB） 横山　外

３．23㈯ 愛媛県産婦人科医会役員会 県医師会館 横山　外

３．23㈯ 愛媛県産婦人科医会総会・愛媛産科婦人科学会総会 県医師会階 会員

３．23㈯ 愛媛県産婦人科医会学術講演会 県医師会館 会員

３．24㈰ 日産婦医会全国医業推進担当者伝達講習会（WEB） 福井
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会　員　の　異　動

◎会　員　数（令和６年２月１日現在・免除会員含む）（　）うち免除会員
　　170名（22名）

　　Ａ会員　76名（16名）
　　　　　◦病院，診療所の開設者
　　　　　◦教授，准教授，部長，科長，医長
　　　　　◦その他これに準じる役職のある勤務医
　　Ｂ会員　69名（６名）
　　　　　◦勤務の産婦人科指定医，専門医でＡ会員以外の者
　　準会員　25名
　　　　　◦専門医研修中の産婦人科医師でＡ，Ｂ会員以外の者

◎新 入 会 員（敬称略・R. ５. ２. １現在所属郡市）
　深川　真弓（松山市）　里見　美雪（松山市）　中溝めぐみ（松山市）
　江崎　高明（松山市）　高崎　　萌（松山市）　藤田茉由貴（松山市）
　大木　悠司（松山市）　城戸　香乃（松山市）　大塚　沙織（愛　大）
　河端　大輔（愛　大）　田口　晴賀（愛　大）

◎退 会 会 員（敬称略・退会時所属郡市）
　井上　康弘（今治市）　越智　　博（松山市）　高木香津子（松山市）
　横畑　理美（松山市）

●物 故 会 員（令和５年２月以降）※なし



61第 60 号　令和６年８月 31 日
令

和
４

年
度

　
愛

媛
県

産
婦

人
科

医
会

歳
入

歳
出

決
算

書

科
　

　
　

　
　

　
　

目
決

算
高

予
算

高
比

　
　

　
　

較
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

款
項

増
減

１
．

会
　

　
　

　
　

費
 7

5,
00

0 
 7

1,0
00

 
 4

,0
00

 

Ａ
会

員
１

．
病

院
、

診
療

所
の

開
設

者
　

　
　

２
．

教
授

、
准

教
授

、
部

長
、

課
長

、
医

長
、

そ
れ

に
準

ず
る

役
職

に
あ

た
る

勤
務

医
Ｂ

会
員

　
　

産
婦

人
科

専
門

医
の

み
準

会
員

　
　

Ａ
、

Ｂ
会

員
以

外
の

者

１
．

産
婦

人
科

医
会

費
 5

,00
0 

 1
,00

0 
 4

,0
00

 

Ａ
会

員
　

　
＠

　
 　

0円
×

63
人

＝
  　

　
0円

Ｂ
会

員
　

　
＠

　
 　

0円
×

63
人

＝
  　

　
0円

 ） 全
会

員
免

除
準

会
員

　
　

＠
　

 　
0円

×
17

人
＝

  　
　

0円
特

別
会

費
　

＠
　1

,00
0円

×
５

人
＝

　
5,0

00
円

２
．

産
婦

人
科

医
会

入
会

金
 7

0,0
00

 
 7

0,0
00

 
新

入
会

員
に

対
す

る
入

会
金

　
Ａ

会
員

＠
50

,00
0円

×
１

人
＝

 5
0,0

00
円

（
新

規
開

業
会

員
） 

　
Ｂ

会
員

＠
　2

,00
0円

×
10

人
＝

 2
0,0

00
円

２
．

還
　

　
元

　
　

金
 5

65
,85

5 
 8

00
,00

0 
 2

34
,1

45
 

１
．

日
産

婦
医

会
還

元
金

 5
65

,85
5 

 8
00

,00
0 

 2
34

,1
45

 
お

ぎ
ゃ

ー
献

金
事

務
費

還
元

金
　

　
21

4,3
35

円
お

ぎ
ゃ

ー
献

金
推

進
月

間
補

助
費

　
22

0,0
00

円
会

費
還

元
金

　
13

1,5
20

円
３

．
補

　
　

助
　

　
金

 9
26

,23
0 

 8
50

,00
0 

 7
6,

23
0 

１
．

日
産

婦
医

会
よ

り
の

補
助

金
 5

0,0
00

 
 5

0,0
00

 
母

体
保

護
法

指
定

医
師

研
修

会
補

助
金

　
　

　
　

　
　

　
　5

0,0
00

円

２
．

補
助

金
 8

76
,23

0 
 8

00
,00

0 
 7

6,
23

0 
県

総
合

保
健

協
会

よ
り

の
子

宮
が

ん
集

検
事

業
補

助
金

　
80

0,0
00

円
県

医
師

会
会

場
使

用
補

助
金

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　7

6,2
30

円
４

．
助

　
　

成
　

　
金

 1
,50

0,0
00

 
 1

,30
0,0

00
 

 2
00

,0
00

 

１
．

助
成

金
 1

,50
0,0

00
 

 1
,30

0,0
00

 
 2

00
,0

00
 

県
医

師
会

よ
り

の
審

査
員

科
別

懇
談

助
成

　
　

　
　

　
　

　
　

　
50

,00
0円

県
医

師
会

よ
り

の
分

科
会

助
成

金
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　2
50

,00
0円

県
総

合
保

健
協

会
よ

り
の

子
宮

が
ん

集
検

研
究

費
　

　
　

　
　

1,0
00

,00
0円

Ｍ
Ｃ

Ｍ
Ｃ

母
と

子
の

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
ケ

ア
研

修
会

助
成

金
　

　2
00

,00
0円

５
．

雑
　

　
収

　
　

入
 7

36
,68

0 
 6

02
,00

0 
 1

34
,6

80
 

１
．

預
金

利
息

 1
30

 
 1

,00
0 

 8
70

 
２

．
雑

入
金

 7
36

,55
0 

 6
00

,00
0 

 1
36

,5
50

 
会

報
広

告
料

、事
業

協
賛

金
、愛

媛
産

科
婦

人
科

学
会

か
ら

の
助

成
、日

産
婦

医
会

代
議

員
選

出
業

務
委

託
費

３
．

寄
付

金
0

 1
,00

0 
 1

,00
0 

６
．

繰
　

　
入

　
　

金
0

 1
,00

0 
 1

,00
0 

１
．

繰
入

金
0

 1
,00

0 
 1

,00
0 

７
．

繰
　

　
越

　
　

金
 1

7,5
02

,80
5 

 1
7,0

00
,00

0 
 5

02
,8

05
 

１
．

前
年

度
繰

越
金

 1
7,5

02
,80

5 
 1

7,0
00

,00
0 

 5
02

,8
05

 
令

和
３

年
度

繰
越

金

歳
　

　
　

入
　

　
　

合
　

　
　

計
 2

1,3
06

,57
0 

 2
0,6

24
,00

0 
 6

82
,5

70
 

21
,3
06
,5
70
円

6,
51
3,
61
5円

14
,7
92
,9
55
円

歳
入

合
計

歳
出

合
計

差
引
繰
越
金

歳
入
の
部

－
９
～
10
－
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歳
出
の
部

科
　

　
　

　
　

　
　

目
決

算
高

予
算

高
比

　
　

　
　

較
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

款
項

増
減

１
．

事
　

務
　

諸
　

費
 2

,5
46

,7
01

 
 4

,22
5,0

00
 

 1
,6

78
,2

99
 

１
．

事
務

費
0

 1
,00

0 
 1

,00
0 

２
．

通
信

費
 2

94
,9

48
 

 4
00

,00
0 

 1
05

,0
52

 
郵

送
料

、
宅

配
便

送
料

、
振

込
手

数
料

３
．

印
刷

費
0

 1
,00

0 
 1

,00
0 

４
．

消
耗

品
費

 3
18

,90
0 

 1
,00

0 
 3

17
,9

00
 

貸
出

用
Ｐ

Ｃ
代

（
２

台
）、

印
鑑

代

５
．

旅
費

 1
,6

79
,2

70
 

 3
,50

1,0
00

 
1,8

21
,73

0

日
産

婦
医

会
通

常
総

会
２

回
（

東
京

）
日

産
婦

医
会

理
事

会
１

回
（

W
eb

）
日

産
婦

医
会

法
制

委
員

会
２

回
（

W
eb

）
日

産
婦

医
会

地
域

代
表

全
国

会
議

（
W

eb
）

日
産

婦
医

会
四

国
ブ

ロ
ッ

ク
協

議
会

（
W

eb
）

日
産

婦
医

会
医

療
安

全
担

当
者

会
（

W
eb

）
日

産
婦

医
会

医
療

推
進

担
当

者
伝

達
講

習
会

（
W

eb
）

日
産

婦
医

会
全

国
献

金
担

当
者

連
絡

会
（

東
京

）
周

産
期

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
ケ

ア
担

当
者

連
絡

会
（

W
eb

）
日

産
婦

医
会

医
療

保
険

担
当

者
会

（
W

eb
）

日
産

婦
医

会
性

教
育

指
導

セ
ミ

ナ
ー

（
W

eb
）

母
体

保
護

法
に

関
す

る
実

務
者

全
国

会
議

（
W

eb
）

県
産

婦
人

科
医

会
常

任
理

事
会

１
回

・
役

員
会

３
回

県
産

婦
人

科
医

会
会

報
編

集
委

員
会

１
回

、
四

国
ブ

ロ
ッ

ク
協

議
会

事
務

打
合

せ
２

回
外

　
交

通
費

６
．

交
通

傷
害

保
険

費
 3

6,5
65

 
 7

0,0
00

 
 3

3,4
35

 
公

務
出

張
に

対
す

る
交

通
傷

害
保

険
料

７
．

慶
弔

費
 1

00
,00

0 
 1

00
,00

0 
弔

慰
金

（
会

員
２

名
分

）
８

．
対

外
活

動
費

 1
17

,01
8 

 1
50

,00
0 

 3
2,9

82
 

渉
外

費
（

が
ん

募
金

含
む

）
９

．
雑

費
0

 1
,00

0 
 1

,00
0 

２
．

事
　

　
業

　
　

費
 1

,58
9,2

65
 

 3
,42

0,0
00

 
 1

,83
0,7

35
 

１
．

会
報

発
行

費
 9

72
,27

4 
 1

,00
0,0

00
 

 2
7,7

26
 

産
婦

人
科

医
会

会
報

１
回

発
行

印
刷

費
　

外
２

．
母

子
保

健
活

動
費

 5
32

,51
1 

 1
,30

0,0
00

 
76

7,4
89

 
良

い
子

を
産

み
育

て
る

妊
婦

の
日

諸
経

費（
中

止
分

）、
Ｍ

Ｃ
Ｍ

Ｃ
母

と
子

の
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

ケ
ア

研
修

会
諸

経
費

　
外

３
．

性
教

育
活

動
費

0
 5

00
,00

0 
 5

00
,00

0 
性

教
育

セ
ミ

ナ
ー

未
実

施
４

．
勤

務
医

部
活

動
費

0
 2

20
,00

0 
 2

20
,00

0 
５

．
医

療
情

報
費

 8
4,4

80
 

 4
00

,00
0 

 3
15

,52
0 

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

保
守

・
サ

ー
バ

ー
レ

ン
タ

ル
料

３
．

会
　

　
議

　
　

費
 9

07
,64

9 
 1

,48
0,0

00
 

 5
72

,35
1 

１
．

役
員

会
費

 8
4,6

00
 

 3
30

,00
0 

 2
45

,40
0 

役
員

会
、 

常
任

理
事

会
、 

会
報

編
集

委
員

会
、 

会
場

使
用

料
　

外
２

．
会

員
研

修
費

並
び

に
総

会
費

 4
81

,04
9 

 9
00

,00
0 

 4
18

,95
1 

総
会

資
料

代
、

講
演

会
講

師
接

待
費

、
地

域
医

会
助

成
金

　
外

３
．

四
国

ブ
ロ

ッ
ク

協
議

会
負

担
金

0
 1

00
,00

0 
 1

00
,0

00
 

愛
媛

県
産

婦
人

科
医

会
の

担
当

に
よ

る
W

eb
開

催
の

た
め

負
担

金
な

し
４

．
四国

ブロ
ック

医保
協議

会負
担金

0
 1

00
,00

0 
 1

00
,0

00
 

５
．

役
員

退
職

金
 3

42
,00

0 
 5

0,0
00

 
 2

92
,00

0 
５

名
分

４
．

予
　

　
備

　
　

費
 1

,47
0,0

00
 

 1
1,4

99
,00

0 
 1

0,0
29

,00
0 

１
．

予
備

費
 1

,47
0,0

00
 

 1
1,4

99
,00

0 
 1

0,0
29

,00
0 

第
48

回
日

産
婦

医
会

学
術

集
会

ブ
ロ

ッ
ク

協
賛

金

歳
　

　
　

出
　

　
　

合
　

　
　

計
 6

,51
3,6

15
 

 2
0,6

24
,00

0 
 1

4,1
10

,38
5 

－
11
～
12
－



63第 60 号　令和６年８月 31 日
令

和
６

年
度

　
愛

媛
県

産
婦

人
科

医
会

歳
入

歳
出

予
算

書

科
　

　
　

　
　

　
　

目
本

年
度

予
算

高
前

年
度

予
算

高
比

　
　

　
　

較
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

款
項

増
減

１
．

会
　

　
　

　
　

費
71

,0
00

71
,0

00

Ａ
会

員
１

．
病

院
、

診
療

所
の

開
設

者
　

　
　

２
．

教
授

、
准

教
授

、
部

長
、

科
長

、
医

長
、

そ
れ

に
準

ず
る

役
職

に
あ

た
る

勤
務

医
Ｂ

会
員

　
　

産
婦

人
科

専
門

医
の

み
準

会
員

　
　

専
門

医
研

修
中

の
産

婦
人

科
医

で
Ａ

、
Ｂ

会
員

以
外

の
者

１
．

産
婦

人
科

医
会

費
1,

00
0

1,
00

0
Ａ

会
員

　
　

＠
　

0円
×

60
人

（
Ｒ

６
.２

 現
在

）
＝

　
0円

（
Ｒ

５
年

度
＠

0）
Ｂ

会
員

　
　

＠
　

0円
×

63
人

（
Ｒ

６
.２

 現
在

）
＝

　
0円

（
Ｒ

５
年

度
＠

0）
準

会
員

　
　

＠
　

0円
×

25
人

（
Ｒ

６
.２

 現
在

）
＝

　
0円

（
Ｒ

５
年

度
＠

0）

２
．

産
婦

人
科

医
会

入
会

金
70

,0
00

70
,0

00
新

入
会

員
に

対
す

る
入

会
金

　
Ａ

会
員

＠
50

,00
0円

×
１

人
＝

 5
0,0

00
円

（
新

規
開

業
含

む
） 

　
Ｂ

会
員

＠
　2

,00
0円

×
10

人
＝

 2
0,0

00
円

２
．

還
　

　
元

　
　

金
80

0,
00

0
80

0,
00

0
１

．
日

産
婦

医
会

還
元

金
80

0,
00

0
80

0,
00

0
お

ぎ
ゃ

ー
献

金
活

動
補

助
金

・
還

元
金

、
会

費
還

元
金

３
．

補
　

　
助

　
　

金
85

0,
00

0
85

0,
00

0
１

．
日

産
婦

医
会

よ
り

の
補

助
金

50
,0

00
50

,0
00

母
体

保
護

法
指

定
医

師
研

修
会

補
助

金
　

　
　

　
　

　
　

　
50

,00
0円

２
．

補
助

金
80

0,
00

0
80

0,
00

0
子

宮
が

ん
集

検
事

業
補

助
金

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  8

00
,00

0円
４

．
助

　
　

成
　

　
金

1,
30

0,
00

0
1,

30
0,

00
0

１
．

助
成

金
1,

30
0,

00
0

1,
30

0,
00

0
県

医
師

会
よ

り
の

分
科

会
助

成
金

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　2

50
,00

0円
子

宮
が

ん
集

検
研

究
費

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1,0

00
,00

0円
審

査
員

科
別

懇
親

会
費

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

50
,00

0円

５
．

雑
　

　
収

　
　

入
60

2,
00

0
60

2,
00

0
１

．
預

金
利

息
1,

00
0

1,
00

0
２

．
雑

入
金

60
0,

00
0

60
0,

00
0

会
報

広
告

料
、 

事
業

協
賛

金
　

外
３

．
寄

付
金

1,
00

0
1,

00
0

６
．

繰
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第27回愛媛県周産期医療研究会プログラム

日　　時：2024年6月15日㈯　午後3時00分 〜 午後6時30分
開催形式：現地開催（世話人会は午後2時半より開催）
会　　場：TKP松山市駅前カンファレンスセンター 
　　　　　〒790-0011 愛媛県松山市千船町4-3-7　TEL 089-993-7143

　症例は32歳，G1P0。自然妊娠成立後，妊娠23

週５日にFGRのため当科紹介。妊娠24週０日に羊

水染色体検査を行い，三倍体と判明した。妊娠31

週５日に胎児死亡を確認，妊娠32週０日に死産と

なった。女児，300g，24cm，頭部変形，小顎，短指，

右第３，４指合指症，足の変形を認めた。原因不

明の重症FGRを認めた場合，管理方針を決定する

ために胎児の染色体検査を考慮する必要がある。

プ　ロ　グ　ラ　ム
　　一般演題　午後３時00分〜午後４時30分

　　教育講座　午後４時40分〜午後４時55分

　　　　　　　 小児RSウイルス感染症に関する愛媛県での取り組みと今後の展望 

 愛媛大学大学院医学系研究科　感染制御学講座　田内　久道　先生

　　特別講演　午後５時00分�〜�午後６時30分

　　　　　　　気管・食道疾患の胎児診断　超音波とMRIのコラボの有用性

  神奈川県立こども医療センター　新生児科　川瀧　元良　先生

一般演題抄録 ＊発表演者◎

愛媛県立中央病院　産婦人科　　◎城戸　香乃，阿部恵美子,

島瀨奈津子，西野　由衣,

中橋　一嘉，井上　翔太,

上野　愛実，池田　朋子,

田中　寛希，森　　美妃,

近藤　裕司　

妊娠30週まで生存した三倍体の一例
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　抗甲状腺薬のチアマゾール（MMI）は妊娠初期

の内服で胎児の頭皮欠損症，頭蓋骨欠損症，臍帯ヘ

ルニア等の先天異常が報告されている。Basedow

病で内服治療中の妊娠可能女性には妊娠前からの

甲状腺機能コントロールや器官形成期にMMIを

回避する必要性について，内科と連携したプレコ

ンセプションケアが重要である。

　妊娠初期のMMI内服が原因と考えられる胎児

先天異常を生じた一例を報告する。

　Stickler症候群は難聴，眼症状，関節異常を伴

う常染色体優性遺伝性疾患である。症例は32歳３

妊０産，31歳時にStickler症候群と診断されてい

た。自然妊娠後，妊娠20週から児の四肢短縮を認

め，妊娠33週に重症妊娠高血圧腎症，HELLP症

候群と診断され緊急帝王切開分娩とした。児は

1528gで出生し，四肢の短縮と口蓋裂を認めた。

　Stickler症候群疑い，早産児のためNICUで162

生日まで入院管理を行なった。

愛媛大学医学部附属病院　産婦人科　　◎伊藤　　恭，内倉　友香,

藤井　貴頌，田口　晴賀,

市川瑠里子，矢野　晶子,

今井　　統，吉田　文香,

宮上　　眸，横山　真紀,

村上　祥子，安岡　稔晃,

森本　明美，宇佐美知香,

松原　裕子，松元　　隆,

松原　圭一，杉山　　隆　

松山赤十字病院　産婦人科　　◎森下　佳登，信田　絢美,

本田　直利，栗原　秀一,

藤岡　　徹，梶原　涼子,

高杉　篤史，瀬村　肇子,

行元　志門，里見　雪音,

大柴　　翼，大塚　沙織　

チアマゾール内服によると考えられる
胎児臍帯ヘルニア・臍腸管瘻を認めたBasedow病合併妊娠の一例

Stickler症候群にHELLP症候群を合併した１例
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　30歳，Stickler症候群と既診断の３経妊０経産の

母体より，在胎33週２日，出生体重1528g，Apgar�

score １分値６点，５分値８点，妊娠高血圧症候

群のため帝王切開で出生した児。Asymmetrical�

SGA，小顎症，口蓋裂，両側先天性内反足，難聴

を呈しており同症候群と判断した。咽頭狭窄のた

め高流量鼻カニュラ，口蓋裂のため経鼻胃管栄養，

他併存症のために複数科とともに全人的な管理ま

た母も同疾患のため社会的サポートを要した症例

を経験したため報告する。

　母体は経産婦，分娩停止のため当院へ搬送さ

れ，児は在胎40週０日，クリステレル児圧出術に

て経腟分娩で出生。Apgarスコア１分値1/5分値

６。低身長，側弯，両側大腿骨骨幹部骨折あり。

両側四肢関節に拘縮を認め先天性多発性関節拘縮

症と診断した。骨折治療後,装具療法を行ってい

る。呼吸不全の合併あり生後３か月で気管切開を

施行し入院加療を継続してる。

松山赤十字病院　小児科1），愛媛大学医学部附属病院　小児科2），広島市民病院　小児科3）

◎柳原　千秋1），小林　光郎1）,

河上　早苗1），中村　亮太1）,

城戸　貴弘1），内海　大輔1）,

高岡　将彦1），大平　純也1）,

相原　香織1），上田　晃三1）,

西崎　眞理1），眞庭　　聡1）,

鷲尾　洋介1），江原　愛実2）,

渡辺　智也2，藤本　耕慈3）　

愛媛県立中央病院　新生児内科　　◎木内　拓海，徳本　大起,

丸山なつき，依岡壮一郎,

山内　俊史，井上　博晴,

穐吉眞之介　

当院で経験したStickler症候群の新生児例

出生時に両側大腿骨骨幹部骨折を認めた先天性多発性関節拘縮症の一例
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　先天性上気道閉塞症候群は，出生前診断されな

い場合，出生後の蘇生は困難である。超音波によ

る出生前診断では，①拡大した高エコー輝度の肺

②平坦あるいは反転した横隔膜③狭窄部位から遠

位側での拡張した気道④胎児胸腹水貯留あるいは

胎児水腫などが参考となる。今回報告する症例で

は，これらの特徴的な所見を認めず，出生前診断

が困難であり，救命できなかった。

　産婦人科領域においては妊産婦の精神状態の把

握や精神科医療機関等との連携体制構築が推進さ

れているが，小児科領域においては母体メンタル

ヘルスに関する理解や知識は充分とは言えず，学

ぶ機会も限られている。自閉スペクトラム症を伴

う双極性障害で加療されていた29歳女性に対し妊

娠期より多職種で連携し支援を続けていたが，児

が１歳１ヶ月時に自宅で縊死した。事例を振り返

り，今後小児科医として何をすべきか考察する。

　一絨毛膜二羊膜性双胎で第一子の両側多発性嚢

胞腎，羊水過少に伴う肺低形成で出生後の生存が

厳しい症例を経験した。児を看取ることは，出生

後だけでなく，出生前から亡くなった後も家族へ

の寄り添いが重要になり，家族の希望に添いなが

ら関わり満足感に繋げることが出来た事例につい

て報告する。

愛媛大学医学部附属病院　小児科　　◎太田　雅明，青井　秀人,

竹本　　隼，濱口ひかる,

浦田　啓陽，今井　琴美,

徳永はるか，宮田　豊寿,

渡部　竜助　

愛媛県立今治病院　小児科　　◎松田　　修

松山赤十字病院　NICU看護師　　◎村上　ゆま，和田　香織

完全大血管転位症，食道閉鎖症に合併した先天性上気道閉塞症候群

多職種連携による早期支援を行ったが，
乳児期に縊死した精神疾患合併母体の１例

出生後，すぐに亡くなることが予測される児の家族への関わり
～ NICUの視点から～
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令和５年度
日本産婦人科医会　四国ブロック協議会

Ⅰ　新型コロナウイルス感染症関連

１．COVID-19妊婦の取扱いについて

　　 本年５月８日，感染症法上COVID-19の取り

扱いは第２類から第５類になりました。これ

に伴う医療施設での妊婦対応の変化はいかが

なものになったのでしょうか？ （高　知）

高知県回答：議題提出県

　　　　　　 COVID-19妊婦の取り扱いは有床診

療所，病院問わず各施設で，分娩を

含めた対応を行なうよう県を通じて

通知を出しています。また５類以前

はCOVID-19を理由に帝王切開をし

ていた施設も多かったですが，ほと

んどの施設が，産科適応での帝王切

開に切り替わっています。現時点で

混乱は生じていません。

徳島県回答： 下記の通り，徳島県から発表された

外来対応医療機関リストによると，

全ての分娩取り扱い施設はコロナ対

応に手上げしています。無床クリニッ

クは３割程度にとどまっています。

愛媛県回答： コロナ陽性妊婦の分娩は，愛媛県下

の６基幹施設（大学病院，県立中央

病院，松山赤十字病院，県立今治病

院，県立新居浜病院，市立宇和島病

院）で対応しています。ただし，マ

イナートラブルは，かかりつけ医で

対応いただき，入院管理の必要が生

じた場合，上記基幹施施設で対応し

ます。

香川県回答： 県内分娩取扱17施設のうち，コロ

ナ陽性妊婦の分娩は香川大学，四国

こどもとおとなの医療センター，香

川県立中央病院，高松赤十字病院，

高松市立みんなの病院，三豊総合病

院で対応（分娩時以外の入院を含む）

しておりましたが，この６施設に加

えて，５類移行前に１施設が，移行

後には４施設が分娩対応（うち１施

設は経産婦のみ）することになり，

計11施設においてコロナ陽性妊婦

の分娩対応が可能です。分娩方法は

移行前から原則経腟分娩だった２施

設以外は全施設原則帝王切開でした

が，移行後はすべて原則経腟分娩の

方針となっています。陽性妊婦から

出生した児は移行後母子同室とした

１施設を除いて10施設が母児分離

で，全施設において母乳哺育は行っ

ておりません。またコロナ陽性妊婦

の外来診察は分娩取扱施設におい

ても行わない施設が数施設あり，無

床診療所においては約半数が外来診

察を行わない方針です（無床診療所

12施設から回答）。

２． 徳島県では５月８日のCOVID-19の５類引き

下げに対応し，従来，コロナ対応可能だった
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施設（診療･検査協力医療機関と呼称）の指

定拡大を図りました。その結果，一つの無床

診療所を除き，全ての産婦人科医療機関がコ

ロナ患者に対応することになりました。貴県

の産婦人科医療施設のコロナ対応の状況はい

かがでしょう。 （徳　島）

高知県回答： 有床診療所，病院においてCOVID- 

19陽性者の対応が困難な場合は，

総合周産期母子医療センターである

高知医療センターがCOVID-19陽

性妊婦の受入れ病院の調整業務を行

い，対応しています。これは５類以

前からも同システムで行っています。

　　　　　　�今後は第８次医療計画で新興感染症

に対する災害時小児周産期リエゾン

の活用の議論が出ていますので，県

と調整しているところです。

徳島県回答：議題提出県

　　　　　　�徳島県から発表された外来対応医療

機関リストによると，全ての分娩取

り扱い施設はコロナ対応に手上げし

ています。無床クリニックは３割程

度にとどまっています。

愛媛県回答： 高知県の質問と同じ回答。

　　　　　　�コロナ陽性妊婦の分娩は，愛媛県下

の６基幹施設（大学病院，県立中央

病院，松山赤十字病院，県立今治病

院，県立新居浜病院，市立宇和島病

院）で対応しています。ただし，マ

イナートラブルは，かかりつけ医で

対応いただき，入院管理の必要が生

じた場合，上記基幹施施設で対応し

ます。

香川県回答： 上の回答と同様です。

Ⅱ　地域医療での課題について

１．病診連携について

　　 分娩数が年々減少しており，分娩を扱う有床

診療所が減っています。逆に妊婦健診は行う

が分娩は取り扱わない無床診療所が増加傾向

となっています。夜間・休日の救急対応時の

病診連携が極めて大切になると思われます。

かかりつけ医との連絡が取れない場合も稀と

は言えません。各県の対策はいかがなものに

なっていますか。 （高　知）

高知県回答：議題提出県

　　　　　　�高知県では，分娩取り扱いを行って

いない無床診療所で妊婦健診を行っ

ている妊婦は，妊娠初期検査終了後

出来るだけ早期に夜間休日受診する

施設を選択し，あらかじめ必要事項

が定められた「妊婦基本情報用紙」

を添えた紹介状を作成し，FAX紹介

予約をする新運用を本年８月から開

始する予定です。

徳島県回答： 徳島県では，母子手帳と同時に「共

通診療ノート」を配布し，妊婦健診

時に，体重や血圧以外の所見を記載

しています。また，巻末には「防災

ノート」と題して，災害に対する備

えや災害時の対応について記載して

います。

愛媛県回答： 無床診療所より早めに紹介いただき，
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その後お戻りいただくことにより，

連携は取れています。特にトラブル

は生じていません。

香川県回答： 無床診療所や分娩を行っていない

病院施設における夜間・休日の緊

急対応に関して，県が独自で行って

いる対応は現在なく，各施設が独

自で行っているのが現状です。県内

のアンケートでは，夜間連絡を受け

診療している施設は25%，妊婦な

どについてのみ対応している施設は

16.7％，連携施設へ診察をお願い

している施設は33.3％，その他が

25%でした。現状では何らかの形

で対応されていますが，自施設で診

察する場合に，夜間患者と医師２人

のみでの診療には様々な配慮が必要

であると思われます。

２．遠隔地診療について

　　 高知県は東西に長い地形となっており，妊産

婦が妊婦健診・分娩に通院する距離が大変長

くなっているケースがあります。産科診療の

場合通院時間がかかることは一つの大きなリ

スクとなります。四国各県も高知県と同様に

そうしたケースがあると思いますが対応はい

かがなものでしょうか。オンライン診療や訪

問診療は産科においてはそぐわないものとは

考えられますが，何かいい方法があればご教

示ください。また各県の対応方法あれば教え

てください。 （高　知）

高知県回答：議題提出県

　　　　　　�医会本部ではCTGの遠隔診断など

試行されていたようですが，高知県

でも，妊婦の遠隔診療の必要性を感

じているところではありますが，ま

だその方法等検討すべきところが多

いといったところです。

徳島県回答： 徳島県では分娩を取り扱っていない

県南部や県西部の病院にも産婦人科

医を派遣し，分娩施設と連携して異

常があれば早めに分娩施設に紹介す

る体制をとっています。現時点では

産科診療においてオンライン診療や

訪問診療の導入は予定しておりま

せん。

愛媛県回答： 現時点で，何とか全県下で健診可能

な体制が取れており，オンライン診

療や訪問診療は行っていません。

香川県回答： 香川県は47都道府県の中で最も小

さく県内のどこからでも周産期母子

医療センターまで１時間以内で行く

ことができますし，令和４年度から

はドクターヘリも稼働しており問題

はないと考えています。またオンラ

イン診療や訪問診療もしておりま

せん。

３．出生数の減少に対する対応について

　　 令和４年，高知県の出生数は3,721人となり

全国最少でした。効果的な少子化対策を行え

たとしても今後しばらくは出生数の減少が続

くと思われます。高知県では一次周産期医療

を担う産科有床診療所は３施設となり，その

うち２施設は院長が高齢となっています。働

き方改革の実施もあり，新規産科有床診療所

の開設は期待できない中，さらなる集約化な
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ど周産期医療体制の変革を検討しなければい

けない時期が来ていると思われます。各県の

状況対応などあればお聞かせください。

 （高　知）

高知県回答：議題提出県

　　　　　　�高知県医師会では，県内周産期医

療体制の再評価を行う「コウノトリ

プロジェクト」を立ち上げる予定に

なっています。高知県内に住むすべ

ての妊産婦に均等に安心安全な周産

期医療を供給するためにどうすれば

いいのか，周産区医療施設の機能分

担，再集約化などについて産婦人科

医，小児科医，助産師，看護師及び

行政など他職種からなる委員会で意

見をまとめ行政に働きかけをしてい

く予定となっています。

徳島県回答： 徳島県でも年々分娩数が減少して

おりますが，分娩を取り扱う産科有

床診療所が減少しつつあることもあ

り，結果的に集約化されている状況

にあると思います。しかしながら働

き方改革の本格的な実現のためには

さらなる分娩施設の集約化が必要で

す。今後の出生数や産科医数の動向

を鑑みて，産科医の勤務先や所得確

保も考慮しつつ，大学が中心となり

各病院，自治体と連携し集約化を進

める必要があると考えています。

愛媛県回答： 愛媛県の出生数は7,999名でした。

愛媛県の分娩を取り扱う施設数は８

年間で７施設減少し，23施設とな

りました。このうち有床診療所数は

13施設です。今後，各地域での閉

院に伴う自然重点化が進んでいくも

のと予想しています。そのような背

景下，松山医療圏の３基幹施設（大

学病院，県立中央病院，日赤病院）

および県立新居浜病院，県立今治

病院，市立宇和島病院の計６施設を

核としてそれぞれの地域の周産期医

療体制を守ります。ただし，10 〜

15年後には，さらなる出生数の低

下に伴い，働き方改革の視点より宇

和島圏域，今治圏域の基幹施設の維

持が困難となる可能性があります。

その時点での交通状況等を鑑み，体

制改革を図る必要があります。

香川県回答： 香川県においても令和３年の出生数

が6,294人，令和４年が5,884人

で年々減少しております。

　　　　　　�ただし，実際には里帰り分娩も多く，

また西讃地区（香川の西側）では愛

媛県の四国中央市，徳島県の三好市

も医療圏内に入っており，香川県内

の施設での分娩総数は香川県の出生

数よりも多いと思われます。

　　　　　　�香川県内での分娩取り扱い施設は，

産科医療機関17施設（総合周産期

母子医療センター２，地域周産期母

子医療センター１，総合病院産婦人

科９，個人開業産婦人科５，助産院

１）となっております。

　　　　　　�さぬき市・東かがわ市（香川の東側）

では2019年７月にさぬき市民病院

が分娩を取りやめ，同地区での分

娩施設が０となっておりましたが，
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2021年１月より院内助産という形

で再開しております。

　　　　　　�妊婦さんのアクセスがやや悪いとこ

ろもありますが，香川県は面積も狭

く高速道路も通っており，他県に比

較すればアクセスは良い方だと思わ

れます。

４．有床診療所の未来について

　　 毎年議案に挙がりますが，分娩中心の小規

模開業医の今後の生きる道はあるのでしょう

か？分娩数の減少，分娩の保険適応，分娩の

集約化等明るい未来が見えません。 （高　知）

高知県回答：議題提出県

　　　　　　�本部の回答では，平成30年は大変

厳しい。令和２年は，患者が若いこ

ろからの健康ニーズを契機に，かか

りつけ医としてライフプランの相談

にのる。従来の産婦人科疾患に加え，

高血圧，脂質異常症，甲状腺疾患，

自己免疫疾患等女性内科の視点を加

え，卵から老年期まで，すべての女

性のかかりつけ医を目指す等ありま

すが，未来は暗い印象しかありま

せん。

徳島県回答： 徳島県においても分娩を取り扱う有

床診療所は年々減少し，現在徳島市

とその周辺の４か所のみで，そのう

ち１か所は今年度で分娩取り扱いを

終了します。医師の高齢化・分娩数

の減少・ハイリスク妊娠の増加・夜

勤者確保困難等・分娩取り扱い中止

には様々な要因があると考えられま

す。少子化に歯止めがかからない現

状に加え，分娩の保険適応等での

先行きの不透明さ，肉体的精神的な

負担から今後増えることは考えにく

く，集約化が進みそうです。

　　　　　　�分娩以外の収益元としては，不妊治

療や産後ケア等が考えられますが，

対象人口が減少していることから，

今後不妊治療のみでは収益の柱にな

りにくいと思われます。産後ケアも

文化として根付いているとは言い難

いことから利用率が低く，現在の公

費負担の状態では現状では事業とし

て持続可能なものにするのは難しそ

うです。

愛媛県回答： 出生数の減少に伴い，今後，分娩取

り扱い施設間での役割分担をさらに

図ることが重要であると考えていま

す。今後，分娩の保険適応について

も診療所がしっかり存続できる保険

運用法を考えていく必要があると考

えています。

　　　　　　�我々産婦人科医はこれから20 〜

30年先の超少子化超高齢化と共に

訪れる人口縮小時代を覚悟しなけれ

ばなりません。この人口縮小時代の

疾患構造の変化を見据えて，我々は

女性の生活習慣病の一次予防を担

い，高血圧，糖尿病，高脂血症，骨

粗鬆症の予防を行うことができる立

場にあります。すなわち，周産期領

域ででは妊娠高血圧症候群の方の産

後の高血圧，虚血性心疾患，脳卒中

リスクの予防すること。また妊娠糖
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尿病の将来の発症リスクは７倍とさ

れ，その発症予防の関わること。生

殖生理領域ではPCOSは将来的な糖

尿病，肥満，高血圧，子宮体癌，う

つ等のリスクがあるとされていま

す。子宮内膜症では周産期有害事象

に加え，脂質代謝異常，うつ病のリ

スクが高くなります。更年期症候群

で脂質代謝異常，骨粗鬆症の予防が

重要になります。治療効率が増加し

た婦人科悪性疾患の癌サバイバーの

方々にも長期的なケアが必要です。

　　　　　　�これらの産婦人科でよく遭遇する疾

患が女性生活習慣病のセンチネルに

なると考えられます。このような考

え方から産婦人科医は自ら管理対象

を広げることで来るべき少子高齢化

時代を生き抜く必要があると考え

ます。

香川県回答： 香川県における出生数の推移です

が，2018年は6,974，2020年は

6,681（2018年に比べ95.7％），

2022年は6,294（90.2％）と減

少が見られます。今後の少子化対策

で出生数の減少が抑えられることが

重要ではと思われます。また，分娩

中心の小規模開業医が運営して行く

うえで，十分な診療報酬が得られる

ことも必要です。分娩が集約化され

る中で，小規模開業医が地域のニー

ズにあった特性をもって集約化の中

に取り込まれていくことが重要と思

われます。

Ⅲ　周産期医療関係

１．産後ケアの実施状況について

　　 政府は，異次元の少子化対策を行うとし，本

年４月には子ども家庭庁も発足しました。本

年３月に行われました高知県医師会育児セミ

ナーで，こども家庭庁の自見はなこ参議院議

員は産後ケアの重要性について述べられてい

ました。少子化対策としても産後ケア事業の

拡充は極めて重要なものと考えられます。し

かしながら高知県では産後ケア施設が極めて

乏しく，またその利用率は極めて低率です。

各県の産後ケア事業の現況と利用率促進のた

めの対応があればご教示ください。 （高　知）

高知県回答：議題提出県

　　　　　　�高知県内の産後ケア事業受託施設は

10箇所で，高知市内に集中してい

ます。郡部の妊産婦は受託施設への

移動距離などが要因となり，中央圏

域以外の市町村においては，事業の

委託が現実的でないところが多い。

また受託施設も受け入れ人数に限界

があり，産後ケア対応施設の拡充が

急務といえます。市町村の直営によ

る実施施設の増加など身近な地域で

産後ケアが受けられるようにする必

要があります。郡部での出生数の少

なさを考慮するといくつかの市町村

を合併した施設とならざるを得ない

とは思いますが各県の状況はいかが

なものでしょうか。

徳島県回答： 各市町村や分娩を行なっている病院

では，助産師の訪問や，２週間検診
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を積極的に行なっています。産後ケ

ア施設を持っているのは民間病院の

１病院だけですが，複数の病院が産

後ケア施設について検討中です。

愛媛県回答： 愛媛県での利用率は低いのが現状

です。ただし，多様化が進むと共

に，将来のさらなる出生数低下に伴

い，産後ケアは重要になります。従

来の産後ケアに加え，10 〜 15年

後，分娩数低下に伴い，病院での分

娩取り扱いを中止する際に当該病院

が産後ケアを積極に取り組むことが

産婦のメンタルヘルス向上と地域活

性化につながると考えています。ま

た，分娩が保険適応された後，診療

所が産後ケア施設として機能を発揮

することが一つの生き残る大きなオ

プションになり得ると考えます。

香川県回答： 香川県では，産後ケアの利用率は各

市町村で差があるようです。施設が

居住地から遠いことや宿泊の際コロ

ナ検査が自費で費用がかさむなどの

理由で利用できなかったケースがあ

りました。利用率促進のための対応

も各市町村で違いますが，①母子手

帳ガイドブックに記載したり，チラ

シやポスター作成し分娩取り扱い施

設に配布したり，広報やLINEに載

せてこの制度を広く知ってもらう②

利用者負担額の減額③利用可能施

設を増やすなどの対応を行ってい

ます。

２．産後ケアについて

　　 2021年４月に施行された産後ケア法によ

り，全国の自治体（市町村）に産後ケア事業

が拡大しています。

　　 しかしながら，本事業を受けることができる

対象者は限られており，また，実施できる施

設の不足等で希望者全員には提供できていな

いのが現状です。

　　 一方，東京など大都市では民間が運営する産

後ケア施設が増えており，多くの方々が利用

しているようです。

　　 このような民間運営の施設に対する設置基準

や法的規制は定められておらず，安全面や感

染症対策等に課題があると思われます。

　　 各県および本部の見解を教えて下さい。

 （愛　媛）

高知県回答： 高知県内では産後ケア事業受託施設

は10施設あります。市町村からの

委託により産後ケア事業を行う民間

施設ついては，国の示す産後ケア事

業ガイドラインに基づき各市町村が

委託施設の状況を確認しながら実施

していますが，安全管理に関する県

や市町村の立入調査等は行われてい

ないようです。今後施設やケアの内

容に対する安全基準やマニュアルが

作成され，一定の基準のもと認定を

受けるようになるべきと考えます。

　　　　　　�また受託施設以外の産後ケア事業と

しては，高知市以外の市町村では地

域共生社会の枠組みの中で行ってい

る場合が多いようです。多くの市町

村では「あったかふれあいセンター」

で行っています。産後ケアや子ども
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食堂もこの一環でしており，産後か

らお子さんが成長するまでの地域の

見守り機能を行政やNPOが連携し

て行っています。受託施設の利用率

は低率ですが，産後ケア事業の利用

率が低いわけではなく，別のシステ

ムを利用して産後ケア事業を行って

います。

徳島県回答： ※ 「産後ケアの実施状況について」

の回答と同じ。

愛媛県回答：議題提出県

　　　　　　�現時点では，愛媛には民間運営の

自費による産後ケア施設はありま

せん。

　　　　　　�東京など都会からの里帰り患者さん

を自費での産後ケアを受け入れた施

設はありました。

香川県回答： 利用可能施設は香川県助産師会の会

員である助産師が所属する助産所が

４カ所と，医療施設７ヶ所あり，市

町村の委託をうけて産後ケアを行っ

ています。県外の助産所での利用

も対応としているところもありまし

た。他県から里帰り出産の患者さん

の場合や市町村の産後ケア利用期限

超えて産後ケアを希望した場合は自

費で受け入れた施設はありました。

３．新生児拡大スクリーニングについて

　　 昨年度も議題に上りましたが，新生児拡大

スクリーニング，愛媛県では昨年実施率が

90%を超えているとのことでしたが，各県

でどうなっていますか。また患者負担はいく

らくらいに設定されていますか。 （徳　島）

高知県回答： 高知県では，高知大学医学部小児思

春期医学教室が中心となり新生児拡

大スクリーニングを開始しました。

費用は１万円で行っています。

　　　　　　�４月には，179例（通常は243例），

５月は256例（通常は325例），６

月は229例が拡大スクリーニング

受けています。

　　　　　　�４- ５月の実施率は，77%（435

／ 568）となっています。

　　　　　　�５月に実施した１例がムコ多糖症Ⅱ

型の要精密検査となり精査中です。

徳島県回答：議題提出県

　　　　　　�徳島大学小児科（徳島小児先進医療

協議会）が中心となってパンフレッ

トの作成や同意書を作成してくれて

います。対応ができた施設では，６

月からスクリーニング検査が行われ

ているようです。また検査結果が陽

性の場合も，徳島大学小児科への

FAX予約も準備してくれています。

愛媛県回答： 約１万円です。拡大スクリーニング

開始後，約２年を経過しましたが，

施行率は，依然約90%です。

香川県回答： 新生児拡大マススクリーニング施行

施設

検査実施の有無 開始日 料　金
病　院
１ 〇 2023／６／１ 10,000円
２ 〇 2023／７／１ 10,000円
３ 〇 2023／６／１ 10,000円
４ 〇 2023／６／１ 10,000円
５ 〇 2023／６／１ 10,000円
６ 〇 2023／６／１ 10,000円
７ 〇 2023／６／１ 10,000円
８ 〇 2023／６／１ 10,000円
９ 〇 2023／６／１ 10,000円
10 〇 2023／６／１ 10,000円
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11 〇 2023／６／１ 9,900円
12 〇 2023／６／１ 11,000円
13 〇 2023／６／１ 12,100円
14 ○ 2023／６／１ 10,000円
診療所
１ 〇 2023／６／１ 10,000円
２ 〇 2023／６／１ 10,000円
３ 〇 2023／６／１ 10,000円

Ⅳ　母子保健

１．プレコンセプションケアについて

　　 厚労省の「健やか親子」運動のひとつとして，

また子ども家庭庁の発足による成育基本法改

定に際しての重要項目のひとつとして「プレ

コンセプションケア」が挙げられています。

若者の健康，栄養，質の高い生活の確保が母

子保健にも重要です。すでに多くの自治体や

医療機関でプレコンセプションケアに対する

取り組みが行われているようですが，四国の

状況はいかがでしょうか。医療機関と行政の

タイアップなど具体的な施策があれば教えて

頂きたいと思います。 （高　知）

高知県回答：議題提出県

　　　　　　�高知県では医療機関と行政のタイ

アップなどの具体的な取り組みは行

えていないのが現状ですが，県や市

町村職員のプレコンセプションケア

の必要性や理解を深めるため，令和

４年度にプレコンセプションケア

を題材とした研修会を開催してい

ます。

徳島県回答： 徳島県が大学女子学生を対象とした

講演会を５年前より毎年，鳴門市が

若年カップルを対象に講演会を開催

（今年は２回目）しており，産婦人

科医が講演を行っています。

　　　　　　�また，徳島大学病院産婦人科外来で

は，週１回外来枠を設け，プレコン

セプションケアに関する問い合わせ

に応じる体制を整えています。この

ほか，徳島県周産期協議会の事業の

一環として，プレコンセプションケ

ア推奨のパンフレットを作成し，配

布しています。今後の新しい取り組

みとして，市町村への婚姻届提出時

に，葉酸のサプリメントを１瓶配布

することについて検討しています。

愛媛県回答： 愛媛県においてモデル事業を開始す

るところです。委託事業者より県下

のモデル企業４社の女性職員にプレ

コンに関する情報提供を行い，事業

所健診時にプレコンモデル事業希望

者に上乗せ検査を行い，愛媛大学病

院の産婦人科医師より健診を受けた

女性に結果説明（書面あるいはオン

ライン面談）を行うというものです。

本事業の評価を行い，その後の展開

につなげます。

香川県回答： （１）香川妊娠SOS

　　　　　　　　 �望まない妊娠，思いがけない

妊娠に「一人で悩まないで」

とメールにて産婦人科医師が

相談に応じている。香川県の

委託を受け，香川県産婦人科

医会が運営している。

　　　　　　　　 �H27年３月開設，毎年60件
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〜 75件のメール相談が寄せ

られている。

　　　　　　�（２）「私」らしく生きるために

　　　　　　　　 ��産婦人科医がマンガで伝える

小冊子で，香川大学医学部医

学科健康科学教授　塩田敦子

先生，香川県産婦人科医会監

修で発行，

　　　　　　　　 �2019年３月　〜卵の老化〜

ライフプランを立てましょう

　　　　　　　　　 �各市町母子保健担当課と県

内の４保健所に配布

　　　　　　　　 �2020年８月　〜子宮頸がん

を予防しよう〜

　　　　　　　　　 �各市町のがん検診化に配布，

そこから小学校4.5.6年生

と中学生に配布

　　　　　　　　 ��次回は〜性感染症〜を予定し

ている

　　　　　　�（３） 性の健康サポートワーキング

グループ

　　　　　　　　 �2004年４月より　香川母性

衛生学会が助産師による出前

講座を実施している。

　　　　　　　　 �令和４年度は，「おとな力アッ

プ講座」として

　　　　　　　　 ① 生涯にわたる男女の健康を

考える

　　　　　　　　 ② 妊娠・出産・産後の体とこ

ころを知る

　　　　　　　　 �を目的に専門学校，大学に各

１回実施。

　　　　　　　　 �また，「性の健康サポート事

業」として香川県内高等学校

への性教育講演会，および性

の健康相談に講師派遣を行っ

ている。

　　　　　　�（４）�妊娠出産サポート　妊娠出産，

子育ての悩み

　　　　　　　　　 �香川県助産師会　電話相談

　　　　　　�（５） 不妊・不育症相談　不妊，不

育症の悩み

　　　　　　　　　 �香川県看護協会　電話相談・

面談

２．性教育の現状について

　　 Reproductive Health and Rights，さらに

は少子化対策においても適切な性教育の実施

が極めて重要です。産婦人科医はその職務上

極めて大きな役割を果たす責任があると考え

ます。高知県産婦人科医会では令和３年より

高知県教育委員会とタイアップし，講師派遣

のシステムの構築と統一教育スライドなどの

作成を行い県内の性教育に関与してまいりま

した。派遣学校からは大変好評をいただき産

科医講師の派遣を希望する学校が増えており

ます。しかし，派遣学校が遠隔山間部にある

など派遣される先生への負担も大きくマンパ

ワーの不足に悩まされています。オンライン

の講演など考慮するべきかとも考えますが各

県の性教育の状況について教えてください。

 （高　知）

高知県回答：議題提出県

　　　　　　�高知県産婦人科医会では，昨年，中

学校９校，高等学校４校に講師を派

遣しました。本年は中学校９校，高

等学校８校，特別養護学校１校に講
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師を派遣する予定であります。今後

さらに派遣校を増やしていきたいと

思っておりますがそのためには，専

門医としての現場の状況や知識を活

用して生徒や教職員から興味深くか

つ有意義な講演としなければなりま

せんが，幸い派遣した学校からは大

変高評価をいただいており，続けて

派遣要請を出していただいておりま

す。できればこれを全県下の中高等

学校に広げていきたいと思っていま

す。また本年度は「包括的性教育啓

蒙のため」日本産婦人科医会母子部

会担当理事安達知子先生をお招きし

て，産婦人科医・小児科医・保健師・

看護師・助産師・学校関係者・行政

担当者に向けた研修会の開催を予定

しています。

徳島県回答： 教育現場での性教育について，現在

徳島県では，講師派遣等のシステム

構築はできておらず，各学校が直接，

産婦人科医師個人に依頼し，講義

を行っている例が散見される程度で

す。助産師会が，学校から依頼があ

れば助産師を派遣するシステムをつ

くっていますが，新型コロナウイル

スの流行もあり，依頼件数はそれほ

ど多くないようです。

　　　　　　�また，徳島県が，産婦人科医や助産

師とともに，男女の体の仕組みや将

来のライフプランを見据えた健康管

理，性感染症や避妊方法などについ

てわかりやすく解説した教育動画を

作成し，徳島県のホームページで視

聴できるようにしています。しかし，

このような資料を，若い世代の方に

周知することや，教育現場で活用す

ることが現在は十分できておらず，

今後の課題のひとつであると考えて

います。

愛媛県回答： 愛媛県産婦人科医会では，今年度の

事業方針の一つとして「包括的性教

育の推進」を掲げ，すでに素晴らし

い成果をあげられている高知県モデ

ルを参考にさせていただきながら，

愛媛県における包括的性教育の更な

る普及に向け，県教育委員会との連

携を通して推進・貢献したいと考え

ております。また，愛媛県小児科医

会におきましても，様々な観点から

学校における「包括的性教育」の重

要性をあらためてご認識いただき，

この取り組みにご賛同・ご協力を得

て，産婦人科医・小児科医・県教育

委員会が三位一体となって密接な連

携を図り，当県での取り組みについ

て，マンパワーを考慮しつつ，今後

の具体的な計画を検討・立案中です。

香川県回答： ・ 香川県看護協会の取り組み（令和

５年度）

事業名 県等所管課 年間件数 対象 内　容

「いのちの
せんせい」
派遣事業

香川県教育
委員会
義務教育課

75 ～ 80
校／毎年

小・中学生，
保護者等

命の大切さ，
相手を思う
心など

若い世代に
対するライ
フデザイン
講座
（令和５年
４月～）

香川県子ど
も家庭課 10件

学生又は職
員（ 大 学，
専 門 学 校，
企業）

妊娠・出産
についての
正しい知識
の普及等

いのちの
授業
（出前講座）

香川県子ど
も家庭課

３～５件
／毎年

児童・生徒
等

いのちの大
切さ等
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　　　　　　�・�香 川 母 性 衛 生 学 会 の 取 り 組 み

（2004年４月〜）

　　　　　　　�性の健康サポートワーキンググ

ループ　令和３年度の報告・香川母性衛生学会の取り組み（2004年４月～）
　性の健康サポートワーキンググループ　令和３年度の報告

・香川県産婦人科医会
　県とタイアップしての企画

18

　　　　　　�・香川県産婦人科医会

　　　　　　　�県とタイアップしての企画

・香川母性衛生学会の取り組み（2004年４月～）
　性の健康サポートワーキンググループ　令和３年度の報告

・香川県産婦人科医会
　県とタイアップしての企画

18

Ⅴ　母体保護法

１． 経口中絶薬「メフィーゴパック」が承認され

ました。当面のところ，入院可能な有床施設

（病院又は有床診療所）において使用するこ

と。また，ミソプロストール投与後は，胎嚢

が排出されるまで入院または院内待機を必須

とすること等の制限がついています。

　　 販売価格等について詳細はまだはっきりしな

い部分もありますが，メフィーゴパックを使

用した経口人工妊娠中絶の導入予定（導入予

定である，未定，導入しない予定である等）

について各県の状況を教えて下さい。

 （徳　島）

高知県回答： 高知県では７病院中導入予定である

施設が２，未定が４，導入しない予

定が１，有床診療所３施設のうち導

入予定は１，予定なしは２です。

　　　　　　�入院に準じた経過観察が必要な点が

ネックであり，今後の動向を見なが

ら判断されるとの意見や，他施設の

対応を参考にしたいとの意見もあり

ました。

徳島県回答：議題提出県

　　　　　　�徳島県で行ったアンケートの結果，

回答のあった24施設の内訳は以下

の通りです。

　　　　　　�① メフィーゴパックを使用した経口

妊娠中絶を行う予定　１施設

　　　　　　�② 現段階では導入するか検討中　３

施設

　　　　　　�③ 入院管理ができる施設であるが，

現段階で導入予定はない　９施設

　　　　　　�④ 無床診療所なので導入できない

11施設

愛媛県回答： R ５年７月10日現在の愛媛県母体

保護法指定医指数は73名に対して，

メフィーゴ使用意向調査を実施しま
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した。回答率は56.1％（41名）で

した。その結果は以下の通りでした。

導入予定は17.1％（７名），未定は

41.5％（17名），導入予定なしは

41.5％（17名）でした。導入予定

は17.1％と比較的低率で，運用に

制限があるため，現在は今後の動向

を注視しようとする先生が多いので

はないかと推測します。

香川県回答： 経口妊娠中絶薬について香川県では

導入されていませんし導入の予定も

未だないようです。

Ⅵ　出生前診断（NIPT）

１．先天異常

　　 昨年からNIPTによる出生前検査の年齢制限

がなくなったことや，連携施設が増えたこと

で，検査件数が増加していることが予想され

ます。基幹病院や連携施設での検査件数の動

向や検査理由はいかがでしょうか。また連携

施設などで新たな問題などはありませんか。

 （徳　島）

高知県回答： 今までは高齢妊娠を理由にカウンセ

リングを受けるカップルが９割でし

たが，35歳未満で受検する方が増

え全体の１割程度，それに伴い高齢

妊娠を理由に受検されるカップルは

８割に減少しています。

　　　　　　�全国的に受検数は増えているようで

す。今のところ運用面で問題はあり

ませんが，基幹施設と連携施設間の

連携はまだ十分とは言えず，適切な

運用が行えているかを確認していく

ことが必要と考えています。

徳島県回答：議題提出県

　　　　　　�徳島県では徳島大学病院を基幹施設

として３施設が連携施設として認定

され，2022年10月からは計４施

設でNIPTが実施されています。

　　　　　　�2022年度の徳島県全体でのNIPT

検査件数はやや増加し，209件と

初めて200件を超えました。内訳

は徳島大学病院が153件，連携施

設が56件でした。徳島大学での年

間検査数はほぼ例年通りでしたが，

連携施設が加わった10月以降はや

や減少傾向でした。

　　　　　　�NIPTの 検 査 理 由 は ① 高 齢 妊 娠：

徳島大学病院：82%，連携施設：

64%，②高齢妊娠ではないが不安

が強い：徳島大学病院：13%，連

携施設：36%でした。

　　　　　　�連携施設間で特に問題は今のところ

発生していません。

愛媛県回答： 連携施設が増えたことにより愛媛大

学でのNIPT件数は今年度に入って

減少しています。昨年度は165件で

前年までと比べて変化はありません

でしたが，今年度に入って減少し，

９件／月ぐらいになっています。新

しい基幹施設の県立中央病院では，

この11 ヶ月で38件でした。また，

その連携施設であるクリニックでは

昨年度25件でした。従って，昨年
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度のNIPT件数は愛媛県全体で50

〜 60件増えたことになります。適

応に関しては，年齢制限がなくなっ

たことで35歳未満でも受診するよ

うになってはいますが全体的な適応

の割合に関しては変化ないと思い

ます。

香川県回答： 

２． NIPTの施設基準が変更になって，県内の

NIPTを巡る状況に変化はありましたか？既

存の施設のNIPT件数は減少しましたか？　

一方，新規に参加した施設ではどれくらいの

件数があるのでしょうか？県全体としての傾

向が分かれば教えてください。 （愛　媛）

高知県回答： 基幹施設１施設，連携施設２施設で

すが，連携施設のうち１施設ではま

だ正式に運用が開始されていませ

ん。基幹施設の件数はさほど変化

ありません。連携施設もまだ開始後

３ヶ月程度ですが，数件の検査実施

が確認されています。県全体として

1.5倍程度の数字になるのではない

かと思われます。

徳島県回答： ※上と同じ。

愛媛県回答：議題提出県

　　　　　　�徳島県の議題回答と同様です。

香川県回答： 

３．NIPTに関して

　　 NIPT無認可施設で検査を減少させることを

目的の一つとして出生前検査認証制度が発

足し基幹施設，連携施設が認定され，NIPT

を行う施設が増加しました。この制度の発足

により，NIPTの件数は増加したでしょうか。

各県の状況を教えて下さい。 （香　川）

高知県回答： 無認可施設での件数把握が出来てい

ませんのでなんとも言えませんが，

上記の通り増えてくることは予想さ

れます。ただ，正しい情報開示も平

行して進める必要があり，そちらは

ほぼ手つかずのままですので，行政

と連携して地域保健師などを中心に

啓発活動を行う予定です。

徳島県回答： ※上と同じ。

愛媛県回答： 徳島県の議題回答と同様です

香川県回答：議題提出県

　　　　　　�・ 基幹施設と連携施設のカウンセリ

ング数と実施数

　　　　　　　�香川県は，現在基幹が２施設，連

携が３施設あります。連携の１施

設は，本年５月より開始してい

ます。

　　　　　　　�総数は，現状維持から微増と考え

られます。

カウンセリング数 実施数

基幹病院 2022.7-2023.3

A 165 156

B 25 23

連携施設 2022.9-2023.3

C 10 10

D 2 2

E（2023.5 開始） 0 0

　　　　　　�・ 認証施設制度前後での，NIPT受

検理由について（A施設）

　　　　　　　 2021年４月より年齢制限を撤廃
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しています。それ以前に高齢妊娠

での受検が85%でしたが，年齢

制限を撤廃後は高齢妊娠での受検

は77－78%に低下しています。

受検理由 2013.9-
2021.3.31

2021.4.1-
2022.6.30

2022.7.1-
2023.3.31

高齢妊娠 85％ 78％ 77％

本人希望 2％ 6％ 10％

前児が異常 5％ 5％ 4％

超音波異常 6％ 7％ 4％

血清マーカー異常 2％ 4％ 5％

年齢制限撤廃

　　　　　　�・ 認 証 施 設 制 度 以 前 の 施 設Aの

NIPT数

　　　　　　　 現在のところ，受検数に大きな変

化はありません。2023年も現在

まで例年と同じくらいのペース

です。

香川県回答

（議題提出県）
・基幹施設と連携施設のカウンセリング数と実施数
　香川県は、現在基幹が２施設、連携が３施設あります。連携の１施設は、本年５月よ
り開始しています。
　総数は、現状維持から微増と考えられます。

カウンセリング数 実施数
基幹病院 2022.7-2023.3

A 165 156
B 25 23

連携施設 2022.9-2023.3
C 10 10
D 2 2

E（2023.5開始） 0 0

・認証施設制度前後での、NIPT受検理由について（A施設）
　2021年４月より年齢制限を撤廃しています。それ以前に高齢妊娠での受検が85%でし
たが、年齢制限を撤廃後は高齢妊娠での受検は77－78%に低下しています。

受検理由 2013.9-2021.3.31 2021.4.1-2022.6.30 2022.7.1-2023.3.31
高齢妊娠 85％ 78％ 77％
本人希望 2％ 6％ 10％
前児が異常 5％ 5％ 4％
超音波異常 6％ 7％ 4％
血清マーカー異常 2％ 4％ 5％

年齢制限撤廃

・認証施設制度以前の施設AのNIPT数
　現在のところ、受検数に大きな変化はありません。2023年も現在まで例年と同じくら
いのペースです。

22

Ⅶ　不妊・不育治療費助成金について

１．生殖医療関連

　　 愛媛県では不妊治療費助成事業が拡充されま

す。保険適用と併用して行われる先進医療A

（自費）に対して，１回あたり５万円を限度

として助成される予定です。各県での助成事

業を教えて下さい。 （愛　媛）

高知県回答： 高知市を除く地域に住まいの患者さ

んには，治療期間の初日が令和４年

４月１日以降で，令和５年４月１日

から令和６年３月31日までの間に

終了した治療（凍結胚融解移植，採

卵したが良好卵子獲得不能）の自己

負担分について，43歳未満の方に

対して１回３万円（40歳未満６回，

40歳以上43歳未満３回）の助成を

行っています。

　　　　　　�高知市は40歳未満の方に対して，

１回のみ40,000円の助成を行って

います。

徳島県回答： 現在複数の市町村で，助成額は様々

ですが不妊症や不育症の検査治療費

用の助成制度が作られています。

　　　　　　�また今後，徳島県として，挙児希望

のカップルのAMHおよび精液検査

に対する費用助成を検討中です。（一

回のみ，産婦人科専門医が在籍して

いる医療機関での検査に限定する

予定）。

愛媛県回答：議題提出県

　　　　　　�提出議題のとおりです。

香川県回答： 香川県では，「１回の治療に要した

自己負担額の範囲内で５万までを算

定する。自己負担額は保険診療の自

己負担額（高額医療費を控除した額）

に先進医療の自己負担額を加えた額

とする。」とされています。
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Ⅷ　女性保健

１．女性部会

　　 近年，更年期障害による労働損失が大きいこ

とが明らかになっています。しかし，月経困

難症と比べ，更年期障害の患者さんは，医療

機関受診に結びついていない印象をもちます

し，実際更年期障害の半数以上の女性が誰に

も相談せず放置しがちといったデータもある

ようです。更年期症状をもつ女性が医療機関

を受診するために具体的に取り組みをされて

いることがあれば教えてください。 （徳　島）

高知県回答： 受診を促すための積極的な取り組み

はしていません。実際に病院を受診

される方は，ネットで調べたり，口

コミで受診されていることが多い印

象があります。更年期障害は女性の

健康セミナーやメンタルヘルスの講

演会などで少しずつ一般の方への啓

蒙がされていると思います。しかし

大学などで女性ヘルスケアー外来や

女性総合外来などの専門外来が開設

されていますが，全体的に女性ヘル

スケアー専門医への認知度は低いと

感じており，知ってもらうための積

極的なアクションが必要ではないか

と感じています。

　　　　　　 また公的には，県庁内に設置してい

る「高知県医療相談窓口」におい

て，更年期症状を持つ方が受診でき

る医療機関を紹介しているとのこと

です。さらに，こうち男女共同参画

センターで実施している女性の一般

相談でも更年期に関する相談を受け

付けており，昨年度は４件の相談が

あったようです。女性の就労相談窓

口として「高知家の女性しごと応援

室」を設置しており，求職相談だけ

でなく女性の就労に関する相談にも

対応しているようで，更年期症状を

もち，病院への通院に配慮してくれ

る事業所を希望する相談者もおり，

休日等についての希望条件をもとに

事業所との交渉も行ってくれるよう

です。

徳島県回答：議題提出県

　　　　　　 徳島県では，働く女性の更年期障害

による労働損失に関して，大学病院

で厚生労働省研究班の研究が始まる

ところです。12月に徳島で開催さ

れる日本女性医学学会のシンポジウ

ムでは「働く女性の更年期を考える」

ということで，多職種の方の討論が

予定されています。一般の方への啓

蒙活動などは，これからになります。

愛媛県回答： 残念ながら具体的な取り組みはまだ

実施できておりません。

香川県回答： 企業健診受診や市町村検診に関わっ

ておられる医師が，問診時相談うけ

た時，産婦人科医療機関への受診誘

導して下さっていることがある，と

伺っております。しかし，具体的な

取り組みは行っておりません。

２．女性アスリートに関する問題

　　 女性アスリートの活躍は目覚ましく種目の拡

大や若年層への拡がりなどで競技人口は急増



86 愛媛県産婦人科医会報

し，女性アスリートのヘルスケアに関心が高

まっています。

　　 「女性アスリートの三主徴（FAT）」や「OC/

LEP（月経移動，月経随伴症，避妊など）」

には産婦人科専門医の関与が不可欠と思われ

ます。

　　 また，「指導者セクハラ」や「トランスジェ

ンダー（LGBT）問題」には「包括的性教育」

により対処しなければなりません。

　　 これらの問題について，愛媛県ではスポーツ

協会の依頼により，医学部産婦人科教授や産

婦人科専門医の「公認スポーツドクター」が

啓蒙活動を行なっています。

　　 一方，個々の症例については「公認スポーツ

ドクター」（愛媛県５名）が少ないこともあり，

一般の産婦人科医師が対応しているのが現状

です。

　　 各県での取り組みについて教えて下さい。

 （愛　媛）

高知県回答： 高知県内で，スポーツドクター，障

害者認定スポーツドクター，東京オ

リンピック2020に関わった産婦人

科医はおりますが，活動は系統的で

はありません。

　　　　　　�高知龍馬マラソンなど県内で実施さ

れるスポーツイベントへも個人的な

希望で参加しており，参加への啓発

活動が必要と考えております。

徳島県回答： 徳島県では，県が主導となり，毎年，

国体や甲子園に出場するスポーツ強

豪校への医療支援を行っています。

アスリートのヘルスケアに見識のあ

る産婦人科専門医が，県の依頼をう

けてそれらの高校生に講義を行って

います。徳島県内の公認スポーツド

クターは１名で，一般社団法人日本

女性アスリート協会を設立し女性ア

スリートのヘルスケアについて活動

されていますが，県内での認知度が

低く，ほとんど県外で活動されてい

ます。個々の症例については，愛媛

県と同様，一般の産婦人科医師が対

応しております。

愛媛県回答：議題提出県

　　　　　　�提出議題のとおりです。

香川県回答： 平成28年10月に「女性アスリート

診療のための講演会」を開催して以

降は，特に活動行っておりません。

Ⅸ　医療安全

１． 令和４年に，妊産婦重篤合併症報告事業の報

告対象となるような事例はございましたか。

 （徳　島）

高知県回答： 医会本部にも確認しましたが，該当

する症例はありませんでした。

徳島県回答：議題提出県

　　　　　　�徳島県では，分娩取り扱い施設に対

して行ったアンケートの結果報告対

象となる事例はありませんでした。

愛媛県回答： 報告事例はありませんでした。

香川県回答： 香川県ではございませんでした。
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Ⅹ　医業推進

１． 医師１名の診療所で，医師がCOVID-19に罹

患した場合，休診を余儀なくされたと存じま

すが，その際，何か問題点，今後のパンデミッ

クに備えての提言などございましたらご教示

ください。 （徳　島）

高知県回答： 当院も休診しました。乗り切れたの

は，陣発患者は２次施設が対応して

くれたこと，入院患者に対しても，

２次施設の医師が５日間で，２回回

診に来てくれましたことでした。

　　　　　　�普段から連携がとれる体制を築いて

いたのがよかったです。

徳島県回答：議題提出県

　　　　　　�日本医師会のコロナ保険に加入して

いたが，契約更新し忘れていて申請

できなかった。医師協同組合の，所

得補償保険に加入していたが，休

診時に患者からの電話に応対したた

め，完全な休診ではないとされ，給

付を断られたなど苦い経験をした者

がいました。

愛媛県回答： COVID-19の罹患も含めて，病気等

の休業補償に相当する交付・給付等

の申請は，個人並びに各施設にお任

せしており，県医会としては承知し

ていません。

香川県回答： 無床診療所や分娩を行っていない病

院施設では，医師がコロナに感染し

た施設は１施設で，幸いに友人の医

師が代診を引き受けてくれたそうで

す。今後のパンデミックに関する提

言として，医師会を中心として貯蓄

分を使用した休業補償保険加入など

何らかの対応を期待したい。休業に

なる場合，他施設の医師が容易に診

察できる様に電子カルテの共有化な

どの意見がありました。

　　　　　　�連携施設の確保には同門の病院が中

心であり，近隣に同門医師がいらっ

しゃらない施設では苦労している可

能性は十分にあります。

２． 出産育児一時金が2023年４月から50万円

に増額されました。分娩取り扱い施設では，

分娩数の減少，物価の上昇，人件費の高騰で

出産費用の増額を検討しているところも多い

と思います。

　　 一方で出産費用の増額を「便乗値上げ」と称

して，政府が調査をすると表明したり，出産

費用の見える化を推進するなどの動きで増額

したくてもしにくいのが現状です。

　　 そこで分娩費用の変化（値上げした，まだ値

上げしていないが今後予定している，値上げ

は予定していない等）について各県の状況を

教えてください。 （徳　島）

高知県回答： 高知県では，病院10施設は値上げ

を予定していません。有床診療所３

施設は値上げしています。

徳島県回答：議題提出県

　　　　　　�徳島県の分娩取り扱い施設に調査し

回答のあった11施設のうち，①す

でに一時金に合わせて値上げしたも

しくは値上げが決定している：３施

設　②値上げを検討中：５施設　③
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値上げの予定はない：３施設でした。

愛媛県回答： 愛媛県では分娩費用の引き上げなら

びに分娩費のホームページ内での公

開についての以下のアンケート調査

を実施しました。県内の分娩を実施

している18施設に協力いただきま

した。

　　　　　　設問①

　　　　　　　�令和５年４月より出産費用一時金

が50万に引き上げられました。

　　　　　　　�それに伴って出産費用は値上げを

されましたでしょうか？

　　　　　　　�１） 値上げした（４月１日以降に）

12（57%）

　　　　　　　�２） 値上げした（３月31日以前に）

０（０％）

　　　　　　　�３） 今後値上げする予定

　　　　　　　　　２（11%）

　　　　　　　�４）値上げの予定なし

　　　　　　　　　４（22%）

　　　　　　設問②

　　　　　　　�令和６年４月から出産費用の「見

える化」が実施されますが，

　　　　　　　�現在，貴院におきましてHP上で

出産費用について公開されていま

すでしょうか？

　　　　　　　�１）公開している　９（50%）

　　　　　　　�２）非公開　５（28%）

　　　　　　　�３） 今後公開していく予定　４

（22%）

香川県回答： <県内のアンケート結果>

　　　　　　　�値上げを予定していない施設

　　　　　　　�42.9％

　　　　　　　�値上げを予定している施設

　　　　　　　�21.4％　金額２万円前後

　　　　　　　�値上げをした施設　35.7％

　　　　　　　�金額４万円前後

　　　　　　�値上げしたか，予定している施設が

57.1％と半数を超えます。今後の

分娩費用の取り扱いについて様々な

意見がありますが，保険化するので

あれば出産費用の見える化には何ら

意味が無いことであり，単に保険化

する場合の金額抑制に使用されるの

かもしれません。材料費や光熱費の

上昇に伴う分娩費上昇の必要性は明

確にする必要があると思われます。

３． 令和５年４月から出産育児一時金制度の医療

保険者からの支給額が50万に引き上げられ，

また令和６年４月からは出産費用の見える化

が行われるとされています。

　　 さらに社会保障審議会では出産費用保険化の

動きもあります。この一連の流れは止まらな

い可能性あり，見える化によって集積された

分娩料や分娩介助料のデータ，特に一時金直

接支払い請求明細書のフォーマットを参考に

保険点数が決められていくものと推察され

ます。

　　 愛媛県では見える化問題に対して現状で分娩

費用の情報発信の現状の調査，見える化にお

いては施設の機能分類，また保険化となった

場合には分娩管理所要時間を加味して算定が

必要と考えておりますが，各県の対応や対策

についてご教示ください。

　　 令和５年３月26日の全国医業推進担当者伝

達講習会において現状ならびに対応を説明頂
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き，また本ブロック協議会全体会議でも説明，

協議される議題と存じますが，四国各県の対

応等に関しまして本部のご意見をお願いいた

します。 （愛　媛）

高知県回答： 高知県では，まだ保険適用を前提

とした産科的処置，診療に対する保

険点数，加算などに関する会員か

らの意見聴取や検討は行っておりま

せん。もう少し具体的に保険適用と

なってから検討したいと考えていま

す。ただ愛媛県のご意見のように管

理時間の長さを反映した加算はぜひ

必要と考えます。

徳島県回答： 本部の意見を伺いながら，徳島県

としても，わかりやすいように自院

ホームページでも公開する等対応を

検討していきたいと考えています。

愛媛県回答：議題提出県

　　　　　　�令和６年４月からの見える化の具体

的な公開内容についての情報がな

く，可及的早期に情報提供を頂ける

ことを要望します。保険化について

は審議の方向ということのみで具体

的な事項は未だ不透明と存じます。

愛媛県では令和５年６月25日に地

元国会議員の先生お二人をお招きし

て，出産の保険化に関する勉強会を

開催し，今後の保険化されることを

想定した意見交換を行いました。ま

た先の議題の如く，県内分娩施設へ

アンケート調査を実施，結果は愛媛

県産婦人科医会報（四国ブロック協

議会報告）の中で報告し，県内の状

況を会員の先生方に周知する予定

です。

香川県回答： ≪分娩費用の情報発信について≫

　　　　　　�県内分娩17施設中分娩費用の開示

をしている施設は13施設でした。

　　　　　　�開示方法としては院内掲示７施設

（院内掲示のみ４施設），本人説明６

施設（本人説明のみ３施設），パン

フレット記載３施設（パンフレット

のみ記載１施設），ホームページに

て開示２施設（ホームページのみ開

示１施設）でした。

　　　　　　�説明内容としては，おおよその概算

を説明しているのが５施設，ある程

度の分娩状況にあわせて概算で説明

しているのが５施設，直接支払制度

に準じた形で説明しているのが３施

設です。

　　　　　　�<施設の機能分類について>

　　　　　　�自院の特性を活かした医療提供をし

ているとしたのは９施設でした。

　　　　　　�内科など他科との連携とした施設

が３施設。うち１施設は精神科対応

していただける貴重な施設と考えま

す。あと院内助産２施設，MFICU

施設，無痛分娩１施設，妊婦・授乳

婦専門薬剤師外来１施設，産後母児

相談１施設です。

　　　　　　�<分娩管理所要時間算定について>

　　　　　　�管理時間算定に賛同としたのは10

施設，賛同できないとしたのは７施

設でした。
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Ⅺ　医療保険

１． 今後の正常分娩（異常分娩／帝王切開，吸引

鉗子分娩等を除く）に対する，公的医療保険

の適応について

　　 この件に関しては，今後，厚労省，中医協に

おいて様々な議論がなされることと思われま

す。現在の診療報酬体系での問題点は正常分

娩の保険上の定義がないことです。異常分娩

（帝王切開／吸引分娩／鉗子分娩）を除く全

て経腟分娩を正常分娩として点数設定がされ

ると問題が生じると考えます。産婦人科医の

立場からは正常分娩（保険上の異常分娩以外）

といえども，母子共に正常に分娩を終了させ

るためには様々な人的，物的，時間的管理を

要しているのが現状です。そこで一つの提案

として，下記のような提案を述べさせていた

だきます。

　　 基本的に分娩管理基本料±分娩管理加算と

いった建て付けが良いと考えます。分娩管理

加算の中に様々な加算，たとえば現在の硬膜

外麻酔管理において実施されている「硬膜外

麻酔の実施時間が２時間を超えた場合は，麻

酔管理時間加算として，30分又はその端数

を増すごとに，注４のイからハまでに掲げる

点数にそれぞれ375点，200点，85点を更

に所定点数に加算する。」のような分娩管理

時間加算を提案します。その他，破水後管理

加算，微弱陣痛管理加算，過期産予防管理加

算等々があると思われます。産婦人科ガイド

ラインに準拠する形での導入がエビデンスを

元に建て付けが可能と考えます。本部の現時

点の方向性をご提示ください。 （愛　媛）

高知県回答： 高知県の医会会員に意見を聞いたと

ころ，

　　　　　　�（１） 地方においてはできるだけ分

娩費用を安く設定している。

ARTの時と同様に分娩費用の

保険化においても都市部と地

方とで増収，減収の差がある

と考えるが，保険点数の設定

をできるだけ都市部の分娩費

用に相当するものにお願いし

たい。

　　　　　　�（２） 保険診療と自費診療の区分を

明確にし，混合診療との指摘

を受けないようにしていただ

きたい。

　　　　　　�（３） 妊娠出産に関する医療は自己

負担ゼロとすべき。

　　　　　　�（４） 35歳以上の高齢出産を保険適

応とするが，出産は人生の一

大イベントであり，それぞれ

の分娩施設での付加価値を付

けることを認め，出産以外の

ケアに関わる費用は自費設定

可能とする。

　　　　　　�などが挙げられました。また，これ

までの妊娠出産の医療のあり方が大

きく変わることに戸惑い，分娩取扱

い医療機関が益々減少するのではな

いかという不安も聞かれました。

愛媛県回答：議題提出県

香川県回答： 破水後管理加算・微弱陣痛管理加算・

過期産予防管理加算など，産婦人科

ガイドラインに準拠する形での導入

が必要と思われます。それらの管理
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に関する薬剤処置などを包括するの

であれば日数分の加算が必要と考え

ます。また，薬剤処置などが複数の

管理で重なった場合の対処も考慮す

る必要があります。

Ⅻ　周産期問題

１． 若年者，経済的困窮者が妊娠したかもしれな

いときに，産婦人科受診をしやすくする対策

について

　　 若年者（特に中高生），経済的困窮者が妊娠

しても，周囲に相談できず，産婦人科も受診

せず，結局飛び込みや自宅出産になることが

あります。産婦人科を１回でも受診すれば，

要支援妊婦として行政機関に連絡して支援で

きます。しかし産婦人科受診はハードルが高

く，特に妊娠の診断は原則自費診療で費用が

かかります。保険証も持ってないことが多い

です。要支援妊婦が産婦人科を受診しやすい

ようハードルを下げる対策（妊娠の診断の費

用は行政側が負担し無料にする等）は試みら

れているでしょうか。 （愛　媛）

高知県回答： 思春期相談センター「PRINK」に

おいて，思春期の子どもの望まない

妊娠の予防や思春期の子どもたちに

性に関する正しい知識や情報を提供

するとともに，性に関する悩みを気

軽に相談できる場所として，相談員

による電話相談や，産婦人科医によ

る面接相談（月１〜３回）等を行っ

ています。また思いがけない妊娠で

悩む人にむけた相談窓口「にんしん

SOS」として去年から社会福祉法

人が運営する「みそのらんぷ」が開

設され電話とメールで毎日，匿名可

能で相談に乗ってくれます。また一

部の受診費用の補助や同行支援もし

てくれるようです。

　　　　　　�また，高知県からは国の母子保健衛

生費国庫補助金において，特定妊婦

や低所得の妊婦に対する初回産科受

診料を支援する事業が実施される予

定であると伺っています。

徳島県回答： 本県の取組みは，以下のとおりです。

　　　　　　�LINEアプリ等を作っているものの，

県の周知方法が不十分です。

　　　　　　�＜経済的困窮者に対して＞

　　　　　　�○ 低所得の妊婦に対する初回産科受

診料支援事業の活用

　　　　　　　・ 県内24市町村に調査したとこ

ろ，今年度は８市町村が実施予

定です。

　　　　　　�　・ 子育て世代包括支援センター等

を窓口に，住民税非課税世帯ま

たは同等の所得水準であり，支

援が必要と認めた妊婦に対して

利用可能な支援を案内してい

ます。

　　　　　　　　 （参考） 低所得の妊婦に対する

初回産科受診料支援事

業概要

　　　　　　　　　　　 �対象者：住民税非課税

世帯または同等の所得

水準である妊婦
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　　　　　　　　　　　 �実施主体：市町村

　　　　　　　　　　　 �補助単価：１件あたり

10,000円

　　　　　　�＜若年者に対して＞

　　　　　　�○プレコンセプションケアの推進

　　　　　　　・ 早期から将来のライフプランを

見据えた生活を送ることの重要

性を，講演会やパンフレットを

作成のうえ，男女問わず幅広く

周知しています。

　　　　　　　・ 「相談窓口の充実や情報発信」

を 目 的 と し て，R4.10月 に

LINEアカウント「性とカラダ

のみらいナビ＠とくしま」を開

設し，妊娠・出産にかかるQA

や相談窓口を明記し，広く周知

しています。

　　　　　　�○女性健康支援センターの活用

　　　　　　　�・ 女性健康支援センター（県内

６保健所）においても，産科医

や保健師による相談を行ってお

り，教育機関とも連携を図りな

がら，「妊娠したかもしれない

とき」に対応できる体制を設け

ています。

愛媛県回答：議題提出県

　　　　　　�松山市に確認したところ一定の低所

得者が産婦人科を妊娠診断で受診時

に，産婦人科に払った費用を松山市

が負担する計画しています。今年４

月から行う予定だったようですが，

まだのようです。また，支払いは後

払い（産婦人科の領収書を松山市に

持っていく）です。

　　　　　　�一般社団法人　あんしん母と子の連

絡協議会では中高生妊娠相談（18

歳まで）妊娠相談を行っており，相談，

初診料は無料だそうです。全国で20

余りの産婦人科医療施設でしている

ようですが四国はありません。

香川県回答： 香川県に問合せしました。令和５年

４月１日から小豆島町と土庄町で実

施，令和５年７月１日からさぬき市

で実施を開始したが，現在のところ

他の市町はしていないとのこと。

　　　　　　�妊娠確定を受けた低所得世帯の女性

の初回受診料に対して，一部を助成

する。後から本人が申請する制度で

上限１万円　（土庄町）。

ⅩⅢ　腫瘍関連

１．HPVワクチン接種について

　　 HPVワクチン接種の積極的勧奨が再開され

１年以上経ちました。高知県でも接種率の回

復は見られておりますが，以前の積極的勧奨

時には及びません。各県の接種状況はいかが

なものでしょうか。またキャッチアップ接種

はあと２年を切りましたが接種率はいかがで

しょうか，また接種率アップの対策について

実施されておられましたらご教示ください。

 （高　知）

高知県回答：議題提出県

　　　　　　�高知県の状況としては，積極的勧

奨再開後，実施率は回復傾向となっ
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ており，定期接種の実施率が１回

目37.6％，２回目35.1％，３回目

25.9％となっています。キャッチ

アップ接種については，接種率算出

の定義が示されていない為正確な接

種率は不明であるものの，接種対象

者が23,597人であるところ１回目

1,525人（6.4％），２回目1,191

人（5.0％），３回目692人（2.9％）

でした。

　　　　　　�キャッチアップ接種機関があと１年

半で終了となるため，接種率アップ

の対策が急務と考えられます。市町

村によって広報の方法は様々だが，

県としてはホームページでHPVワク

チンについて掲載し，キャッチアッ

プ世代の方等対象者に向けて接種機

会が確保されていることを情報提供

しています。また，本年９月に市民

公開講座を開催予定しています。

徳島県回答： ワクチン接種率について徳島県回答

ワクチン接種率について

　ワクチン接種率アップのための施策として、
（１）�横浜市大の宮城先生を招いて市民向けの講演会を行った。また医師向けの講演会

も行った。
（２）医師会内に委員会を設けてワクチン接種率向上のために活動している。
（３）小児科医会がパンフレットを配布した。
（４）自治体の保健師に啓蒙を依頼した。
（５）�接種世代に対する情報提供はパンフレットやポスターの配布、市民向け講演会、

医会や県のHPで情報提供している。
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　　　　　　�ワクチン接種率アップのための施策

として，

　　　　　　�（１） 横浜市大の宮城先生を招いて

市民向けの講演会を行った。ま

た医師向けの講演会も行った。

　　　　　　�（２） 医師会内に委員会を設けてワ

クチン接種率向上のために活

動している。

　　　　　　�（３） 小児科医会がパンフレットを

配布した。

　　　　　　�（４） 自治体の保健師に啓蒙を依頼

した。

　　　　　　�（５） 接種世代に対する情報提供は

パンフレットやポスターの配

布，市民向け講演会，医会や

県のHPで情報提供している。

愛媛県回答： 令和４年度の愛媛県のHPVワクチ

ン接種者数は，下記のとおりである

（資料参照）。

　　　　　　�HPVワクチンの接種率算出につい

て厚労省の接種率の算出方法（資料

１）は一般的な算出方法でないこと

が判明しました。すなわち，接種率

の算出式は以下のとおりです。接種

率計算式の分子は11 〜 16歳まで

のワクチン接種者合計，分母は13

歳対象者数としています。この算出

方法に従うと（資料２）愛媛の値は

下記のようになります。

　　　　　　　　 １回目：46.5％，

　　　　　　　　�２回目：43.1％，

　　　　　　　　�３回目：30.6％（愛媛県）

　　　　　　　　�１回目：42.2％，

　　　　　　　　�２回目：39.4％，
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　　　　　　　　�３回目：30.2％（全国）

　　　　　　�一般的な算出法と考えられる各年齢

での接種対象者数を分子，各年齢で

の対象者人口を分母にする算出方法

（資料３）では下記のようになります。

　　　　　　　�定期接種

　　　　　　　　�１回7.9％，

　　　　　　　　�２回7.3％，

　　　　　　　　�３回5.2％（愛媛県）

　　　　　　　�キャッチアップ

　　　　　　　　�１回7.9％，

　　　　　　　　�２回6.0％，

　　　　　　　　�３回3.7％（愛媛県）

　　　　　　�このように定期接種及びキャッチ

アップ接種世代ともに愛媛県では

８％以下の憂慮すべき接種状況と

なっています。また厚労省及び各県

が公表する接種率が一般的な算出方

法でないことにも今後留意していく

必要があると考えられました。

【資料１】 HPVワクチンの実施状況についてHPV

ワクチンの実施状況について

　　　　 �2023年７月28日第94回厚生科学審

議会予防接種ワクチン分科会副反応検

討部会提出資料

【資料１】HPVワクチンの実施状況についてHPVワクチンの実施状況について
2023年７月28日第94回厚生科学審議会予防接種ワクチン分科会副反応検討部会提出資料

 
 

 

 

 

35【資料２】 令和４年度愛媛県HPVワクチンの接種

者数（厚労省提出）

年齢 対象者数 第1回 第2回 第3回 計

11歳 5,527 125 0 0 0

12歳 5,638 367 274 147 803

13歳 5,752 380 341 247 990

14歳 5,770 529 445 275 1,263

15歳 5,787 914 861 520 2,312

16歳 5,471 358 478 551 1,423

計① 33,945 2,673 2,475 1,758 7,004

実施率
（定期接種世代） 5,752 46.5% 43.0% 30.6% ─

16歳
（キャッチアップ） 5,471 185 127 99 402

17歳
（キャッチアップ） 5,677 466 360 224 1,054

18歳
（キャッチアップ） 5,748 546 475 329 1,385

19歳
（キャッチアップ） 5,579 574 441 225 1,260

20歳
（キャッチアップ） 5,757 587 474 238 1,318

21歳
（キャッチアップ） 5,744 531 452 242 1,256
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22歳
（キャッチアップ） 5,643 296 323 246 909

23歳
（キャッチアップ） 5,223 204 168 99 505

24歳
（キャッチアップ） 5,367 149 136 80 392

25歳
（キャッチアップ） 5,239 59 59 62 196

計②
（キャッチアップ） 49,977 3,597 3,015 1,844 8,677

7.2% 6.0% 3.7%

過去に接種した
ワクチンの種類
が不明の者

0 0 0

【資料３】 令和４年度愛媛県HPVワクチンの接種

者数（愛媛県修正）

年齢 対象者数 第 1 回 第 2 回 第 3 回 計

11 歳 5,527 125 2.3% 0 0.0% 0 0.0% 0

12 歳 5,638 367 6.5% 274 4.9% 147 2.6% 803

13 歳 5,752 380 6.6% 341 5.9% 247 4.3% 990

14 歳 5,770 529 9.2% 445 7.7% 275 4.8% 1,263

15 歳 5,787 914 15.8% 861 14.9% 520 9.0% 2,312

16 歳 5,471 358 6.5% 478 8.7% 551 10.1% 1,423

計① 33,945 2,673 7.9% 2,475 7.3% 1,758 5.2% 7,004

7.9% 7.3% 5.2%

16 歳
（キャッチアップ） 5,471 185 3.4% 127 2.3% 99 1.8% 402

17 歳
（キャッチアップ） 5,677 466 8.2% 360 6.3% 224 3.9% 1,054

18 歳
（キャッチアップ） 5,748 546 9.5% 475 8.3% 329 5.7% 1,385

19 歳
（キャッチアップ） 5,579 574 10.3% 441 7.9% 225 4.0% 1,260

20 歳
（キャッチアップ） 5,757 587 10.2% 474 8.2% 238 4.1% 1,318

21 歳
（キャッチアップ） 5,744 531 9.2% 452 7.9% 242 4.2% 1,256

22 歳
（キャッチアップ） 5,643 296 5.2% 323 5.7% 246 4.4% 909

23 歳
（キャッチアップ） 5,223 204 3.9% 168 3.2% 99 1.9% 505

24 歳
（キャッチアップ） 5,367 149 2.8% 136 2.5% 80 1.5% 392

25 歳
（キャッチアップ） 5,239 59 1.1% 59 1.1% 62 1.2% 196

計②
（キャッチアップ） 49,977 3,597 7.2% 3,015 6.0% 1,844 3.7% 8,677

7.2% 6.0% 3.7%

過去に接種
したワクチ
ンの種類が
不明の者

0 0 0

香川県回答： 香川県でのHPVワクチン接種者は

令和１年では131名でしたが令和

２年では1162名で，令和３年で

は2069名と増加し令和４年では

2065名で対象者の約10%程度の

接種率となっているようです。

　　　　　　�またHPVワクチンのキャッチアッ

プ 接 種 を 開 始 し た 方 は 令 和 ４ 年

10月現在では3211名で対象者の

7.9％に当たる方が接種済みとなり

ました。

　　　　　　�今後，接種者のさらなる増加を進め

ていく必要があります。

　　　　　　�HPVワクチン接種率向上のため香

川県では県のホームパージや広報

誌での広報を行うとともに，キャッ

チアップ接種対象者向けの啓発チラ

シを作成し大学や商工団体に配布

し周知啓発を行っています。また一

般に向けて商店街で子宮がん検診と

HPVワクチンの大切さについての

講演会を企画し，医療者に向けては

産婦人科医師のほかワクチン接種を

実際に行うことの多い内科や小児科

の医師も含めてのHPVワクチン推

進の講演会を行いました。

２． HPVワクチンの積極勧奨が2022年４月から

再開され，キャッチアップ接種や９価ワクチ

ン（シルガード９）も公費接種の対象となり

ましたが実際HPVワクチンの接種は進んで

いますか。

　　 また，HPVワクチンについて2023年４月か

ら９価ワクチンも公費助成の対象になり，４
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価ワクチンとの交互接種が可能となったと思

いますが，各県では交互接種についてどのよ

うにされていますか。 （徳　島）

高知県回答： 交互接種については県としては把握

していません。自治体の窓口では「原

則同一薬剤で」と案内しているよう

だが，実際には９価を希望する方が

多く，交互接種を行っています。

徳島県回答：議題提出県

　　　　　　�交互接種についてはその安全性と効

果にある程度のエビデンスがあるの

で，原則は同じワクチンを勧めるが，

異なるワクチンも認める。

愛媛県回答： 接種率は高知県提出の議題の回答の

とおりです。

　　　　　　�交互接種の接種率や接種の現状につ

いては把握できておりません。

香川県回答： HPVワクチン接種の基本は同一ワク

チンの接種を決められたスケジュー

ルで行うこととなっていますが，香

川県では２価や４価のワクチンから

９価のワクチンへの交互接種は可能

との方針です。

３． 子宮頸がん検診において細胞診に加えて  

HPVウイルス検診を導入される自治体が増

えているかもしれません。各県では子宮頸が

ん検診にHPVウイルス検査をどのようにさ

れているのでしょうか。現状を教えてくだ

さい。

　　 また，HPVウイルス検査を併用されている

場合は費用や実施間隔などについてご教授く

ださい。 （徳　島）

高知県回答： 高知県では，HPVウイルス検診は

行っていません。民間の検診施設の

内，１施設のみがオプションとして

希望者のみに検査を行っているのみ

です。

徳島県回答：議題提出県

　　　　　　�HPV併用検診については，実費負

担（5,000円程度）でHPV検査も

併用できるようにしている。１つの

市町村では節目に自己負担1,000

円，もう１つの市町村は自己負担な

しで行える。医会の子宮頸がん検診

リコメンデーション案に沿って節目

のHPV検査の上乗せ検診を県に要

望しているが費用のかかることでも

あり実現していない。

愛媛県回答： 愛媛県では子宮頸がん検診にHPV

ウイルス検査の併用は現時点で実施

しておりません。

香川県回答： 香川県では現在３つの町において細

胞診にHPVウイルス検査を併用し

た子宮がん検診を実施しています。

その詳細は別表の通りです。

　　　　　　１．実施主体別HPV検診方法

実施主体 対象者 検診方法 検診間隔 HPV料金
（自己負担額）

宇多津町 30歳以上 細胞診＋HPV 毎年 700円

直島町 30～40歳 細胞診＋HPV ２年毎 無料

まんのう町 30～39歳 細胞診＋HPV ２年毎 無料

　　　　　　２．HPV検診方法

年度 HPV検査方法 対象遺伝子蛋白領域

平成23～令和元年度 HCⅡ法 HPV遺伝子全域

平成２年度～ リアルタイムPCR法 E6/E7（DNA）
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　　　　　　３．HPV検診数

年度 数

令和元年度 591

令和２年度 405

令和３年度 513

令和４年度 445

４． HPVワクチンの定期接種とキャッチアップ接

種に対する取り組み等，各県の教示ください。

　　愛媛県は以下のとおりです。

　　１．定期接種

　　　（１）小児科医会と連携して定期接種拡大

　　　（２）県医師会と連携してセミナーを開催

　　２．キャッチアップ接種

　　　（１） 婦人科受診女性（お母さん）から娘

さんへの接種呼びかけ：

　　　　　 �婦人科受診女性の問診で分娩歴から

お子さんの性別を確認し，キャッチ

アップ接種対象者である場合，パン

フレットを用いて積極的に接種勧奨

を行う。

　　　（２） 愛媛大学医学部附属病院において教

職員，学生（医学生，看護学生）に

キャッチアップ接種の集団接種を実

施：100名（13.4％，ただし既に接

種済あり），シルガード®9を使用。

　　 今後，大学病院の位置する東温市で集団接種

キャンペーンを実施し，愛媛大学本学の位置

する松山市と交渉し，同様な展開を行い，県

全体に接種拡大を図る予定である。 （愛　媛）

高知県回答： 県の取組としては，がん対策担当と

連携して子宮頸がん（HPVワクチ

ン）に関するチラシを作成し，県内

市町村や医療機関等へ配布を行っ

たり，県ホームページで情報提供を

行っています。また，現在産婦人科

医会と教育委員会による性教育を

行っており，産婦人科医が外部講師

として招聘された際にHPVワクチ

ンの話も織り交ぜて定期接種対象者

への情報提供を行っています。また，

HPVワクチン啓発を目的とした高

知大学臨床感染症講座主催の市民公

開講座を開催予定しています。

徳島県回答： １）で回答したとおり。

愛媛県回答： 議題提出県

香川県回答： 高知県提出議題の回答のとおり。

５． HPVワクチンの積極勧奨が再開され対象者

に対する接種も増加していると思われます

が，1997年度から2007年生まれまでのワ

クチン停止世代に対するキャッチアップ接種

の実施も2022年度から３年間認められてい

ますがその接種率はいかがでしょうか。

　　 またそのようなHPVワクチン接種対象にな

る方々に対しての情報提供はどのようにされ

ていますでしょうか。各県の状況をお知らせ

ください。 （香　川）

高知県回答： 自治体によっては，本年４月に９価

ワクチンが定期接種となって以降，

改めて定期接種対象者，キャッチ

アップ対象者へハガキや封書による

情報提供を行っています。

徳島県回答： キャッチアップの接種率はわかりま

せん。情報提供は１）の回答どおり。

愛媛県回答： 接種率は高知県提出の議題の回答の

とおりです。
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　　　　　　�キャッチアップ接種の取り組みにつ

いては愛媛県からの質問に記載の通

りです。

香川県回答：議題提出県

　　　　　　�高知県提出議題の回答のとおり。

ⅩⅣ　働き方改革について

１． 2024年４月の働き方改革に向けて，徳島県

の分娩施設では各病院が宿日直許可を取得

し，大学からの当直応援を継続することによ

り現状維持をすることになりそうです。各県

で医師の労務軽減や効率化のために具体的に

取り組みをされていることがあれば教えてく

ださい。 （徳　島）

高知県回答： ある病院では夜間休日は余程のこと

がない限り主治医は呼ばれることの

ないチーム制をとっていること，積

極的に有給休暇を取ること，パート

医師の積極的雇用，当直明けの勤務

軽減など実施しているようです。有

床診療所では，検査技師による経腹

エコー（タスクシェア），外来診察

時に，外来診察室での事務員による

カルテ入力（医療クラーク）の導入

などを行っているとのことでした。

徳島県回答：議題提出県

　　　　　　�医師の労務軽減のための具体的取

り組みとして，カンファレンス等を

時間外に行わないようにする，宿直

明けは午後から帰宅する，年休の利

用促進，分業体制の徹底，夜間休日

診療における協力体制の強化などを

行っております。

愛媛県回答： 当県においても大学病院より派遣の

ある分娩取り扱い施設では，宿日直

許可を得ています。宿日直許可が得

られない病院への派遣がある場合，

翌日が休日となるよう，金曜日の当

直を行う等，工夫しています。現時

点で，多くの施設で宿日直許可が得

られており，何とか対応可能です。

ただし，ソフトランディング目的の

宿日直許可が真の働き方改革である

とは言い難く，2024年度以降，一

歩一歩，真の働き方改革を行わなけ

れば，産婦人科を目指す若手医師獲

得は得られないと考えています。

　　　　　　�大学病院では，チーム制，カンファ

レンスを時間内に実施する等，時短

計画を立てています。

香川県回答： 大学病院では，外来クラークの配

置や看護師・助産師へのタスクシフ

トにより，事務作業を主とした業務

の軽減を行っています。また当直明

けの勤務緩和（午後半休等）を取

り入れています。しかしながら外来

や手術予定・ハイリスク分娩の経過

によっては難しい事もあります。た

だ，研究・教育のための時間に充て

る時間は若干取りやすくなっていま

す（全体の業務時間としては減って

いませんね・・・）。

２． 2024年度から働き方改革が医師にも導入さ
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れます。宿日直許可により維持する施設が

ほとんどと思いますが，各県の対応はどうで

しょうか。

　　 本部にご意見を伺います。都会の大人数がい

る病院では可能と思われますが，大多数の産

婦人科を標榜する病院では，不可能と考え

ます。 （香　川）

高知県回答： 県内にある有床産科診療所３施設は，

宿日直許可をすでに取得済み，１施

設は応援当直を依頼していないため

取得の予定なしとのことです。

徳島県回答： 2024年度の働き方改革実施に向け

て，徳島県の分娩施設では宿日直

許可を取得することにより現状維持

をすることとなりました。2023年

７月時点で分娩取扱機関12施設の

うち９施設は当直制，３施設はオン

コール制ですが，当直制９施設のう

ち５施設が宿日直許可を受けてい

る，４施設が宿日直許可を得るため

申請中の状況です。

愛媛県回答： 当県においても大学病院より派遣の

ある分娩取り扱い施設では，宿日直

許可を得ています。一部の病院で許

可は得られていません。

香川県回答： 議題提出県

　　　　　　�香川県の現状は以下のとおりです。
令和５年８月１日現在

宿日直許可 施設数��※17施設 割合（％）

すでに取得 10 58.8

申請中 ２ 11.8

申請準備中 １ 5.9

予定なし ４ 23.5

ⅩⅤ　広報

１． 徳島県産婦人科医会では平成30年よりホー

ムページをたちあげています。県内の産婦人

科施設を一覧表にしたページは，一般の方に

よく検索され，閲覧されています。一般を対

象としたコラムや講演活動などのコーナーも

作成しておりますが，情報を更新し，掲載す

ることは現在十分できていません。リアルタ

イムに新しい情報や啓発したい内容などを掲

載すれば，有意義なページになると思われま

すが，現在はシステム的に確立しておらず困

難な状況です。各県の医会のホームページに

ついて，一般の方向けの医療情報などを掲載

したページを設けておられますでしょうか。

　　 また，情報の検討や更新を行う担当等はき

まっているのでしょうか。 （徳　島）

高知県回答： 高知県産婦人科医会ホームページ

は，令和２年から立ち上げています。

その内容は主に会員への情報伝達

を目的としたもので，一般の方への

情報提供も行っていますがその量は

限られています。学生を対象とした

性に関する質問コーナーは，性教育

の現場で寄せられた質問等について

回答したものを掲載しています。会

員ページでは，理事会議事録，会員

の意見発出のための掲示板，高知県

産婦人科医報バックナンバーや各種

書類のダウンロードコーナーなどを

作っております。現在のところ情報

発信，更新は会長が行っていますが

将来的には広報担当理事にお願いし
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ていこうと思っております。

徳島県回答：議題提出県

　　　　　　�※ 議題提出県のため，下記とあわせ

て回答。

愛媛県回答： 愛媛県ではホームページの担当者

は決まっていましたが，内容の更新

はほぼ行われていません。現在，新

しいホームページ作成に向けての計

画段階です。ホームページを閲覧し

てもらうには頻回の更新が必要です

し，更新したことを毎回，メールな

どで通知する必要があります。会員

に見てもらうには，会員が必要と思

えるような内容（文献検索エンジン，

臨床行為などに関する動画，研究会

等の動画など）がアップされている

必要があると考えます。会員への告

知だけではそのうち誰も見なくなる

と思います（現在，業者主導で様々

なセミナーが開かれており，医療情

報的にも医会のホームページが必要

とは思われていない）。一般の方に

利用してもらうには更にハードルが

高くなります。現在は，コマーシャ

ルベースで様々な情報が発信されて

おり，医会のホームページがそれら

を凌駕できるとは思えません。もし，

やるとなれば，動画を含めてかなり

の負担を会員に課す覚悟が必要で

す。まずは，会員が常に参照するよ

うな魅力のあるホームページを作成

し，無理なく運営できるようになっ

た時点で一般向けにどのような情報

発信ができるのか検討するべきかと

思います。

香川県回答： 香川県はホームページ開設しており

ません。県の共同事業としてかがわ

妊娠SOSをネット上で開いている

だけです。内容はQ&Aコーナー・

医療機関案内（リンク）・メール相

談です。メール相談は年間60 〜

75件あり，担当者が１週間をめど

に回答しています。このサイトへの

アクセス数は年間900〜1,000件，

アクセス方法はスマホ７割・パソコ

ン３割，初訪問者９割・再訪問者１

割でした。

２ ． 産婦人科医会のホームページは，もっと会

員や一般の方に利用してもらえるような内

容になればいいと思うのですが中々難しい

のが現状です。

　 　 各県の産婦人科医会のホームページに関し

て，何か気をつけていることや困っている

ことなどあれば教えてください。 （愛　媛）

高知県回答： ホームページの内容充実と更新には

大変な労力が必要です。古くなった

情報は削除し，できるだけ最新の情

報を掲載していくには日々注意して

実行していくことが大切です。

徳島県回答： 会員に対しては，学術集会や研修

会などの案内や各種申請用紙のダ

ウンロードなどは，トップページに

わかりやすく掲載するようにしてい

ます。一般の方向けの情報は，医師

等から掲載希望の申告があれば随時

掲載するという形をとっております
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が，今のところ，長期間情報を更新

できていないのが現状です。

　　　　　　 広報担当の委員だけで，ホームペー

ジにタイムリーな内容を載せながら

管理するには，マンパワー的にも無

理があると思います。産婦人科医会

全理事，また可能であれば産科婦人

科学会の先生方のご協力もいただき

ながら内容を充実させていくことが

できればと考えております。

愛媛県回答：議題提出県

　　　　　　�徳島県の議題回答と同様です。

香川県回答： 香川県はホームページ開設しており

ません。

ⅩⅥ　おぎゃー献金

１． 香川県では，昨年わずかながら献金額が増加

しました。その要因としましては，第一に「お

ぎゃー献金合奏団」の公演によるものと考え

ます。教育委員会に働きかけたことで，演奏

会に小・中学生の参加が増えたことが大きい

と思われます。

　　 第二におぎゃー献金の献金活動に協力してく

れている「伊藤園」の自販機や「ベネッセ」

による，たまひよの出産祝いサービスの導入

が献金額の増加の一因にあげられます。

　　各県の取り組みはいかがでしょうか。

 （香　川）

高知県回答： おぎゃー献金助成事業として毎年講

演会を行っていますが，全体的な献

金数に変動はありません。webでの

開催が主だったため，集金活動とし

てはほぼ出来ていません。参集型の

会が増えてきましたのでより積極的

な集金を行っても良いかもしれませ

ん。おぎゃー献金と連携した自動販

売機の設置や企業へのアプローチが

可能かどうか検討中です。今のとこ

ろそれ以外の特別な取り組みは行っ

ておらず，他県の活動を参考にさせ

て頂きたいです。

徳島県回答： 徳島では，昨年の献金総額は一昨年

より増加していました。一昨年はコ

ロナ禍で会員同士が会う機会が少な

く，献金のお願いが不足していたの

ではないかと反省しています。昨年

は一昨年の分を取り返そうと献金を

増額した方がいました。

愛媛県回答： 分娩施設での百円ワンコイン運動，

寄付金税額控除，各施設の献金実績

等を会員に向けて県医会総会などで

呼びかけています。四国で最も献金

額が多いのも伝統的に会員各位が献

金の主旨を理解され賛同されている

賜物で，施設としての拠出による献

金，個人のポケットマネーによる善

意の献金が多いのが現状です。伊藤

園，サントリー，コカコーラの各社

自販機による売り上げの一部の献金

化は既に多くの産婦人科施設等に導

入され献金額はやや増加しておりま

す。新たなイベントとしてコロナ禍

前に毎年11月３日に行われていた

「よい子を産み育てる妊婦の日」の



102 愛媛県産婦人科医会報

復活も検討課題としてあげられまし

たが，今年度は諸事情により中止と

なっております。

香川県回答：議題提出県

ⅩⅦ　その他

１． 最近，若年層の風疹抗体陽性率の低下傾向が

危惧されています。

　　 先天性風疹症候群の予防のために，妊娠前の

風疹抗体検査，風疹抗体価が低い場合には，

産褥期に風疹ワクチン接種が推奨されてい

ます。

　　 妊娠を希望される女性に対して，愛媛県で

は風疹抗体検査には公費助成がありますが，

ワクチン接種助成は一部自治体に限られ，経

済的理由で接種を希望されないこともあり

ます。

　　 公費助成の有無なども含め，各県での対応に

ついて教えて下さい。 （愛　媛）

高知県回答： 風疹抗体検査は全県下で公費助成（無

料）があり，県内に住所を有し，検

査を希望する方で妊娠を希望する女

性あるいは妊娠を希望する女性また

は風しんの抗体価が低い妊婦の配偶

者などの同居者が対象です。ワクチ

ンについては高知市のみが一部助成

（償還払い）を実施しています。助

成は風疹ワクチン3,000円，麻疹風

疹混合ワクチン5,000円です。接

種対象者は「接種する日に市に住民

登録があり，妊娠を希望する女性の

うち，風疹の抗体価が十分でない方，

あるいは風疹の抗体価が十分でない

妊娠を希望する女性または妊婦の配

偶者または同居者（生活習空間を同

一にする頻度が高い方。婚姻の届出

をしていないが事実上婚姻関係と同

様の事情にある方を含む。）のうち，

風疹の抗体価が十分でない方」です。

徳島県回答： 徳島県内24市町村すべてで，公費

助成は行われております。市町村ご

とに助成金額が若干異なりますが，

3,000円前後助成されています。

愛媛県回答：議題提出県

　　　　　　�愛媛県では20市町のうち２町で妊

娠希望者への風疹予防接種費用助成

事業が行われています。しかし，他

県に比べると助成事業を実施してい

る割合は低いようです。

　　　　　　�妊娠前の風疹予防接種は，先天性風

疹症候群を予防する最も効果的な方

法です。愛媛県では，妊娠前の風疹

予防接種を啓蒙するとともに，助

成事業の拡充を図ることが望まれ

ます。

香川県回答： 香川県としてはワクチン接種の公費

助成は行っておりませんが，一部の

自治体では公費助成を行っており

ます。

　　　　　　�助成金額も，MRワクチン（上限：

3,000 〜 9,000円），風疹単独ワ

クチン（上限：3,000 〜 5,500円）

と様々で，対象者の条件も自治体に

より少しずつ異なっております。
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２．会費

　　 令和４および５年度の愛媛県産婦人科医会関

係の年会費は，開業医（病院，診療所の開設

者）および勤務医ともに同額で63,000円（内

訳：日本産婦人科医会会費36,000円・日本

産科婦人科学会会費18,000円・中四国産科

婦人科学会会費5,000円・愛媛産科婦人科

学会会費4,000円）。

　　 コロナ禍につき県産婦人科医会費は全会員が

免除されていますが，若手専門医や子育て中

のパート勤務医には高額であり入会しにくい

ようです。

　　 これらの先生方の会費を軽減したいと思いま

すが，各県の現状と対策を教えて下さい。

 （愛　媛）

高知県回答： 高知県産婦人科医会の会費は，開

業医療機関及び私的・公的病院の

院長部長は高知県産婦人科医会費

52,000円，それ以外の正会員は

42,000円，産 婦 人 科 研 修医（大

学以外）10,000円，大学の研修医

2000円で，77歳以上は会費免除

です。入会金は無料です。これとは

別に学会会費として日本産婦人科学

会費18,000円，中四国連合学会費

5000円，四国連合地方部会1000

円（現在停止中），高知産科婦人科

学会費2000円の計25000円が加

わりますが，初期研修者及び高齢会

員（77歳以上かつ40年以上引き続

き会員）は5000円となります。

徳島県回答： 徳島では以下の様になっています。

　　　　　　�A会員（指定医師で医療施設の産婦

人科責任者）は，91,000円。

　　　　　　�B会員（指定医師または指定医師取

得の研修が終了し，産婦人科責任者

でないもの）66,000円。

　　　　　　�準会員（指定医師の資格を取得する

ために研修中の産婦人科医師）は，

23,000円。

　　　　　　�他に77歳以上の会員には減免措置

があります。コロナ禍の対応として，

会費の軽減は行っていません。

愛媛県回答：議題提出県

　　　　　　�愛媛県医会の会費は令和４年度・５

年度は全会員免除ですが，令和３年

度までは下記のとおりです。

　　　　　　�Ａ会員36,000円… 病院，診療所の

開設者並びに教

授・准教授・部

長・科長・医長

それに準じる役

職の勤務医

　　　　　　�Ｂ会員21,000円… 日産婦学会（専

門医機構含む）

専門医でA会員

以外の者

　　　　　　�準会員18,000円… Ａ・Ｂ会員以外

の者

　　　　　　�免除会員０円…�日産婦医会免除並び

に減免会員

　　　　　　�全会員免除を行わなかった場合，提

案理由に記載の学会各種会費・医会

本部会費と合わせてA会員99,000

円，B会 員84,000円， 準 会 員

63,000円の負担となり，県医会会

費を再考したいと考えています。
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香川県回答： 香川県産婦人科医会の年会費は　①

正会員　②準会員　③減免会員（77

歳以上の会員）の区分です。

　　　　　　�① 正 会 員 は70,000円（ 県 産 婦 人

科 医 会 年 会 費34,000円 ＋ 日

本 産 婦 人 科 医 会 年 会 費 と し て

36,000円）

　　　　　　�② 準会員は28,000円（県産婦人科

医会年会費10,000円＋日本産婦

人科医会年会費として18,000円）

　　　　　　�③ 減免会員は日本産婦人科医会の会

費10000円のみいただいており

ます

　　　　　　　�正会員は勤務医，開業医ともに同

額です。

　　　　　　�香川県における現状は，産婦人科

研修プログラムに参加している専攻

医は産婦人科医会に参加していませ

ん。特に大学では産科婦人科学会

での学術的・臨床的な活動が中心と

なっており，彼らにとって産婦人科

医会でのメリットはあまりない事が

影響しています。母体保護指定医師

の取得の際か，専門医取得後に他院

での診療を行う際に加入することが

多くなっています。

　　　　　　�香川県では，今のところ特に対策は

予定していません。

３． 2023年９月30日に内閣府主催大規模地震

時医療活動訓練が開催されます。本年度は四

国４県と大分県，宮崎県を対象に行われます

が，四国各県における災害時小児周産期リエ

ゾンの同訓練での役割や妊産婦・新生児・小

児に関する訓練企画等についてご教示くだ

さい。

　　 また，平時における各県におけるPEACEの

入力訓練の開催状況や，各県における災害訓

練等ご教示ください。 （愛　媛）

高知県回答： 高知県の災害時小児周産期リエゾン

は内閣府の訓練の参加を予定してお

ります。高知県の災害医療救護計画

に準じ，災害医療コーディネーター

と連携し，小児・周産期事案対応に

あたります。小児・周産期の想定付

与は高知県健康政策部と調整を進め

ております。今回は「病院支援」を

テーマに訓練を行う予定ですが，詳

細は調整中です。

　　　　　　�平成30年の内閣府主催大規模地震

医療活動訓練以降も，高知県の災

害時小児周産期リエゾンは，毎年

行政と災害医療コーディネーター，

DMAT等の医療救護チームと合同

で訓練を行っています。これらの訓

練で抽出された課題を基に，高知県

で策定した「災害時小児周産期リエ

ゾン活動要領およびマニュアル」の

見直し（見直しはこれまで４回行い

ました）を行い，南海トラフ地震に

備えております。PEACEとEMISの

入力訓練は県主導で年３回行ってい

ます。

徳島県回答： 今回開催される大規模地震時医療活

動訓練について徳島県に問い合わせ

ていますが，現時点で詳細は不明

です。
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　　　　　　�2018年８月に開催された大規模地

震時医療活動訓練徳島県訓練では災

害時小児周産期リエゾンが参加し，

妊婦症例や小児症例への対応訓練を

行っておりますが，徳島県では同時

に徳島大学病院内に周産期災害対策

ネットワーク本部を立ち上げて情報

共有を行うとともにPEACEの入力訓

練を行いました。この訓練を契機に

毎年１回，周産期災害対策ネットワー

ク本部の立ち上げ訓練やPEACEの入

力訓練を実施しています。

愛媛県回答：議題提出県

　　　　　　�愛媛県では統括リエゾンが保険医療

福祉調整本部に入る予定です。また，

PEACEを用いた情報収取を行う予

定です。

　　　　　　�愛媛県でのPEACEを用いた入力訓

練は，まだ，平時には行われていま

せん。有事に速やかな情報収集を

行うためにも全分娩施設が参加あし

た。平時の定期的な訓練を行う必要

があると考えています。

香川県回答：① ９/30の訓練に関する香川県の具

体的企画は回答時点で決まってお

りません。

　　　　　　�② 災害時小児周産期リエゾンの訓練

　　　　　　�　�平成30年実施された大規模災害

時訓練（政府主催）において，香

川県も対象地域に指定されていた

ことから，小児周産期リエゾンの

企画訓練を実施しました。訓練内

容としては，主に患者受入れ要請

等に伴う搬送想定訓練で，本部（県

庁）と医療機関の連絡調整を行っ

たもので，実際に搬送等は実施し

ていません。その他で，これまで

県単独で訓練を実施したことはあ

りません。

　　　　　　�③ 令和２年から香川県災害時小児周

産期リエゾンの委嘱（産婦人科医

７名，小児科医16名）を開始し

ており，厚労省実施の講習を受講

いただいた先生方を対象に，２年

任期で委嘱しており，各先生方個

別の委嘱としており，組織体制は

とっていないため，組織体系図は

現在のところはありません。

　　　　　　�④ PEACEについては香川県単独で

の入力訓練は実施していません。

ⅩⅧ　要望

１．SNSの「口コミ」について

　　 Googleマップの「口コミ」ですが，いろい

ろなご意見をいただき参考になることも多々

あります。しかし，理不尽とも思える書き込

みをする方も散見されます。これに関して，

そのような書き込みをされないように日頃よ

り努力しておりますが，対応に苦慮しており

ます。

　　 また，最近この「口コミ」を削除できると複

数の業者からFAX広告が届きますが，放置し

ています。実際，信じるに足るのでしょうか。

　　 SNS上の「口コミ」の対応等について，ご

教示いただけますでしょうか。
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【参　考　資　料】

１．令和５年６月末日現在会員数
日本産婦人科医会 日本産科婦人科

学　　　　　会正会員数 準会員数 合　　計

徳　島　県
７７

（免１・減９）
３３

１１０
（免１・減９）

１２９
（減免１５）

香　川　県
８１

（免０・減４）
０

８１
（免０・減４）

１１０
（減免８）

愛　媛　県
１３２

（免１・減２０）
21

１５３
（免１・減２０）

１６７
（減免２１）

高　知　県
５８

（免０・減９）
1

５９
（免０・減９）

８６
（減免１０）

※（　　）は免除会員

２．確認事項（案）
令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和９ 令和10 令和11 令和12

四国ブロック・
医療保険協議会

香川 高知 徳島 愛媛 香川 高知 徳島 愛媛

日 産 婦 医 会
理 事 選 出

徳島 高知 香川 愛媛 徳
島

医療保険委員
（ ２ 年 間 ）

徳島 高知 香川 愛媛 徳
島

予算・決算委員
（ ２ 年 間 ）

香川 愛媛 徳島 高知 香川

おぎゃー献金
助成金申請順位

香川 徳島 愛媛 高知 香川 徳島 愛媛 高知
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令和５年度
日本産婦人科医会　四国ブロック医療保険協議会

Ⅰ　基本診察料，医学管理料

１．ハイリスク妊娠管理加算

　　 先天性ミオパチーの患者にハイリスク妊娠管

理加算が算定されています。膠原病の患者と

して登録されていました。その他に適応病名

となる疾患名はなく対象患者に厳密には含ま

れないため症状詳記をお願いしました。症状

は中等症で身の回りのことが出来る程度との

事でした。このようないわゆる難病を合併し

た患者に対する管理加算の算定は妥当でしょ

うか。 （徳　島）

高知県回答： 妥当と考えます。

徳島県回答：議題提出県

　　　　　　�ハイリスク妊娠管理加算の算定対

象となる患者は，次に掲げる疾患等

の患者であって医師がハイリスク妊

娠管理を必要と認めた者とされてお

り，詳記もあり妥当としました。

愛媛県回答： 算定不可。対象となる疾患が厳密に

規定されており，それ以外の疾患に

対する算定は難しいと思います。

香川県回答： 先天性ミオパチーは膠原病には当て

はまらず，適応外で算定不可。

２．ハイリスク分娩管理加算

　　 A237 ハイリスク分娩管理加算 算定開始日

同日に分娩に至った場合A237 ハイリスク

分娩管理加算の算定は可能でしょうか？

　　 保険者よりA237 ハイリスク分娩管理加算

算定開始日同日に分娩に至った場合，算定は

過剰ではないかとの問い合わせがありました

スムーズな分娩であったとしても分娩管理を

実施しており適切と対応しました。いかがで

しょうか？ （高　知）

高知県回答：議題提出県

徳島県回答： 算定可と思います。

愛媛県回答： 算定可。基本的には合併症の管理に

対する加算であり，分娩の難易度は

問いません。

香川県回答： 分娩当日はハイリスク分娩管理加算

で算定することとなっており，同日

に対象疾患があれば算定可。

３．婦人科特定疾患治療管理料

　　 許可病床200床未満の病院，診療所におい

て，婦人科特定疾患治療管理料を算定してい

る患者に，別に厚生労働大臣が定める疾患に

対して特定疾患療養管理料及び外来栄養食事

指導料の併算定は可能ですか。

　　 例えば，器質性月経困難症・子宮内膜症の患

者に脂質異常症を認め，外来栄養食事指導を

栄養士が実施した場合などが挙げられます。

 （愛　媛）

高知県回答： 可能と考えます。

徳島県回答： 対象疾患が異なり，指導内容も異な

るため，算定可と思います。
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愛媛県回答：議題提出県

　　　　　　�算定可。婦人科特定疾患治療管理料

と他の管理料との併算定を制限する

規定はないと思います。

香川県回答： 2022年ブロック別医療保険協議会

愛知02での本部の見解で，「婦人科

特定疾患管理料の疾患と特定疾患

療養管理料の疾患の両疾患が主病

であったため以前併算定不可としま

したが，「器質的月経困難症」が副

病名で，主病が「別に厚生労働大臣

が定める疾患」による特定疾患療養

管理料の算定は可能。」とあるので，

特定疾患療養管理料を算定する疾患

が主病の場合は，併算定可。外来栄

養食事指導料も算定可。

４．救急医療管理加算

　　 妊娠32週，前期破水で時間外に入院。NST

と抗生剤投与で経過観察のみ。救急医療管理

加算２は算定できますか？ （香　川）

高知県回答： 救急医療管理加算２は可能と考え

ます。

徳島県回答： 時間外に緊急入院し治療が開始され

ていることから算定可と思われます。

愛媛県回答： 算定不可。切迫早産の治療もしくは

帝王切開に備えての術前検査などが

あれば算定可ですが，経過観察だけ

であれば，算定できないと思います。

香川県回答：議題提出県

　　　　　　�不可と思っていましたが，2022年

ブロック別医療保険協議会，北海道

02の質問に対する本部の回答（「救

急医療管理加算１は，重篤な状態で

緊急で手術を必要とされる場合が主

で，救急医療管理加算２は，緊急で

入院が必要な場合で，破水や切迫早

産でも可能と考えます。必ずしも母

親だけでなく胎児の状況も勘案して

よいものと推測します。」）により算

定可とおもわれます。

５．新生児管理料，再診（本部への質問）

　　 新生児管理保育料を算定している新生児に疾

病を認めた場合は再診料で対応する（日産婦

医会報R ２. ３. １）とありますが，産婦人科

医のための社会保険ABC第６版（日本産科

婦人科学会編）51pには新生児管理保育料が

すでに支払われている新生児に疾病が発生し

た場合，入院の要，不要に関わらず診察料（初

診・再診料）は算定しないとあります。

　　 この二つの内容を総合すると前日まで新生児

保育管理料を算定していて，疾病が発生した

当日は新生児管理料を算定せず再診料で対応

するということでしょうか？ （香　川）

６．流産管理料（本部への質問）

　　 医療保険必携R ４年版288pでは，プレグラ

ンディンのみで流産となった場合，子宮腟部

薬物焼灼（分娩監視料）を算定し，分娩介助

料（流産介助料）を徴収とあります。しかし

同335pでは，妊娠５か月（妊娠16週）以

上の場合の流産手術（稽留流産等）及び人工

妊娠中絶（分娩誘導を含む）においては，正

常分娩におけると同様に助産師による分娩介

助，その他の世話が行われる場合も考えられ

る。この場合，産婦に対する分娩介助等の費
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用は自費として徴収して差し支えないとあり

ます。

　　 335pの文章では妊娠12週以降16週未満の

手術の場合は分娩介助料を徴収できないこと

になります。妊娠12週以降16週未満のプレ

グランディンのみの流産では分娩介助料は徴

取できないのでしょうか？ （香　川）

Ⅱ　検査・画像診断・病理診断

１．検査

　　 子宮体癌等に対するペムブロリズマブ（キイ

トルーダ）の使用例が増えています。定期的

血液検査が行われ，内分泌検査として甲状腺，

副腎機能がチェックされています。１周期ご

とに検査され，時に月２回の検査となってい

ます。病名は甲状腺機能低下症の疑いなど疑

い病名が記載されています。

　　 疑い病名のため月１回の検査ではと疑義が付

けられました。１周期ごとに検査することは

認められますか。 （徳　島）

高知県回答： 問い合わせがありますが，必要な検

査として現在検査可能としています。

徳島県回答：議題提出県

　　　　　　�疑い病名のため月１回としています

が，特別な場合は病名あるいは詳記

が必要と考えます。

愛媛県回答： 疑い病名では月１回，ただし，甲状

腺，副腎機能異常が疑われる症状が

あるときはコメントをつけて２回可

です。

香川県回答： キイトルーダ使用中は１周期ごと算

定可。すなわち，キイトルーダを３

週間に１回使用しているなら，月に

２回の検査もありえる。

２．検査（本部への質問）

　　 D014 自己抗体検査の「27」の抗カルジ

オリピンβ２グリコプロテインI複合抗体と

「28」の抗カルジオリピンIgG抗体，抗カル

ジオリピンIgM抗体，抗β２グリコプロテイ

ンIIgG抗体又は抗β２グリコプロテインIIgM

抗体を併せて実施した場合は主たるものの

みを算定するとあります。また「28」の抗

カルジオリピンIgG抗体，抗カルジオリピン

IgM抗体，抗β２グリコプロテインIIgG抗体

又は抗β２グリコプロテインIIgM抗体を併せ

て実施した場合は，主たるもの３つに限り算

定するとあります。すなわち「27」と「28」

の４項目を併せて検査した場合は「28」の

うちの３項目を算定すると解釈できます。

　　 しかし，医療保険必携R4年版178pの□内

の文章では，「27」抗カルジオリピンβ２グ

リコプロテインI複合抗体と「28」抗カルジ

オリピンIgG抗体，抗カルジオリピンIgM抗

体，抗β２グリコプロテインIIgG抗体，抗β

２グリコプロテインIIgM抗体を算定する場合

には，「27」抗カルジオリピンβ２グリコプ

ロテインI複合抗体の点数を算定せず，他の

４項目の内１項目の点数のみ算定可とありま

す。１項目ではなく３項目ではないですか？

 （香　川）

高知県回答： ３項目可能と考えています。

愛媛県回答： ３項目算定でいいと判断します。
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３．耐糖能検査

　　 妊娠糖尿病があり分娩後，耐糖能精密検査が

行われています。病名は妊娠糖尿病のみで再

診料が算定されています。耐糖能異常疑い病

名はありません。保険者より妊娠糖尿病が確

定しており耐糖能精密検査は不必要ではない

かと申し出がありました。

　　 妊娠糖尿病の場合，妊娠の影響がなくなる分

娩後６週から12週に75gOGTTを勧める事

が推奨されていますので検査は妥当としまし

た。妊娠糖尿病は分娩後改善しており，新た

に耐糖能異常疑い病名のもと検査するべきで

しょうか。 （徳　島）

高知県回答： 産後の検査はそのまま検査を実施し

ています。

徳島県回答：議題提出県

　　　　　　�妊娠糖尿病で産後，精密検査するこ

とは推奨されており検査は妥当と考

えます。糖尿病疑いあるいは耐糖能

異常疑い病名をつけ初診料ではなく

再診料を算定するのが良いと思い

ます。

愛媛県回答： 妊娠糖尿病は分娩後に糖尿病に移行

する可能性があり，分娩後も検査は

必要です。耐糖能異常疑い病名は必

要です。

香川県回答： 妊娠糖尿病の場合，産後でも常用負

荷（75gOGTT）が妥当としています。

４．負荷試験

　　 卵巣機能不全の病名で，下垂体前葉ホルモン

負荷試験（LH-RH test）は算定できますか？

 （香　川）

高知県回答： 算定可能と考えます。

徳島県回答： 算定可。

愛媛県回答： 卵巣機能不全は下垂体機能異常もあ

り，検査は可と判断します。

香川県回答：議題提出県

　　　　　　�算定可。

５．NST

　　 COVID-19感染による妊婦の入院例が多数あ

りました。母体の管理とともに胎児の管理の

ためノンストレステスト（NST）が行われて

います。

　　 NSTの適応に呼吸器疾患が含まれておらず，

適応外ではないかとの申し出がありました。

NSTの適応に呼吸器疾患は無く，その他の

病名も無いため適応外としましたが如何で

しょうか。呼吸器疾患で治療中であれば適応

となりませんか。 （徳　島）

高知県回答： COVID-19が主訴としてのNSTは

不可と考えます。症状詳記等必要で

ないでしょうか？

徳島県回答：議題提出県

　　　　　　�今後も新興感染症が蔓延する可能性

があり，呼吸器疾患でも治療中であ

れば適応として頂きたい。

愛媛県回答： COVID-19だけでは適応外です。

　　　　　　�呼吸困難で母体が低酸素状態にな

り，胎児胎盤機能不全の病名があれ

ば可です。

香川県回答： 算定不可。

６．超音波検査

　　 月経困難症のため，初診料，夜間休日救急搬
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送医学管理料の算定および超音波検査が行わ

れていました。特に投薬等はありません。超

音波検査が適応外では無いかと申し出があり

ました。初診なので妥当としましたが，いか

がでしょうか。 （徳　島）

高知県回答： 算定可能と考えます。

徳島県回答：議題提出県

　　　　　　�急性腹症，卵巣嚢腫茎捻転の疑いな

どが考えられ，初診のため算定は妥

当と判断しました。

愛媛県回答： 月経困難症だけでは適応外ですが，

時間外の来院で相当痛みが強いと判

断，急性腹症等の病名，コメントが

あれば可です。

香川県回答： 急性腹症等の病名が必要。

７．超音波検査

　　 子宮体癌の疑いで同日に超音波検査と子宮内

膜細胞診を行い請求がなされています。その

他の病名はありません。子宮体癌の疑いの場

合，細胞診が施行できない場合に超音波検査

を行うとなっていますが，超音波検査で子宮

内膜の肥厚等異常所見があったため細胞診を

行なう必要があったと注記されています。

　　 このような場合，超音波検査は認められます

か。子宮内膜増殖症あるいは子宮内膜ポリー

プの病名があれば認められますか。 （徳　島）

高知県回答： 算定可能と考えます。

徳島県回答：議題提出県

　　　　　　�子宮内膜増殖症や子宮内膜ポリー

プの病名があれば認めていただき

たい。

愛媛県回答： 子宮体癌疑いでは同時に検査はでき

ません。

　　　　　　�子宮内膜増殖症，内膜ポリープの病

名があれば可です。

香川県回答： 子宮体癌の疑い病名だけでは細胞診

のみ算定可で原則超音波検査は不

可。ただしこの症例の場合は，「子

宮内膜の肥厚等異常所見があった」

との注記があるので，超音波検査は

算定可と思われる。子宮内膜増殖症

（疑い）あるいは子宮内膜ポリープ

（疑い）の病名があれば超音波検査

は可。

　　　　　　�2022年ブロック別医療保険協議会

群馬01で「子宮内膜増殖症または

その疑いで超音波検査は算定できる

でしょうか？」の質問に対して本部

の回答は「認めている。ただし，傾

向的なものは認めない。これまで子

宮体癌の超音波検査に関しては，子

宮頸管の狭窄のために細胞診がで

きないものに対して行われていた

が，現在，子宮内膜が肥厚した症例

に対して細胞診検査を行うなど，運

用方法が変わってきており，委員会

では運用変更を行うこととした。ま

た子宮内膜増殖症は，確かに組織学

的検査後に用いられるべき用語であ

るが，適当な病名がない現状では，

子宮内膜増殖症を用いるものと考え

る。」とのことだったため，上記の

回答とした。

８．手術日の超音波検査



112 愛媛県産婦人科医会報

　　 手術日と同日の検査は算定できませんが，人

工授精日の超音波検査も算定できませんか？

 （香　川）

高知県回答： 算定可能と考えます。

徳島県回答： 人工授精が手術となっていますので

手術と同日の超音波検査は算定でき

ないと思われます。

愛媛県回答： 算定可です。

香川県回答：議題提出県

　　　　　　�算定可。

９．細胞診

　　 子宮腟部細胞診，内膜細胞診で検体不適のた

め２週後に両細胞診再検査しています。検体

不適のための再検査のため査定しました。検

体不適の再検査は算定できますか？ （香　川）

高知県回答： 検体不良の再検査は算定不可として

います。

徳島県回答： 算定不可と思われます。患者負担無

く再検査しています。

愛媛県回答： 検体不適は検査ができてないため，

再検査請求（２回請求）は不可です。

香川県回答：議題提出県

　　　　　　�算定不可。

10．細胞診

　　 「子宮内膜ポリープ」病名のみで，子宮内膜

細胞診は可能でしょうか。 （香　川）

高知県回答： 算定可能と考えます。

徳島県回答： 算定可能ですが超音波検査は同時に

行えません。

愛媛県回答： 不可。子宮体癌疑いの病名が必要

です。

香川県回答：議題提出県

　　　　　　�算定不可。「子宮体癌疑い」あるい

は「子宮内膜増殖症疑い」の病名が

必要。

11．病理診断：免疫染色病理組織標本

　　 手術検体だけでなく，生検でも認められるよ

うになり，子宮頸部異形成（CIN2，CIN3）

に対してのみp16，ki67が認められますが，

子宮頸癌の確定診断がついている場合は査定

でしょうか。また詳記あるいはコメントに組

織亜型，良悪性および組織由来鑑別のため，

とあっても，適応外として再診請求がきます。

算定可能と考えますが，いかがでしょうか。

 （香　川）

高知県回答： 確定診断後は算定不可と考えます。

愛媛県回答： コメントで，良性，悪性の鑑別に必

要で検査した等のコメントがあれば

可とします。

徳島県回答： 現時点では上記CINおよび子宮内膜

がん以外は算定不可と思われます。

香川県回答：議題提出県

　　　　　　�「子宮頸がん」の確定病名がある場

合は原則算定不可。

　　　　　　�CIN2，CIN3の病名がなく，「組織

亜型，良悪性および組織由来鑑別の

ため」との詳記しかない場合は，返

戻してCIN2かCIN3の確認を行い

ます。
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Ⅲ　投薬・注射

１．投薬

　　 インクレミンシロップ５％の処方について添

付文書には16才未満への処方となっていま

すが通常妊婦への処方の可否について。

 （高　知）

高知県回答：議題提出県

　　　　　　�添付文書上16歳未満への処方と

なっていたため16歳以上への処方

は適応外処方となっていましたが年

齢により適宜増減という表記があり

内科で錠剤の内服不能な高齢の方

への投与実績があるとのことから現

在，適応処方へと変更しています。

徳島県回答： 錠剤やカプセルが内服できない妊婦

もいます。適応処方にしていただき

たい。

愛媛県回答： 成人への処方も可と考えます。

香川県回答： 算定可。

２．投薬

　　 子宮内膜細胞診や子宮内膜組織診を行なった

際に，感染予防の目的で経口抗生物質を処方

可能でしょうか。また，クロラムフェニコー

ル腟錠の投与は可能でしょうか。 （徳　島）

高知県回答： 算定不可と考えます。

徳島県回答：議題提出県

　　　　　　�あまり投与されていませんが，低薬

価であれば算定可（感染予防）と考

えます。クロラムフェニコール腟錠

は細菌性腟炎などの病名が必要と考

えます。

愛媛県回答： 適応する診断名が無ければ不可と考

えます。

香川県回答： 2021年ブロック別医療保険協議会

愛知01の「内膜組織採取時の予防

的抗生剤投与に関する質問」に対す

る本部の見解で，「基本的に不要な

薬物投与になるが，２日間程度の抗

生剤であれば可。ただし突合審査に

なり病名や行為がわからない審査員

が審査する可能性もありますので，

注意が必要であること，薬価の低

いものを用いることを指導してくだ

さい。」とあるので，原則算定不可。

使用するなら２日間程度で，17点

ルール（１回処方，17点以下／日

なら適応病名がなくても査定されな

い）を上手に活用するように指導が

必要。細菌性膣炎等の適応病名が

なく予防的投与の場合は，クロラム

フェニコール腟錠の投与は不可。

３．投薬

　　 クロミッド錠処方は詳記があれば１日３錠ま

で認められるため，算定可能としています

が，「添付文書には，２錠５日間を限度とする，

と記載がある」と再診請求がきます。何周期

も投与しているわけではなく，数周期のみで

無効なら別方法で排卵誘発を行う予定である

と判断する，と算定可能としていますが，い

かがでしょうか。 （香　川）

高知県回答： １日３錠は認めていますが５日を超

えての処方は認めていません。
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　　　　　　�症状詳記，難治性不妊等のコメント

は必要と考えます。

徳島県回答： いきなりの３錠処方は算定不可，２

錠処方後なら算定可としている。詳

記あればなお良い。

愛媛県回答： 添付文章に基づき，詳記が有っても

算定不可と考えます。仮に詳記が

あれば可としても連用すべきではな

く，１〜２周期のみで，他剤や他法

へ変更すべきと考えます。

香川県回答：議題提出県

　　　　　　�「クロミフェン１日３錠（150mg）

５日間は，１日２錠（100mg）５

日間が無効との詳記が必要（産婦人

科医のための社会保険ABC，第６

版，115p）」の条件を満たしてい

れば算定可。

４．注射

　　 原薬確保の問題で注射用HCGの供給が不安

定となっております。代替製剤としてオビド

レル皮下注がありますがHCGに比べ効能効

果が限定されています。HCG5000単位が

無い場合HCG3000単位２本あるいはオビ

トレル皮下注で代用することは可能でしょう

か。コメントがあれば認められますか。

 （徳　島）

高知県回答： 算定可能と考えます。

徳島県回答：議題提出県

　　　　　　�供給不足となっています。認めて頂

きたい。

愛媛県回答： 現在の状況下では，詳記が有れば算

定可も仕方がないと考えます。

香川県回答： コメントあれば算定可。

５．注射

　　 人工授精と同一日に行ったHCG5000単位

の注射に対して，注射料の算定は妥当でしょ

うか。各県，及び本部の意見を伺いたい。

 （香　川）

高知県回答： 保険者よりの疑義がつくことが多い

ですが算定可能と考えます。

徳島県回答： 必ずしも人工授精時に注射するもの

ではなく，前日或いは人工授精前に

注射している場合もありますし，投

与されていない場合もありますので

算定は妥当と考えます。

愛媛県回答： 算定可と考えます。

香川県回答：議題提出県

　　　　　　�算定可としている。

６．注射

　　 パクリタキセル投与時，ポララミン注の算定

について

　　 適応外と再診請求がきます。パクリタキセル

の前投薬として病名がなくても妥当としてい

いでしょうか。 （香　川）

高知県回答： 化学療法の一連として算定可能と考

えます。

徳島県回答： 前投薬で妥当と思われます。

愛媛県回答： ポララミンは，パクリタキセルの添

付文書に前投薬としての記載がな

く，病名がなければ算定不可と考え

ます。

香川県回答：議題提出県
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　　　　　　�算定可（パクリタキセル投与時，抗

ヒスタミン薬としてのレジメとして

一般的によく使用され，成書にも記

載されている）。

Ⅳ　処置

１．導尿

　　 尿閉があり導尿（尿道拡張を伴う）が算定さ

れています。原則として婦人科では尿道狭窄，

膀胱頸部硬化症以外は算定できないとなって

います。最近，高齢者が腹痛を訴え来院，膀

胱内に多量の残尿が認められ導尿が必要な例

が増えています。大変，手間も時間も要して

います。

　　 薬剤による神経因性膀胱などと考えられます

が算定は認められませんか。ちなみに他科で

は神経因性膀胱で認められるようです。

 （徳　島）

高知県回答： 保険者よりの疑義が多いですが算定

可能と考えます。

徳島県回答：議題提出県

　　　　　　�神経因性膀胱で認めて頂きたい。

愛媛県回答： 算定可。ただし，尿道拡張を行った

理由がわかるコメントが必要です。

香川県回答： 尿閉で算定可としている。

Ⅴ　手術・麻酔・輸血

１．流産手術

　　 妊娠６週相当で子宮内に絨毛膜下血腫が広範

囲に認められている症例で，子宮外への出血

も多くなり貧血が進み，妊娠の継続が危険と

判断し手動真空吸引により妊娠を終了させた

場合，流産手術（手動真空吸引法）として請

求できますか。 （徳　島）

高知県回答： 算定可能と考えます。

愛媛県回答： 算定不可。胎児心拍がはっきり確認

できた場合は，人工妊娠中絶となり

自費扱いです。確認できない場合は

稽留流産として算定可能と考えます。

徳島県回答：議題提出県

　　　　　　�絨毛膜下血腫からの出血は多いが，

子宮頸管は閉鎖したままで，胎嚢や

脱落膜の排出はありませんでした。

頸管拡張を行った上で，流産手術（手

動真空吸引法）を行ったため，認め

ていただきたい。

香川県回答： 原則として，病名として「稽留流産」

あるいは「進行流産」の病名が必

要。病名がない場合は，ヘモグロビ

ンの推移を含めた詳細なコメントが

必要。

２．手術

　　 進行流産は不全流産と完全流産に分類され

る（日本産科婦人科学会）となっていますが，

進行流産の病名で手術を行う場合は子宮内容

除去術（不全流産）で算定するのでしょうか。

 （香　川）
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高知県回答： 現在疑義はありませんので算定可能

としています。

徳島県回答： 進行流産，稽留流産に対しては流産

手術で対応していました。進行流産

でも頸管拡張を要する場合があり算

定は妥当と考えます。不全流産と診

断されている場合（一部が排出され

ている場合）は子宮内容除去術の適

応としています。

愛媛県回答： 流産手術は稽留流産に対する手術で

あり，子宮内容除去術（不全流産）

での算定が妥当です。

香川県回答：議題提出県

　　　　　　�以前は進行流産での「流産手術」が

妥当（日産婦医会報，令和３年３月

１日，５pに記載）としていましたが，

最近は保険者から，「進行流産は不

全流産と完全流産になっている。」

との指摘があり，子宮内容除去術（不

全流産）での算定としています。

３．手術

　　 母体保護法指定医療機関以外の施設での流産

手術は認めて良いでしょうか。

　　 今年，転勤で指定医がいなくなった施設があ

り，そこでの流産手術の請求が見られました。

手技的に人工妊娠中絶術と同じであり，手術

時にパートの先生が来ての手術の可能性もあ

りますが，流産手術の請求は可能でしょうか。

 （香　川）

高知県回答： 法律に基づき実施するべきだと考え

ます。

徳島県回答： 人工妊娠中絶は指定医以外行えませ

んが，流産手術は保険診療のため可

能と思われます。

愛媛県回答： 算定可。指定医の資格が必要なのは，

生命ある胎児を扱う人工妊娠中絶に

限られます。

香川県回答：議題提出県

　　　　　　�母体保護法による人工妊娠中絶とは

異なり，流産手術は，保険診療の手

術として認められているので，保険

医なら算定可として認めましたが，

他県・本部の意見を伺いたい。

４．産科手術　子宮双手圧迫術

　　 分娩時に出血が多い場合の止血方法として，

子宮双手圧迫術と子宮出血止血法（分娩時の

もの）がありますが，弛緩出血の病名だけで，

子宮双手圧迫術を請求する施設もあります。

輸血を避ける方法と判断すると，輸血をしな

くても子宮双手圧迫術は算定することができ

ると思われますが，出血量や子宮収縮剤の使

用量，輸液量で判断する場合，何か具体的な

基準はありますか。 （徳　島）

高知県回答： 保険者よりの疑義がない限り算定可

能と考えます。

徳島県回答：議題提出県

　　　　　　�弛緩出血の病名があり輸液，子宮収

縮剤の投与があれば認めています。

輸血を回避する方法と考えます。

愛媛県回答： 子宮双手圧迫術は，輸血がない場合

は，子宮出血止血法（分娩時）では

止血困難な，重篤な状況が認識でき

る詳記があれば算定可能です。具体

的な数値基準はないと思います。
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香川県回答： 2008年 ブロック別医療保険協議

会 茨木の質問「分娩時子宮止血法

と子宮双手圧迫術のレセプト上の区

別は？」に対する本部の見解は，「子

宮双手圧迫術は最低30 〜 60分の

時間を要するので，その手術内容を

明記するとともに出血量や血圧の変

動を詳記していただきたい。輸液量

だけで算定するのはよろしくないと

考えます。」とあるので，子宮双手

圧迫術については，手術の所要時間

（原則30分以上），手術の内容，手

術終了までの出血量（原則1,000ml

以上〜ただしそれ以下でも詳記にて

算定することあり），術前・術中・

術後の血圧，可能ならSI値の変動に

ついて詳記を書いてもらう。

　　　　　　�産科ガイドライン2020年CQ418

－1で「経腟分娩で500ml，帝王切

開で1000mlを超えてなお活動性の

出血がある場合，もしくは持続する

100bpm以上の頻脈，SI値1.0以上

の場合は，子宮双手圧迫術，輸液，

子宮収縮薬投与など初期治療を開始

する。」とあるので，詳記を参照し

て総合的に判断しています。

５．麻酔

　　  閉鎖循環式全身麻酔４と５の算定について

　　 麻酔開始は５，腹腔鏡下手術のポジション

を変えて開始から４，ポジションを元に戻し

てから麻酔終了までを５と考えると認識して

います。全身麻酔４があまりにも短いと開腹

術での算定としていますが，目安となる全身

麻酔４の最短時間はどれくらいでしょうか。

 （香　川）

高知県回答：特に疑義なく検討しておりません。

徳島県回答： 手術術式にもよるが附属器の手術で

30分くらいではないでしょうか。

愛媛県回答： 以前，15分では短いとの本部の回

答がありましたが，術式によると思

います。

　　　　　　�一律には決め難いので，15分以下

なら手術内容につき詳記を求めてい

ます。

香川県回答：議題提出県

　　　　　　�2022年の四国ブロック協議会徳島

09の質問と重なります。

　　　　　　�その時の本部の回答は，「麻酔開始

は麻酔５，腹腔鏡下手術のポジショ

ンを変えて開始からは麻酔４，ポジ

ションを元に戻してから麻酔終了ま

では麻酔５と考えます。これを考え

ると15分は考えられない。」とのこ

とでした。

　　　　　　�腹腔鏡下で卵巣嚢腫を観察，内容液

を吸引後体外法で嚢腫核出し，麻酔

４が８分程度という症例では，開腹

術へと修正算定しました。15分以

上もあれば麻酔４が認められるので

しょうか？麻酔４が認められる最短

時間の基準を示してほしい。
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Ⅵ　不妊症

１．超音波検査

　　 超音波検査を，採卵OHSS Risk高い場合５

回以上請求される件が認められます。実施す

れば何回でも請求可でしょうか？ （高　知）

高知県回答：議題提出県

　　　　　　�詳記により個別判断をしています

が，不妊治療は全て５回実施など

傾向的に多い病院は指導をしてい

ます。

徳島県回答： OHSSが疑われる場合は１回，治療

が行われていれば２〜３回必要と考

えます。

愛媛県回答： 原則３回。４回目はOHSSの疑い病

名があれば可。５回目以降はOHSS

の管理についての詳記が必要。

香川県回答： 排卵誘発剤使用時は３回（HCGの

みでは２回），OHSS時は＋２回，

採卵術時は算定不可。

２．超音波検査

　　 AIH当日のUSTの併算定は可能とのことです

が，排卵誘発剤使用周期の１周期３回目の原

則は維持されますか。すなわち，AIH当日の

USTはこの１周期３回に含まれますか，ある

いは１周期４回としてよろしいか。 （愛　媛）

高知県回答： 原則３回としています。

徳島県回答： 含まれると思います。人工授精は

手術に掲載されていますので同日の

USG算定は問題ありませんか？

愛媛県回答：議題提出県

　　　　　　�誘発剤に伴う超音波も含め１周期３

回が原則と考えます。

香川県回答：３回としています。

３．超音波検査

　　 令和４年度四国ブロック協議会において，採

卵周期あるいは凍結胚解凍移植周期における

超音波の算定回数は３回程度が妥当という見

解が出ています。

　　 今回，胚移植術の費用に超音波の検査が含ま

れるという理由で移植当時の超音波検査料が

査定となりました。移植決定時ならびに移植

時の最低２回の超音波検査は解凍移植周期に

おいて不可欠ですので，算定可能と考えられ

ますがいかがでしょうか？ （愛　媛）

高知県回答： 算定可能と考えます。

徳島県回答： 胚移植術は手術となっておりますの

で当日の検査は手術料に含まれ算定

不可とされています。増点を希望し

ます。

愛媛県回答：議題提出県

　　　　　　�移植当日は移植費用に含まれるが，

OHSSのフォローアップ等の必要が

ある場合は詳記が必要。

�香川県回答： 移植前に２回算定可，移植時は算定

不可。

４．精液検査

　　 男性で精液検査，月２回以上は請求可でしょ

うか？ （高　知）

高知県回答：議題提出県

　　　　　　�通常は過剰と判断します。
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徳島県回答： 通常は月１回と考えますが，初診月

は算定可能。

愛媛県回答： 月１回の算定。

香川県回答：月１回が妥当。

５．AMH

　　 抗ミューラー管ホルモンAMHの測定は一般

不妊治療管理料を算定している患者において

も算定可能ですか。 （愛　媛）

高知県回答： 算定可能と考えます。

徳島県回答： 現在はART施設以外では算定不可で

すが，治療方針の決定に必要であり

認めて頂きたい。

愛媛県回答：議題提出県

　　　　　　�調整卵巣刺激療法における治療方針

の決定において算定できる。生殖補

助医療に限定されないものと考えら

れる。

香川県回答： AMHは，不妊症の患者に対して調

節卵巣刺激法における治療方針の決

定を目的として測定した場合に算定

できるので，現在一般不妊治療管理

料を算定しているが近い将来同一施

設で生殖補助医療管理料の算定を予

定している不妊症の方は算定可。

６．ART

　　 40歳未満の回数制限は６回，43歳未満の３

回とうかがっていますが，治療に関して治療

計画書を作成した時点での年齢でカウントし

ていいのでしょうか？

　　 施設によっては，計画から実施まで誕生日を

またぐ症例とかあると思われるのですが，保

険適応できる基準日はいつでしょうか？

 （高　知）

高知県回答：議題提出県

　　　　　　�治療計画書を作成した時点での年齢

でのカウントで良いと考えます。

徳島県回答： 治療計画書作成日が基準ではなかっ

たでしょうか。

愛媛県回答： 計画作成日を基準とする。

香川県回答： 基準日は治療計画を作成した日（厚

労省）。

７．ART　胚凍結保存維持管理料

　　 2021年４月自費で作成した凍結胚の一部を

使って2021年８月に妊娠にいたりました。

不妊症の主病名は一旦削除。2022年３月に

出産。2022年５月（４月から保険化）に余

剰胚の更新のため来院し，今後，２人目の治

療希望されるとのことで保険にて胚凍結保存

維持管理料を算定したところ，査定となりま

した。

　　（１） この場合の費用は自己負担となるでしょ

うか？　あるいは次の治療に向けての

意思の確認や計画があれば保険での算

定可能となりますでしょうか？　さら

にその場合の不妊症の保険病名が必要

でしょうか？

　　（２） また不妊治療の保険化が始まって間も

ない令和４年５月にまで遡って，令和

５年１月に査定となりました。保険化

から６ヶ月は算定要件が混沌としてお

り猶予期間とも考えられますが，この

点はいかがでしょうか？

　　各県，本部の意見をお聞かせください。
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 （愛　媛）

高知県回答： 不妊症の原因にもよると考えますが，

算定可能と考えます。

徳島県回答： 自費診療が終了していれば保険適応

で良いと思います。６ヶ月程度の猶

予期間は必要と考えます。

愛媛県回答：議題提出県

　　　　　　�具体的な治療日程が計画できなくて

も，治療意思が確認できれば保険算

定としていただきたい。不妊症病名

は治療開始時点で必要ではあるが，

この時点では必須ではないと考え

ます。

香川県回答： 2022年４月１日より前に凍結保存

に関する費用を徴収している場合に

は，2022年４月以降であってもそ

の契約期間中は，胚凍結保存維持

管理料を算定できない。今回の事

例の場合，2022年４月より前の診

療に係る自費の当該契約を解消し，

2022年５月１日以降の保存に要

する費用を患者に返金したうえで，

2022年５月１日から胚凍結保存維

持管理料を算定することは差し支え

ない（令和４年３月31日，疑義解

釈問65）。

８．ART

　　 受精卵（2PN）を凍結した場合，解凍後に

胚盤胞に向けて培養が必要ですが，その際，

受精卵・胚培養管理料および胚盤胞に向けた

管理加算は算定できません。

　　 受精の個数とリンクしており，解凍受精卵分

では算定することができません。

　　 可能な算定方法はありますか？各県，本部の

ご意見をお聞かせください。 （愛　媛）

高知県回答： 凍結前に胚培養管理料を微収してい

るので，融解後の受精卵・胚培養管

理料および胚盤胞に向けた管理加算

は算定できないと考える。

徳島県回答： 凍結，融解胚移植に関しては前処置

に係る費用は所定点数に含まれると

されており現在は算定できない。検

討が必要と思われます。

愛媛県回答：議題提出県

　　　　　　�本県からの質問となります。

香川県回答： 現時点では解凍後の受精卵・胚培養

管理料および胚盤胞に向けた管理加

算は算定できない。

９．ART　FTカテーテル

　　 生殖補助医療を行っていた患者に対して，

FTカテーテル手術を施行して算定。

　　 その後再び生殖補助医療を施行している施設

があり保険者からいずれかを査定すべきでは

ないかと再審査請求がありました。

　　 各県，本部の見解をお聞かせください。

 （愛　媛）

高知県回答： 術後の次の周期の生殖補助医療の実

施でなく数ヶ月間隔があり妊娠実績

がないのであれば算定可能と考え

ます。

徳島県回答： 別の治療法であり適応病名があり同

月に行われていなければ算定可と考

えます。
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愛媛県回答：議題提出県

　　　　　　�FTカテーテルの目的は自然妊娠で

あるため，その後しばらくは生殖補

助医療を行うのは査定対象となると

考えられます。また逆に原則自然妊

娠の見込みがない患者が生殖補助医

療の適応と考えれば，FTカテーテ

ルが査定の対象と考えられますが，

各県，本部の意見はいかがでしょ

うか？

　　　　　　�なお四国厚生支局への疑義照会に対

する回答として，「生殖補助医療を

行っていても，算定可」との回答が

あったことを申し添えます。

香川県回答： 上記の場合は，同一医療機関で，生

殖補助医療とFTカテーテル手術を

行っていると思われる。生殖補助医

療を行っていた患者に対してFTカ

テーテル手術を施行した理由，詳記

を求める。また再び生殖補助医療を

施行した詳記を求める。FTカテー

テル実施月は，生殖補助医療管理料

の算定は不可。

10．ART

　　 R ５年の疑義解釈資料では，女性の年齢が

42歳で生殖補助医療を開始し，治療中に43

歳になった場合，43歳に達した日を含む１

回の治療（胚移植を目的とした治療計画に基

づく一連の治療をいう。）については保険診

療で実施可能とあります。

　　 43歳になる直前の42歳で採卵し３個の胚凍

結保存をしてその後43歳となった場合，１

個の胚移植のみ保険診療可で残りの２個の胚

移植は保険外診療で可能か？また１個の胚移

植のみ保険診療の場合，42歳での胚凍結保

存管理料はイ）１個の場合を採用するのか？

あるいは保険では１個の胚移植のみしか算定

できないがロ）２個から５個までの場合を採

用するのか？ （香　川）

高知県回答： 香川県（１）の回答を支持します。

徳島県回答： 残りの２個の胚移植に関しては保険

適応外。42歳での胚凍結保存管理

料はロ）２個から５個で算定。

愛媛県回答：（１） 43才を超えてからの残りの保

険凍結胚は自費にて診療する。

　　　　　　�（２） 42才においては２〜５個で算

定可能。

香川県回答：議題提出県

　　　　　　�（１） 残りの２個の胚移植は保険外

診療で可。

　　　　　　　　 �原則保険診療で作成した凍結

胚を保険外の診療で用いるこ

とは不可だが，年齢制限や回

数制限を超えた時点で凍結胚

が残っている場合は，当該凍

結胚を廃棄せず，以降の保険

外診療に使用することは差し

支えない（R5.1.12疑義解釈

資料問12）との記載あり。

　　　　　　�（２） 42歳での胚凍結保存管理料は

ロ）２個から５個までで算定可。

11．ART

　　 43歳直前の42歳で生殖補助医療を開始し生

殖補助医療管理料を算定。胚移植を目的とし

た一連の治療で，43歳で初めての採卵術を
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施行し，体外受精管理料，受精卵・胚培養管

理料，胚凍結保存管理料，胚移植術はすべて

保険診療可か？ （香　川）

高知県回答： 算定可能と考えます。

徳島県回答： 保険診療可。

愛媛県回答： 一連の治療のため保険算定可能。

香川県回答：議題提出県

　　　　　　�一連の治療のため保険診療可。ただ

し胚移植の保険診療は１個まで。

12．ART

　　 43歳未満で複数採卵して胚凍結保存維持管理

料を算定していたが，凍結開始日から３年未

満に43歳になれば胚凍結保存維持管理料（１

年に１回）は保険外診療とするのでよいか？

 （香　川）

高知県回答： 保険外診療で可能。

徳島県回答： 43歳以降は保険外診療。

愛媛県回答： 保険外（自費）での算定となる。

香川県回答：議題提出県

　　　　　　�保険外診療で可。

Ⅶ　その他

１．紙レセプト

　　 保険請求は，電子レセプトが主になっていま

すがいまだに紙レセプトでの保険請求する施

設あります。AI審査導入可否が検討される昨

今各県現状はいかがでしょうか。連月審査に

支障があります。 （高　知）

高知県回答：議題提出県

　　　　　　�請求者への公平な審査，審査員への

負担軽減のために推進すべきと考え

ております。

徳島県回答： 紙レセプトの請求はあります。

愛媛県回答： 愛媛県でも，紙レセプトでの請求は

数施設ありますが，枚数が極端に少

なく，審査上問題になることはあま

りありません。

香川県回答：１施設みられます。

Ⅷ　要望

１． シェーバーによる子宮内膜ポリープ切除術

　　 K872- ３ 子宮内膜ポリープ切除術において

最近シェーバーを用いたデバイスがその安全

性，利便性ならびに治療効果の高さから急速

に普及してきております。しかし，手術器機

が効果であることに加えてシェーバーはディ

スポーザブルで１本あたり４万円と手術料の

半分以上を占めます。来年度の診療報酬改定

においてシェイバー費用を加味した手術点数

の増加を要望します。 （愛　媛）

２．産科手術の時間外加算の算定

　　 手術の時間外加算については，「初診・再診

ならびに入院手続き後，８時間を超えて算定

できない」とのルールが示されていますが，

分娩に関しては事情が異なります。分娩は入

院時は陣痛発来や破水で自費診療での入院

となります。異常分娩となった場合は吸引分

娩や帝王切開が保険診療となりますが，この
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時点で入院から８時間以上を経過しているこ

とが多く手術の時間外加算をすることができ

ません。分娩経過の詳記にて算定可能として

頂けるよう算定基準の改定を要望します。　

 （愛　媛）

３．凍結胚盤胞の２個解凍移植

　　 着床不全の患者に対して凍結胚盤胞を２個解

凍移植することがあり，その場合の保険点数

の増額，新設を要望します。 （愛　媛）

４．ハイリスク妊産婦連携指導料の見直し

　　 【要望事項】指導料１と指導料２の点数及び

対象期間の平準化を要望する。

　　 【要望理由】現在，ハイリスク妊産婦連携

指導料は指導料１（産科又は産婦人科）で

1,000点（月１回），指導料２（精神科又は

心療内科）で750点（月１回）と点数に差が

ついている。今後，精神療法を必要とする妊

婦に対する産後ケアにおいて，精神科と産婦

人科の連携はますます重要となる。産後うつ

は産後１〜２ヶ月の発症が多く，うつが原因

と考えられる妊婦の自殺は産後１年以内に多

く発生している。したがって，産婦人科と精

神科の連携が対等に行われ，かつ産後１年間

は継続するように，上記の要望を行うもので

ある。 （愛　媛）

３．凍結胚盤胞の２個解凍移植
　着床不全の患者に対して凍結胚盤胞を２個解凍移植することがあり、その場合の保険
点数の増額、新設を要望します。
� （愛媛県）

４．ハイリスク妊産婦連携指導料の見直し
【要望事項】指導料１と指導料２の点数及び対象期間の平準化を要望する。
【要望理由】現在、ハイリスク妊産婦連携指導料は指導料１（産科又は産婦人科）で
1,000点（月１回）、指導料２（精神科又は心療内科）で750点（月１回）と点数に差
がついている。今後、精神療法を必要とする妊婦に対する産後ケアにおいて、精神科と
産婦人科の連携はますます重要となる。産後うつは産後１～２ヶ月の発症が多く、うつ
が原因と考えられる妊婦の自殺は産後１年以内に多く発生している。したがって、産婦
人科と精神科の連携が対等に行われ、かつ産後１年間は継続するように、上記の要望を
行うものである。
� （愛媛県）

５．複数手術に係る費用の特例での腹腔鏡下癒着剥離術の適応拡大
【要望事項】K888-２子宮附属器腫瘍摘出術（腹腔鏡によるもの）でのK886-２子宮附
属器癒着剥離術（腹腔鏡）の50%併算定の費用の特例を要望する。
【要望理由】下記の表のように、K886-２子宮附属器癒着剥離術（腹腔鏡）はK863、
K872-２、K877-２、K912-２で50%の併算定が認められている。しかしながら、
K888－２子宮附属器腫瘍摘出術（腹腔鏡によるもの）では認められていない。臨床上、
子宮附属器腫瘍摘出術においても、癒着剥離を要することがあり、手術に難渋すること
があるため要望する。
� （愛媛県）
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５． 複数手術に係る費用の特例での腹腔鏡下癒着

剥離術の適応拡大

　　 【要望事項】K888-2子宮附属器腫瘍摘出術

（腹腔鏡によるもの）でのK886-2子宮附属

器癒着剥離術（腹腔鏡）の50%併算定の費

用の特例を要望する。

　　 【要望理由】下記の表のように，K886-2

子宮附属器癒着剥離術（腹腔鏡）はK863，

K872-2，K877-2，K912-2 で 50% の

併算定が認められている。しかしながら，

K888-2子宮附属器腫瘍摘出術（腹腔鏡によ

るもの）では認められていない。臨床上，子

宮附属器腫瘍摘出術においても，癒着剥離を

要することがあり，手術に難渋することがあ

るため要望する。 （愛　媛）

６． 肥満患者における腹腔鏡下手術管理加算の新

設の要望

　　 【要望事項】高度肥満患者（BMI35以上）に

おける腹腔鏡下手術管理加算の新設の要望

　　 【要望理由】高度肥満患者（BMI35以上）に

対する腹腔鏡手術は種々のリスク（感染症，

深部静脈血栓症，末梢神経損傷，創部合併

症等）が増加することが知られている。これ

らに対応するため，腹腔鏡手術では様々な予

防策を講じながら手術を実施している。現在

の診療報酬においては麻酔手技に対して，麻

酔が困難な患者（高度肥満）に対する管理

加算が認められている。（イ　別に厚生労働

大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 

8300点（４）麻酔が困難な患者とは，以下

に掲げるものをいう）同様の管理加算を腹腔

鏡手術に対して要望する。 （愛　媛）
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令和５年度地域代表全国会議（Web併用会議）

Ⅰ．開会宣言

Ⅱ．地域代表紹介

Ⅲ．会長挨拶

Ⅳ．主要報告

　１．�出産費用の見える化，価格改定調査について

　２．出産費用の保険化について

　３．�第50回日本マススクリーニング学会（理事

会・学術集会）報告について

　４．�緊急避妊薬販売に係る環境整備のための調

査事業（モデル的調査研究）について

　５．�女性アスリート健康支援委員会産婦人科医

向け講習会について

　６．�妊産婦の自殺予防の動画について

　７．研修管理システム等のデジタル化について

　８．その他

Ⅴ．報告

　１．�第８回母と子のメンタルヘルスフォーラム

（三重県）の報告について

　２．�第45回日本産婦人科医会性教育指導セミ

ナー全国大会（静岡県）の報告について

　３．�第49回日本産婦人科医会学術集会（10月７・

８日石川県）の案内について

　４．�第９回母と子のメンタルヘルスフォーラム

（令和６年５月26日滋賀県）の案内について

　５．�第46回日本産婦人科医会性教育指導セミ

ナー全国大会（令和６年７月27・28日奈良

県）の案内について

　６．�新型コロナウイルス感染症に関する母性健

康管理措置の終了について

　７．�令和４年度決算における収支相償の解決策

について

　８．�こども家庭庁母子保健課からの産後ケアの

調査研究事業への協力依頼について

　９．�令和４年の支払基金の調査結果について

　10．�その他

Ⅵ．情報提供

　１．性教育関連事業について（日本助産師会）

　２．院内助産の定義について（日本看護協会）

Ⅶ．地域代表提出議題

Ⅷ．閉会宣言

日　時：令和５年９月17日㈰　13：00 〜 15：30
場　所：京王プラザホテル本館５階「コンコード」

愛媛県産婦人科医会　会長 横　山　幹　文
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令和５年度
全国医療安全担当者連絡会についての報告書

１．挨拶� 石渡�会長

２．偶発事例報告事業�【幹事　新垣　達也�先生】

　　386件　　78％産科　婦人科19％　不妊３％

　　�無痛分娩麻酔が直接４例；カテーテルの先端

消失（２件），腓骨神経麻痺，呼吸停止

　　�無痛分娩中産科的なもの15例（促進剤が関

与）；子宮破裂，吸引分娩による副損傷

　　�産科危機的出血増加；因子は体外受精　高齢

妊娠　双胎　肥満など

　　18例が紛争に発展の可能性あり

　　婦人科ではKA/SAの子宮穿孔

　　�今後偶発例はWEBにて直接施設から本部へ，

本部から各都道府県へ報告形態変更

３．無痛分娩JALAの現状

　　その①� 【常任理事　倉澤健太郎�先生】

　　�無痛分娩増加している都会では30％，地方で

も10％。欧米は病院集約で麻酔科が管理，日

本では50％が診療所で行われている。

　　�促進剤・吸引分娩増加し，それによる合併症

が間接的増加している。

　　�自費診療のため，関連学会がどこまでコミッ

トするか問題とあり，厚労省の意向をうけ

2023/4からJALAが情報を一元化して管理す

る方向となっている。

　　�JALAにおいて情報公開，スキルアップ，有

害事象検証，医院登録ならび管理者と担当者

に対する研修を行っている。

　　�現在の有害事象検証

　　�・�直接的な事象：高位麻酔・神経障害・カテー

テルトラブルが多い。

　　�・�計画無痛が今後問題となる　大量出血と羊

水塞栓　子宮破裂　局麻中毒が増加。

　　�・�安全性はオンデマンド＞計画無痛の可能性

あり，オンデマンドは医療側の時間的負担

は増えるが，患者のニーズには応えられる。

　　�・�レミフェンタニルによる呼吸抑制　心肺停

止例あり　この薬剤は麻酔科管理が必要

　　�今後の分娩の保険化に伴う問題：安全性の確

保　医学的適応？　選定医療となる可能性。

　　その②� 【幹事長　松田　秀雄�先生】

　　�「施設情報」を利用した無痛分娩施設に関す

る年次推移データの解析について

　　�日本産婦人科医会「施設情報」2018~2023年

報告分

　　�分娩に占める割合，2018年では5.2％，2023年

では11.6％に増加

　　�施行施設数　診療所＞病院，施行患者数は　

診療所＝病院，帝王切開率は無痛あり施設＝

日　時：2023年11月12日㈰　13：00 〜 16：00
場　所：Zoom併用　日本産婦人科医会会議室

愛媛県産婦人科医会　副会長 福　井　敬　介



126 愛媛県産婦人科医会報

無痛なし施設。

　　�東京を中心とする関東圏，岡山，熊本の割合

が高い

　　�NCPRの資格者は無痛あり施設　＞無痛なし

施設

　　�質疑応答から見えた今後の調査課題

　　�施行者は麻酔医か産科医か未調査，出血量の

調査が必要

　　�オンデマンド＞計画無痛　安全性の検討

４．母体安全への提言�2022

　　�その①　統計の解説

� 【医療安全委員　田中　博明�先生】

　　�妊産婦死亡数　一昨年36人から昨年44人と

増加

　　�直接的が多くなった　危機的産科的出血増加

自殺の割合も多い（実数は増えてない）

　　�子宮型羊水塞栓症の増加

　　�間接的は大動脈解離　頭蓋内出血など

　　�自殺　９例　昨年60％　精神合併　　精神科

最終受診から７日以内に多い

　　�死亡例の３分の１は高次病院搬送前に心停止

司法解剖多い。　

　　�司法解剖と病理解剖は結果とは必ずしも一致

しない。

　　�30％は病理剖検で原因解明できている　死亡

例は病理剖検推奨　

　　�AIは有効は万能ではないのでやはり病理解剖

が重要

　　その②　妊産婦重篤合併症報告の解説

� �【常務理事　長谷川潤一�先生】

　　�2021年から報告開始，どのように助かった

か？救命できた事例の集積

　　�2022年は９例の報告　肺塞栓症　周産期心筋

症　頭蓋内出血などがあった。

　　�少ないので報告収集方法を検討する余地あ

り。しかし報告書に時間が掛かる問題も。

　　�その③　提言の解説

� 【医療安全委員会委員　池田　智明�先生】

　　�社会復帰を目指すために「救命の連鎖」が重

視されており，以下の４つの要素が強調され

ている１）。

　　�１．心停止の予防　２．早期認識と通報　

　　３．一次救命処置

　　�（Basic� Life� Support：� BLS：心肺蘇生と�

Automated�External�Defibrillator：�AED）

４．�二次救命処置（Advanced�Life�Support：�ALS）

と集中治療

　　�著作権により下記267ページを参照のこと

　　�https：//www.jrc-cpr.org/wp-content/

uploads�/2022/07/JRC_0265-0277_Maternal.

pdf

　　�提言１　�心停止または呼吸停止に対する一

次救命処置（Basic�Life�Support：�

BLS）に習熟する

　　�提言２　�産科危機的出血での妊産婦死亡の増

加傾向を止めるために個人・組織

で策を講じる

　　�１）�日々の後産期出血の鑑別，母体急変の感

知・初期対応，止血アルゴリズムを徹底

する

　　２）�保存的止血の限界を認知し，開腹による

外科的止血術への移行をためらわない

　　３）�フィブリノゲン製剤を含めた正しい輸血

管理を行う

　　�提言３　�心大血管疾患原因の妊産婦死亡の

減少のために，「HEARTS」を実行
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する

　　　　　　�H：history�taking

　　　　　　　�家族歴・既往歴を十分聴取する

　　　　　　�EA：�early�detection

　　　　　　　�バイタル・身体所見の変化を早期

に捉える

　　　　　　�R：�risk�factors

　　　　　　　�妊産婦死亡に直結する心血管疾患

の危険因子を知る

　　　　　　�T：�timing�of�events

　　　　　　　�妊産婦死亡に直結する心血管疾

患の危険因子を知る

　　　　　　　�周産期の心大血管合併症の好発時

期を知る

　　　　　　�S：�symptoms

　　　　　　　�息切れなどの症状を「正常の範疇」

と決めつけない

　　�提言４　�妊産婦の自殺に対して従来からの

ハイリスクアプローチに加えて，ポ

ピュレーション�アプローチを積極

的に行う

　　�提言５　�卵子提供による妊娠では，妊娠高血

圧症候群などの妊娠合併症が高率に

生じるため，既往歴についても十分

に聴取して厳重に周産期管理する

５．�「産科危機的出血による妊産婦死亡の再増加

の検証」� 【常務理事　長谷川潤一】

　　�近年の産科危機的出血による妊産婦死亡の増

加要因と対策

　　�◦分娩後のよくある産科危機的出血の事例

　　◦子宮破裂や癒着胎盤など難しい事例

　　�対策

　　�ａ．�日々の後産期出血の鑑別，母体急変の感

知・初期対応，止血アルゴリズムを徹底

する

　　�ｂ．�保存的止血の限界を認知し，開腹による

外科的止血術への移行をためらわない

　　�ｃ．�フィブリノゲン製剤を含めた正しい輸血

管理を再確認する

　　�ｄ．�社会的背景による産科医療の医療安全の

脆弱化へ対応する

　　�→ポイント

　　　�ハイリスク母体の増加，働き方改革，若手

の経験数などが課題

　　　�子宮内バルーンやUAEは保存的治療でし

かない。輸血もしかり。

　　　�放射線科の先生に遠慮せず，開腹判断を

　　　�ATや開腹止血できるスキルはあるか？

６．�都道府県産婦人科医会からの提出議題・そ

の他

　　�その他� 【常務理事　長谷川潤一】

　　�令和５年度版自殺対策白書（厚労省）の中で

初めて妊産婦関連のデータが公開。

まとめ

妊娠中は20才代，未婚が多く，自殺理由は交際関

係。自傷行為者に多い

産後は30才代，既婚が多く，自殺理由は家庭問題。

精神科受診から１週間内に自殺しているケースが

多い。

精神科へのアプローチへのあり方については検討

余地あり。
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産後は30才代、既婚が多く、自殺理由は家庭問題。 

精神科受診から1週間内に自殺しているケースが多い。 

精神科へのアプローチへのあり方については検討余地あり。 

 

　 

 

産後は30才代、既婚が多く、自殺理由は家庭問題。 

精神科受診から1週間内に自殺しているケースが多い。 

精神科へのアプローチへのあり方については検討余地あり。 
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令和５年度家族計画・母体保護法指導者講習会

１．開会（13：00） 

� 司会：渡辺　弘司（日本医師会常任理事）

２．挨拶（13：00 〜 13：10）

　　日本医師会

　　こども家庭庁

　　日本産婦人科医会

３．講演（13：10〜 15：30）

� 座長：渡辺　弘司（日本医師会常任理事）

　テーマ「新たな潮流のなかで母体保護法

 指定医師が取り組むべきこと」

　⑴経口中絶薬治療の導入と運用に関する課題

 50分

　　石谷　　健

　　　�（日本産婦人科医会常務理事／医療法人社団

こうかん会日本鋼管病院産婦人科部長）

　⑵刑法・刑事訴訟法一部改正の解説� 40分

　　水谷　　歩

　　　（日医総研主任研究員／弁護士）

　⑶総括および日医モデルの改定に向けて� 30分

　　落合　和彦�

　　　�（日医母体保護法に関するWG委員長／東京

都医師会理事）

　⑷�指定発言－行政の立場から（母子保健行政の最

近の動向）� 20分

　　木庭　　愛

　　　（こども家庭庁成育局母子保健課長）

４．閉会（15：30）

日　時：令和5年12月2日㈯　13：00 〜 15：30
場　所：日本医師会館（オンライン開催）

愛媛県産婦人科医会　会長 横　山　幹　文
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令和５年度母体保護法に関する実務者全国会議の報告

愛媛県母体保護法指定医師認定審査委員
愛媛県産婦人科医会　常任理事 武　田　康　成

　令和６年３月21日㈭19時

から21時にZOOMによる上

記会議が開催されました。

下記の３題で報告，討論が

行われました。

１．経口中絶薬の現状，その運用

� 日本産婦人科医会常務理事　石谷　　健

２．�刑法の一部改正に伴う，母体保護法上の運用

に関して

� 日本産婦人科医会常務理事　宮崎亮一郎

３．母体保護法に関するＱ＆Ａ

� 日本産婦人科医会常務理事　高瀬　幸子

大事な点を報告します。

１．経口中絶薬の現状，その運用

　�　日本でも経口中絶薬による人工妊娠中絶が行

われるようになりましたが，令和５年５月から

11月に実施医療機関82施設にアンケートを行っ

たところ，副作用が11例14件報告されまたが，

いずれも添付文書の使用上の注意から予測でき

る非重篤な副作用で，重篤な有害事象は報告さ

れませんでした。大きな問題なく，順調に施行

されています。今後，使用症例が増えていくと

思われますが，海外では重篤な有害事象が報告

されており，今後も慎重に注意して行う必要が

あります。現在無床診療所では行えませんが，

将来の適応拡大を議論するため，医会の経口妊

娠中絶薬の実態調査には協力してほしいとのこ

とです。

２．�刑法の一部改正に伴う，母体保護法の運用に

関して

　�　性交同意年齢が16歳となりました。15歳以下

の妊娠というだけで警察に通報する義務はあり

ませんが，慎重に対処する必要があります。問

診の過程で不同意性交と判断されるとき，被害

者の受け止め方によっては，絶対に秘密にして

おきたい可能性もあります。また通報によって

は加害者側の不利益を引き起こす可能性（被害

者の申告が事実と異なる）があります。個人情

報保護の点もあり，被害者の同意を得て通報し

てください。全て警察等に報告の義務はありま

せん。しかし父娘間の性交事例は児童相談所ま

たは福祉事務所に通告，ドメスティックバイオ

レンス（体に明らかに暴行を受けた跡がある）

ときは，警察に通報が必要です。

３．母体保護法に関するQ＆A

　�　中期中絶での処置の着手は22週未満ですが娩

出が22週を超えた場合，死産証書に記載する週

数は，中絶処置を着手した日です。児が娩出し

た日ではありません。
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　�　同意書には，患者本人と配偶者の記入が原則

必要ですが，配偶者がDV等で同意を得ること

が不可能な場合，配偶者覧に記載がなくても中

絶手術はできます。ただし，カルテに同意が得

られない理由をきちんと詳細に記載しておくこ

とが必要です。

　�　中絶時の準備，注意事項，処置後の避妊指

導は重要ですが，最近は英語以外の様々な言語

を話す外国人が多く，対応に苦労する状況があ

ります。中絶や避妊についての指導用資料を多

言語で作成する必要がありますが，多文化医療

サービス研究会（RASC　ラスク）のHP（https：

//rasc.jp）にある教材が，今のところいいと思

いますので，ダウンロードして活用の一つにし

てください。

　�　母体保護法指定医の審査は各都道府県の医

師会で行います。一度母体保護法指定医師の資

格を得ても，他施設，他県に移動すると，県医

師会で審査を受けますが，短時間で審査と指定

ができるようにしてほしいという要望がありま

した。

　�　医師会に属さない医師が，母体保護法指定医

の申請が徐々に増えています。都道府県医師会

が審査するため，会費や審査料が医師会員より

当然高くなりますが，各県で差があります。ま

た，医師会に属さない医師が母体保護法関連で

問題が生じたときは，任命した医師会に責任が

生じる可能性があります。このあたりも今後検

討していく必要があります。
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周産期メンタルヘルスケア都道府県担当者連絡会

１．母と子のメンタルヘルスケア研修会

＃12：50　開会挨拶

　　　　　日本産婦人科医会常務理事

＃13：00　講　　演

　　　　　�「妊産婦のアタッチメントに着目した

メンタルヘルスケア」�

　　　　　�〜「情緒的サポート」の意味と「傾聴

と共感」の意義〜

　　　　　�メンタルクリニックあいりす院長

� 吉田　敬子�先生

＃13：45　（休憩）

＃13：55　�傾聴と共感のロールプレイ（全員参加）�

九州大学子どものこころに診療部

� 特任准教授　山下　　洋�先生

＃14：40　（休憩）�

＃14：50　事例検討（グループワーク）

　　　　　九州大学子どものこころの診療部

� 特任准教授　山下　　洋�先生

＃16：20　総　　括

　　　　　九州大学子どものこころの診療部

� 特任准教授　山下　　洋�先生

＃16：30　閉会挨拶

　　　　　日本産婦人科医会常務理事

２．都道府県担当者連絡会（WEBWEB）

＃16：40 〜 17：20

日　時：令和６年１月20日㈯　12：50 〜
場　所：オンライン開催（ZOOM）

愛媛県産婦人科医会　会長 横　山　幹　文
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令和５年度全国医業推進担当者伝達講習会要旨報告

１．開会の辞

２．石渡会長挨拶

　　�はたらき方改革　分娩費みえる化　分娩保険

化（検討委員会議論開始している）

　　�不妊保険化影響　避妊薬OCT　性教育推進

（性交同意年齢16才となり教育）　産科医療保

障（適応外救済事業発足）

　　�経口中絶薬（重篤副作用なし）

３．福嶋常務理事挨拶

４．＜特別講演１＞

　　�「人のクセを理解するための行動経済学・ナッ

ジ入門」

　　�講演者：�原　広司�先生（横浜市立大学国際

商学部　准教授）

　　・�行動経済学？

　　　�人間の行動クセを明らかにして経済に影響

するかを研究

　　・�ナッジとは？

　　　�さりげなくきっかけを与えて自発的に行動

するように導くこと

　　　�（例えばピアノのように音の鳴る階段，落

下音のするゴミ箱，真実の口の消毒液噴霧）

　　・�ヒューリスティックとは？

　　　�直感的，経験的に簡単迅速に思考すること

　　・�思い込みによる合理的でなくなる現象がお

こる→「ギャンブラーの誤り」一度出た数

字は選ばない

　　・�利用可能性ヒューリスティック？

　　　�思い出しやすいことを優先的に考える　メ

ディアやウェブ情報

　　・�係留のヒューリスティック？

　　　�先にいわれた数字に引っ張られて判断する

値段のふっかけから安くされると買う

　　・�フレーミング？

　　　�対策を考える時に同じことでも利得局面と

損失局面で選び方が変わる

　　　リスク回避的　�600人中200人助かる治療＞

1/3の確立で600人助かり，

2/3で１人も助からない

　　　　　　　　　　前者の治療を選択

　　　リスク愛好的　�600人中400人死亡する治療

＜1/3で１人も死亡しない

が2/3の確率で600人死亡

　　　　　　　　　　後者の治療を選択

　　・時間割引率？

　　　�同じことでも待つ時間への価値が影響する

　　・プロスペクト理論

日　時：令和６年３月24日㈰　10：00 〜 13：00
場　所：日本産婦人科医会会議室・WEB開催（Zoom形式）

副会長 福　井　敬　介
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　　　�低い確率は高く見積もり，高い確率は低く

見積もる傾向がある　同じ価値でももらっ

た方が失った方が影響が多い

　　・�先に千円もらって頑張るほうがよい＞働い

て千円もらって頑張るより

　　・ナッジを活用したフレームワーク行動

　　　�メッセンジャーがだれか？　インセンティ

ブ重要　社会罰（みんながどうしてるか）

　　　�デフォルト重要（意思表示者の割合はオプ

トイン臓器提供する意思表示＜オプトアウ

ト臓器適用しない意思表示）

　　　�宣言契約など９因子が人間の行動に影響を

及ぼす。

　　・�医療分野のナッジ

　　　�大腸癌検診率を上昇させるナッジ

　　　�今年受けた人は来年度検査キットおくると

表示した受診率　＜　今年受ない人は来年

度検査キット送りませんとした受診率

　　　�HPVワクチン接種への誘導へのヒントとな

るかも（私見）

　　・�ハマスタディー

　　　�都市型少子化要因の研究性別平等出生率下

がる　家庭内平等出生率挙げる

　　　�子供数に影響するのは　夫婦フルタイムで

仕事していた場合　家事時間＞育児時間家

事の軽減。分担が大事

５．＜特別講演２＞

　　�「厚生労働省からみた最近の産婦人科医療の

課　題：医師の働き方改革について」

　　�講演者：�藤川　葵�先生（厚生労働省　技官

臨床の現場出身）

　　�昨年10月から産科施設にアンケート

　　�・なぜ　働き方改革？

　　　�団塊ジュニア2040年生産人口16.6％急減　

女性・高齢者・外国人労働投入

　　�・�24時間はたらけますか？は古い　

　　　�意識改革長時間労働を下げると労働生産性

があがる。

　　�・�もともと医療にはあわない？

　　　�医療含む４業種（建設　運輸など）　2019

年から５年猶予検討

　　�・�一族経営の場合は労基に相談し，適応外に

なる場合あり。

　　�・�宿日直許可あると病院にいても業務以外は

労務時間とならない。報酬は社労士に相談

のこと。

　　�・�オンコールは労働時間か？

　　　�頻度　迅速到着が義務か　活動制限による

　　�・�大学等における研鑽は？

　　　�新しい治療や新薬は労働時間，そのほか

グレーな部分は上司と円滑なコミニュケー

ションを留意

　　�・�36協定はすべてで結ぶこと

　　�・�BC水準は今後下げていく予定

　　　�都道府県　医師会評価センター公開　行政

指定と後悔

　　�・�医療法内に設定

　　　�労働基準法で上限時間，医療法（保健所管

轄）　面接指導義務（100時間を超えた場合，

見込みの場合）・インターバル

　　�・�面接指導

　　　�管理者は面接できない　別の医師でないと

できない

　　�・�ハラスメントの窓口設置はすべての事業所

で義務

　　�・�子の看護休暇５日

　　　�親の介護休暇５日も活用
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　　�・�全国産科医療機関アンケート結果（影響）

　　　�規模縮小する457　なし6869　影響あり132

なし77　改革後も年間1860時間超える　

１人

　　　�人員引き上げられる施設49（ない袖はふれ

ない）　21は地域に影響と回答

６．連絡・協議� ［座長：角田　隆委員長］

　　１）�出産費用の見える化の状況報告と加速す

る超少子化への備え　

� 福嶋恒太郎�常務理事

　　　　�厚労省　田倉班による見える化の効果評

価と同時に妊婦健診の標準化の検討

　　　　�令和６年度診療報酬改定　賃上げによる

再診料加算　私費による賃上げ原資確保

も可能だが留意点

　　　　�10月にアンケート　変更は可能　　厚労

省のHP公開は４月には始まらない予定

　　２）�不妊治療保険適用による診療環境の変

化-アンケート調査結果報告

� 松本　和紀�委員

　　　　�一般不妊施設　1165施設　初診変化なし

年齢変化なし　タイミング変化なし　人

工減少30％　減少率は30％以上　　収益

1-2％増加

　　　　�ART施設　182施設　初診増加　若年化

タイミング変化なし　　人工変化なし　

収益５％以上減少　ART若年化51％

　　　　�ARTへのステップアップ早くなった66％

採卵回数増加44％　採卵若年化47％　　

自費診療は５％を占める施設が多い

　　　　�保険査定　超音波回数が多い　　

　　　　�算定の要望　超音波可能回数増加　一般

治療施設でのAMHの算定可能に　精子

凍結保存料の算定など

　　３）�緊急避妊薬のスイッチ�OTC�化の検討状

況について

　　　　�亀井美和子先生（帝京平成大学薬学部教

授・日本薬剤師会常務理事）

　　　　�全国150施設　各県１モデル　東京，大

阪，神奈川は２モデル

　　　　�16才以上（性交同意年齢以上と法律が変

更となった）中間報告2024/3/31　最終

報告2025/3/31の予定

　　　　�評価・検討すべき課題

　　　　�週末や深夜等医療機関の診療時間外の販

売件数・UPSIから処方までの時間

　　　　�◦�72時間以内の服用による妊娠阻止効果

は84%（Lancet,�2002）

　　　　�◦�Fertile�windowにおけるUPSIでは，LH

サージ前（卵胞が�14-17mm）であれ

ば排卵を96%遅延または抑止させるが，�

LH�surgeが始まると排卵遅延効果は得

られない。

　　　　確実な服薬指導

　　　　�◦�EC後のUPSIを阻止することが効果に

影響。EC後の同周期のUPSIにより妊

娠するリスクは３倍。（Cochrane�DB,�

2012）

　　　　�◦�ECのアクセス向上は，EC使用数を

増やすことにはつながるが，Public�

health� intervention（中絶率低下）に

は寄与しない。（ESHRE,�2015）

　　　　�◦�EC後に確実な避妊法の選択につなげ

ることが重要。（性交時の使用で１年

間に妊娠するリスク：Yuzpe法35%以

上，LNG法20%，COC ８%，IUS １%

未満）
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　　　　�◦�英国の研究では，確実な避妊法に関す

る情報提供をしていない薬局が半数以

上。（BPCでの処方時に説明義務が課

されている）

　　　　�転売・悪用防止（面前服用），既に妊娠

しているものの除外�産婦人科との確実

な連携

　　　　�◦�「販売不可」の取り扱い

　　　　�◦�本人確認ができない場合，本人以外が

来局した場合，面前で服用できないと

申し出た場合（オンライン診療での調

剤に準じる）

　　　　�◦�16歳未満の処方希望者（対象外）

　　　　�◦�研修修了薬剤師不在の場合

　　　　�◦�チェックリストで妊娠をRule�outでき

るか

　　　　�◦�連携医療機関の確保と顔の見える関係

　　　　�◦�受診のハードルを下げられるのか（未

成年者の医療同意問題など）

　　４）総合討論・質疑応答

　　　　�不妊保険において超音波の回数制限は増

やせないか。

７．閉会の辞
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公益社団法人日本産婦人科医会
第101回総会（臨時）（Web併用会議）

１．仮議長選出

２．開会宣言

３．議長，副議長選出

４．会長挨拶

５．物故会員慰霊

６．水子慰霊

７．議事

　　第１号議案　名誉会員の推薦（案）に関する件

　　第２号議案　特別会員の推薦（案）に関する件

　　第３号議案　�令和６年度会費減免申請者（案）

に関する件

８．主要報告

　⑴令和６年度事業計画について

　⑵令和６年度収支予算について

　⑶出産費用の見える化について

　⑷出産費用の保険化について

　⑸�分娩費用等の拙速な保険化議論に反対する要

望書提出について

　⑹�開業・承継から10年未満及び開業準備中の産

科有床診療所支援プロジェクト委員会からの

答申について

　⑺多胎減数手術に関する問い合わせについて

　⑻�子宮頸がん検診のあり方についての調査報告

について

　⑼�HＴＬＶ- １スクリーニング検査（PA法）の

終了に伴う妊婦健康診査助成についての注意

喚起について

　⑽医会情報システムの刷新について

　⑾能登半島地震の被害と支援について

　⑿妊婦に接種するRSウイルスワクチンについて

　⒀その他

９．報告

　⑴顧問の辞任について

　⑵�令和５年度日本産婦人科医会補正予算について

　⑶�公益社団法人日本産科婦人科学会（加藤聖

子理事長他）からの第18回産婦人科サマース

クール（８月24・25日大阪府）について

　⑷幹事の職務分担の変更について

　⑸その他

10．代議員提出議題

11．その他

12．閉会宣言

※休憩時

　�第９回母と子のメンタルヘルスフォーラム（滋

賀県５月26日）ご案内

　�第46回日本産婦人科医会性教育指導セミナー全

国大会（奈良県７月28日）ご案内

　�第50回日本産婦人科医会学術集会（大分県10月

５・６日）ご案内

日　時：令和６年３月10日㈰　11：00 〜 16：00
場　所：京王プラザホテル南館５階「エミネンスホール」

愛媛県産婦人科医会　会長 横　山　幹　文
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公益社団法人日本産婦人科医会
第102回総会（定時）（Web併用会議）

１．仮議長選出

２．開会宣言

３．議長，副議長選出

４．会長挨拶

５．報告

　⑴令和５年度事業報告について

　⑵各都道府県地域代表について

　⑶日本産婦人科医会会員ポータルについて

　⑷�地域における産科診療施設の事業継続見込み

に関する調査について

　⑸その他

６．議事

　　第１号議案　令和５年度決算（案）に関する件

　　第２号議案　特別会員の推薦（案）に関する件

　　第３号議案　�令和６年度会費減免申請者（案）

に関する件

７．主要報告

　⑴分娩費用の保険化について

　⑵出産費用の見える化について

　⑶�妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策

等に関する検討会の設置について

　⑷令和６年度診療報酬改定について

　⑸�令和６年度診療報酬改定における医療従事者

の賃上げへの対応について

　　（注意喚起）の発出について

　⑹妊婦に接種するRSウイルスワクチンについて

　⑺その他

８．代議員提出議題

９．その他

10．閉会宣言

※休憩時

　�第46回日本産婦人科医会性教育指導セミナー全

国大会（奈良県７月28日）ご案内

　�第50回日本産婦人科医会学術集会（大分県10月５・

６日）ご案内

　�第10回母と子のメンタルヘルスフォーラム（東京

都令和７年５月11日）ご案内

日　時：令和６年６月９日㈰　11：00 〜 14：25
場　所：京王プラザホテル南館５階「エミネンスホール」

愛媛県産婦人科医会　会長 横　山　幹　文
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松山産婦人科医会　幹事 古　谷　公　一

松山産婦人科医会　活動報告

　松山産婦人科医会は，松

山市とその周辺地域の会員

にて構成されています。令

和６年４月現在，開業会員

16名，勤務会員45名，合計

61名の会員に参加していた

だいております。会長矢野浩史（矢野産婦人科）

の元，月例会の開催，メーリングリストでの情報

交換，看護学校への講師派遣，新聞や地域情報誌

への医学記事執筆など地域医療に貢献できるよう

会員一同，努めています。

　月例会は，毎月最終水曜日に開催されておりま

す。藤岡徹（松山赤十字病院），松元隆（愛媛大学），

竹原和宏（四国がんセンター），阿部恵美子（愛

媛県立中央病院），が講演担当幹事となり，第一

線で活躍されている先生を招聘し，貴重なお話を

していただいております。最新の医療を学べる機

会であり，毎回大変有意義な会になっております。

また担当理事より松山市医師会および愛媛県医師

会からの最新の情報提供をいただいております。

　平成２年２月〜４月に新型コロナ感染拡大のた

め対面での講演会が中止となったことをきっかけ

として，関係各位のご協力によりリモートで講演

会として再開。令和４年４月からは愛媛県産婦人

科医会と共催となり，愛媛県全県の先生方にも

御参加いただけるようになり，毎月ご案内をさせ

ていただいております。仕事終了後にご自宅から，

もしくは勤務中職場から視聴していただく先生も

おられ，参加者は格段に増えております。お忙し

いとは思いますが，是非ご参加ください。

　令和５年度に開催した月例会の演題と講師を掲

載いたします。

　2023年４月26日㈬�

　　講演　�「産婦人科医師が知って得するC型肝

炎治療の進歩，B型肝炎再活性化」

　　講師　愛媛県立中央病院消化器内科主任部長

� 平岡　　淳　先生

　2023年５月31日㈬

　　講演　�「子宮内膜症・子宮腺筋症の治療

　　　　　〜症例経験を中心に〜」

　　講師　高知大学医学部産科婦人科学講座

　　　　　准教授

� 泉谷　知明　先生

　2023年６月28日㈬

　　講演　�「外来で必ず役立つ便秘のエビデンス

とその治療のコツ」

　　講師　愛媛大学総合健康センター　教授

� 古川　慎哉　先生

地区だより地区だより
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　2023年７月26日㈬　

　　講演　�「温故知新　私が志した漢方医学の魅力　

〜有用処方と勉強法の秘訣を踏まえて〜」

　　講師　名古屋大学大学院医学系研究科

　　　　　産婦人科学　教授

� 梶山　広明　先生

　2023年９月27日㈬

　　講演　�「重症先天性心疾患の出生前診断と出

生後スクリーニング」

　　講師　愛媛大学医学部

　　　　　地域小児医療保健学講座　准教授

� 太田　雅明　先生

　2023年10月25日㈬

　　講演　「当院における貧血治療」

　　講師　愛媛大学医学部　産科婦人科学講座　

� 内倉　友香　先生

　2023年11月29日㈬

　　講演　�「不妊と漢方　〜生殖補助医療時代に

おいて漢方ができること〜」

　　講師　Naoko女性クリニック　院長　

� 高宮城直子　先生

　2024年１月13日㈯

　　特別講演　「生殖well-beingの実現に向けて」

　　講師　慶應義塾大学名誉教授

� 吉村　泰典　先生

　2024年２月28日㈬

　　講演　�「医療機関と大規模災害　〜周産期医

療を守るために〜」

　　講師　愛媛県立中央病院　救命救急センター

　　　　　センター長

� 馬越　健介　先生

　2024年３月27日㈬

　　講演　「PMS・PMDD　〜代替医療の可能性」

　　講師　近畿大学東洋医学研究所　所長・教授

� 武田　　卓　先生
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病院めぐり病院めぐり

愛媛県立新居浜病院

　当院は，昭和28年にスタートして以来，今年で，

72周年目を迎えています。

　地域から信頼され，必要とされる病院を目指し，

地域に無くてはならない東予地域の中核病院とし

て，2023年２月１日に，グランドオープンしました。

　広々と整備された駐車場の奥には，地上６階建

の診療棟が新築されています。南には山々の景色

が広がり，解放感にあふれています。

　診療棟の外観は県産木材を多用することで温

かみや親しみやすさを感じられるようなデザイン

になっており，208床ある病室内は，内装に木材

を使用した落ち着いた雰囲気です。また，路線バ

スが診療棟の正面まで乗り入れできるようになり，

利便性が向上しました。

　救急，災害医療における迅速性，安全性の高い

病院として，災害拠点病院機能も強化されました。

南海トラフ地震の発生に備えた免震構造になって

おり，停電・断水を伴う大規模災害時においても

最低３日間は必要な病院機能が維持できます。ま

た，屋上にはヘリポートも設置されています。

　４階部分は，分娩室，NICU，GCU等を集約し

た周産期フロアとし，小児周産期医療が効率的に

行える体制をとっており，地域周産期母子医療セ

ンター機能が強化されました。病床数は，新生児

愛媛県立新居浜病院　産婦人科 矢　野　直　樹

愛媛県立新居浜病院
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治療室NICU６床，GCU６床と，一般小児24床（個

室７床）の計36床，更に，病棟の反対側に１床あり，

合計37床です。産科病床は24床となっています。

　思えば，17年前，東予の周産期医療を守る為に，

村上隆浩先生と私が中心となり，当院に産婦人科

を新設し，病棟診療を開始しました。まず，約半

年かけて分娩に関する手順や取り決めを作りまし

た。産婦人科病棟が無いため，入院や手術は，外

科病棟を借りて行いました。婦人科の診察を行い

ながら，県立伊予三島病院まで，内診台や，分娩

や手術に関わる物品など使われなくなったものを

探しに行き，再利用しました。県立伊予三島病院

に残っていた内診台は，2023年に当院がグランド

オープンするまでは，当院救急外来で活用されて

いました。

　その後，次第に分娩件数は増えていき，現在は，

年間400件以上になりました。

　そのうち，紹介患者は約半数です。東予地域の

産婦人科医からの紹介や，母体搬送も増えて，平

成23年４月には，地域周産期母子医療センターに

認定されました。

　病棟診療と同時に，当直24時間体制をとり，紹

介患者を断らない，安全で信頼される医療，協力

し合う医療を信条としています。現在は，産婦人

科医師は６人で，そのうち，４人は女性医師です。

緊急母体搬送の症例が多く，帝王切開が４割以上

を占めています。また，当院から県立中央病院等

への母体搬送は年間約30例です。24時間母子同室

で母乳育児支援を行っています。

　医師（産科・小児科・麻酔科），助産師，薬剤師が，

それぞれの特性を生かしたチーム医療で，安全・

安心なお産を目指し，取り組んでいます

　県立中央病院総合周産期母子医療センター，愛

媛大学医学部附属病院からの強力なサポートをい

ただき，また，県医師会の皆様には大変お世話に

なりまして，ここまで参りました。今後も，皆様

のお力をお借り致しますが，地域の病院とも連携

致しまして，理想とする診療を構築して参りたい

と考えています。

　東予地域の人々が子孫を残し続ける限り，当病

院が地域の期待に応えて永続していけるよう，そ

の基盤を固めて参ります。

　そして，私の生まれ故郷であり，お世話になり

ましたここ新居浜市に，御恩返しができるようこ

れからも頑張って参ります。
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第45回（令和６年度）
日産婦医会全国医療保険担当者連絡会報告

１．挨拶

　　⑴会長（石渡会長）

　　⑵担当常務理事（谷川原常務理事）

　　⑶�日本産婦人科医会医療保険委員会委員長

（藤間委員長）

　　⑷�日本産科婦人科学会社会保険委員会委員長

（永瀬委員）：欠席

２．報告事項

　　⑴�日医診療報酬検討委員会（宮崎常務理事）：

2023年12月以降今回までに開かれていな

い。白本を参考に検討したい。今回の改�

定にする意見を聴取して日医診療報酬検討

委員会へ挙げる予定であるので，意見を出

していただきたい。

　　⑵�日医疑義解釈委員会委員（西井委員）：供

給停止医療材料について調査・周知が不十

分で突然厚労省からの通知が発出されるこ

とが問題点として挙げられた。これを改善

するため周知を事前にするようにと，厚労

省から通知が発出される予定となったこと

が報告された。

　　⑶�内保連（藤間先生）：内保連社員総会の内

容から以下の事項が報告された。

　　　�　令和６年度の事業計画，令和８年度の診

療報酬改定作業のスケジュールが示され

た。三保連合同シンポジウムの開催は，次

回内保連が担当となる。また報告事項とし

て診療報酬改定では血液採取・静脈が３店

増点になった点，AMHの測定が一般不妊

治療でも保険算定可能となったこと等が示

された。�

　　⑷外保連：�

　　　�実務・処置（宮﨑常務理事）

　　　⇒�絨毛染色体について増点されたが，現状

ではDPCでは算定できない。この矛盾を

改正するため次回診療報酬改定に向けて

要望を出すこととしている。また免疫染

色，血液型不適合妊娠のグロブリンにつ

いても要望を出す予定であると報告さ

れた。

　　　�検査（前村副幹事長）⇒�次回以降エジンバ

ラを申請したい

　　　手術（林幹事）⇒特になし

　　　内視鏡（前村副幹事長）⇒特になし

日時：令和６年５月19日㈰　13：00 〜 16：00
場所：京王プラザホテル「スターライト」/ WEB（ZOOM）併用

愛媛県産婦人科医会　常任理事 近　藤　裕　司

社保だより社保だより
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３．連絡・協議事項

　　⑴�中央情勢報告（谷川原/福嶋両常務理事）：

谷川原常務理事より時間外労働の特例水準

申請施設数，医師数推移，人口に対する医

師数等を含め報告があった。引き続き福嶋

常務理事より出産費用をめぐる動きについ

て説明があった。

　　⑵�令和６年度４月診療報酬改定のポイントと

運用について（谷川原常務理事）：令和６

年度診療報酬改定ではプラス改定ではあっ

たがベースアップに資する部分がほとんど

であった。その他，賃上げのイメージ，薬

剤の長期収載品について選定療養の仕組み

導入，書面掲示のデジタル化（ウェブサイ

トへの掲載）の義務化，産婦人科関連の変

更点等が解説された。また，入院料等の算

定に，GRIM基準を用いた栄養評価，人生

の最終段階における適切な意思決定支援に

関する指針の作成，身体的拘束を最小化す

る体制の整備が要件として加わったことも

示された。さらに，産婦人科医療機関にお

いては私費診療の部分が多く，保険部分の

収入増ではベースアップ分が賄えない。こ

のため厚労省に確認したところ，私費の診

療部分を増額しても良いと回答を得られて

いる。増額に際して患者への十分な説明が

必要である。このことは医会からの通知や

Webページにて発出していると示された。

　　⑶�令和５年度ブロック医療保険協議会質疑事

項について

　　　各ブロックより以下の報告があった。

　　　北海道ブロック（前村副幹事長）

　　　　�生殖補助医療におけるクロミフェンの長

期投与等について

　　　　【回答】�基本的に認められている処方日

数で考える。

　　　東北ブロック（林幹事）

　　　　腫瘍マーカーの転帰記載後再検査について

　　　　【回答】転帰から３か月程度の間隔が必要

　　　関東ブロック（宮国幹事）

　　　　�人工授精や採卵術当日のホルモン注射で

の手技料について

　　　　【回答】�手術に含まれるので不可。ただし，

人工授精に関しては手術と直接

関係ないので可。

　　　北陸ブロック（宮﨑常務理事）

　　　　�ペムブロリズマブ製剤等使用時のTSH　

FT3�FT4�ACTH�血中コルチゾール等の

測定について

　　　　【回答】�その度ごとではなく月１回程度。

病名は必要

　　　東海ブロック（水本幹事）

　　　　�男性因子不妊で女性が入院する際の病名

について

　　　　【回答】�不妊症治療が行われるのは女性

に対してなので，女性の不妊症

病名で行うほうが混乱をきたさ

ない。

　　　近畿ブロック（永石幹事）

　　　　�排卵障害の難治症例に対する用法用量以

上の投薬について

　　　　【回答】�基本的には添付文書の用法用量

通りになります。

　　　中国ブロック：（福嶋常務理事）

　　　　胚移植当日の注射実施料の算定について

　　　　【回答】�手術に対する注射ではないので

算定を認めたい。

　　　四国ブロック：（宮国幹事）
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　　　　�生殖補助医療開始後に43歳に到達した場

合の算定について

　　　【回答】�１個の胚移植のみ保険算定。残り

は保険外診療。

　　　九州ブロック（谷川原常務理事）

　　　　�子宮体癌における進行期に応じた縮小手

術を施行した場合の算定

　　　　【回答】�開腹手術の場合，子宮体癌の病

名があり骨盤リンパ節生検を実

施している，または触診でリン

パ節転移の検索が十分に行われ

ていることが確認できれば算定

可と考えます。

　　　�　各ブロックからの報告の後，本部回答に

対する質問や回答が活発に行われた。

　　　�　さらに，本部より，①ブロック協議会か

らの提出議題について精査し重複を可能で

あれば省いていただく，②ブロック協議会

後一般会員に対して情報を共有していただ

く，以上２点の依頼があった。

　　⑷その他

４．�各都道府県産婦人科医会医療保険担当者提出

議題

＜高知＞

01．�子宮がん検診は　細胞診からHPV検診に移行

するようであるがHPVコストは保険請求でき

ますか

　　【回答】�HPV核酸検出・HPVジェノタイプ判

定について，算定要件はこれまで通

りです。変更されていません。

＜大分＞

01．�瘢根部妊娠等で大出血が予測されるため塞栓

術を行ったうえで流産手術を行った場合の塞

栓術は予防処置とみなされ算定はできないと

思われますが，分娩後大出血の時，血管塞栓

術後に子宮摘出を行った場合の請求は認めら

れますか？

　　【回答】�ご提示いただいた通り，予防処置に

対する算定は認められません。一方，

分娩後大量出血の場合は，外傷によ

る大量出血として血管塞栓術の算定

を認めます。さらに子宮摘出を行っ

た場合も認められます。

02．�多嚢胞卵巣の調節卵巣刺激周期前に，糖尿病

前状態・耐糖能異常・インスリン抵抗性を見

るために，OGTTまで算定してくる医療機関

があるが，認められるか？

　　【回答】�薬物療法を行うために認める方向で

考えています。傾向的な場合は詳記

を求める等の対応をお願いします。

03．�出血傾向や凝固異常の病名でPT，APTT，

FDP，D-ダイマー等の請求をしてくる施設が

あるが如何なものか？

　　【回答】�術前の凝固機能検査では，支払い基

金がFDPまたはD-ダイマー等に関し

て，妊娠中は止むを得ないが，ルー

チン検査としては認めないと指摘し

ています。

　　　　　 �ご提示のような場合，傾向的な場合

は認められません。
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おぎゃー献金おぎゃー献金

献金担当理事 坂　田　圭　司

おぎゃー献金だより（令和５年度）

　献金担当理事の坂田です。

令和５年度おぎゃー献金の

報告をさせていただきます。

日頃はおぎゃー献金にご協

力いただきありがとうござ

います。

　コロナ禍は５類に変更され落ち着きをみせてい

るようですが，愛媛県各地の少子化の影響もあり，

本年度のおぎゃー献金額は大幅な減額を予測し

ていました。しかし，会員の皆様の後押しもあり，

昨秋から年末にかけて，会員に献金推進のための

経過情報を逐次報告，皆様のご理解・ご協力を得

て，12月末には前年度には及ばずながら200万円

超えを達成することができました。2022（令和４）

年度と2023（令和５）年度との各市長村別献金額

は下記の通りです。

　ご覧の通り僅かに減少していますが，出生数と

の相対比較では皆様のご協力のお陰をもちまして

トータルで増加しております。５万円以上の献金

が，個人で10名，施設で２施設でした。２万円以

上の献金は，個人で13名，施設で３施設ありました。

愛媛県市町村別おぎゃー献金金額

　 令和４年度 令和５年度 増�減
四 国 中 央 市 10,000円 10,000円 0円
新 居 浜 市 491,989円 424,084円 -67,905円
西 条 市 394,264円 562,820円 +168,556円
今 治 市 37,020円 24,826円 -12,194円
東 温 市 13,015円 33,063円 +20,048円
松 山 市 679,429円 637,348円 -42,081円
喜 多 郡 167,200円 184,110円 +16,910円
八 幡 浜 市 10,602円 10,000円 -602円
西 予 市 0円 10,000円 +10,000円
宇 和 島 市 163,650円 59,676円 -103,974円
愛 媛 大 学 113,537円 108,875円 -4,662円
自動販売機等 222,406円 224,028円 +1,622円
合 計 2,315,112円 2,288,830円 -26,282円
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　全国および愛媛県の過去５年間の献金額の推移

を示します。愛媛県は僅かに減少，全国的には増

加となっております。

　右側の表に各年の出生数を示します。おぎゃー

献金は相対的には皆様のご協力のお陰で増加して

おります。

� 金額（単位：千円）

愛媛県献金額 出生数
2019年 253万円 －5万円 8,466
2020年 263万円 +10万円 8,105
2021年 238万円 －25万円 8,068
2022年 231万円 －7万円 7,589
2023年 228万円 －3万円 7,035

全国献金総額 出生数
2019年 6234万円 －2005万円 865,234
2020年 6547万円 +313万円 840,835
2021年 6299万円 －248万円 811,622
2022年 6106万円 －193万円 799,728
2023年 6251万円 +145万円 758,631

全国及び愛媛県の過去5年間の献金額

2023年　地域別正会員一人当たり献金額
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愛媛県会員一人当たり愛媛県会員一人当たり
�17,472円�17,472円

香川県　14,491円香川県　14,491円

高知県　�9,412円高知県　�9,412円

徳島県　�4,752円徳島県　�4,752円
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　各都道府県別産婦人科医会１人あたりの献金額

を示します。愛媛県は，会員１人あたり17,472円。

全国６位で依然上位となっており担当者として誇

りに思っています。

　令和６年７月７日㈰に公益財団法人　日母お

ぎゃー献金基金　六十周年記念式典・祝賀会およ

び全国献金担当者連絡会が開催され，出席してま

いりました。以下に報告いたします。

「おぎゃー献金運動」六十周年記念式典

日時：令和６年７月７日㈰　11：00 〜 11：40

場所：�グランドプリンス新高輪　国際館パミール

３階「白雲・慶雲」

１．開会の辞：宮﨑亮一郞

２．会長挨拶：石渡勇会長

３．来賓祝辞：内閣府特命担当大臣

 加藤鮎子（代 小野雄大）

　　　　　　　日本医師会会長

 松本吉郎（代 濵口欣也）

４．祝電披露　内閣府特命担当大臣　自見はなこ

５．表彰状贈呈式・受賞者代表挨拶

　　�愛媛県贈呈者（敬称略）：小西秀信，新谷敏昭，

坂田圭司，鍋田基生，米本寿志，矢野浩史，

福井敬介，吉本勲，愛媛大学医学部産婦人科

６．日本聾話学校による演奏

７．閉会の辞

「おぎゃー献金運動」六十周年記念祝賀会

日時：令和６年７月７日㈰　12：00 〜 13：30

場所：�グランドプリンス新高輪　国際館パミール

３階「香雲・翠雲」

１．開会の辞

２．主賓挨拶　日本産婦人科医会　顧問

 三ツ林裕巳（衆議院議員）

３．乾杯

 皇嗣妃紀子様ご臨席

４．閉会の辞 

第51回（令和６年度）

日本産婦人科医会　全国献金担当者連絡会

日時：令和６年７月７日㈰　13：30 〜 15：00

場所：�グランドプリンス新高輪　国際館パミール

３階「香雲・翠雲」

１．開会の辞：前村俊満副幹事長

２．会長挨拶：石渡勇会長

３．日母おぎゃー献金基金専務理事挨拶：

　　宮﨑亮一郞（公財）専務理事

４．報告

　⑴財団庶務報告：宮﨑（公財）専務理事

　　�　60周年を迎える「おぎゃー献金運動」につ

いて，役員一同原点に立ち返り，その活動が

より多くの障がい児のもとへ幸せを運ぶこと

ができるように行動する。これまでの助成の

実績を考慮し，効率的な運営を行いつつ，財

務基盤の構築を図る。「おぎゃー献金運動」

に対しての産婦人科医師のみならず社会への

理解を深めるため，助成事業・広報活動事業

を展開する。

　⑵財団経理報告：前村（公財）専務理事

　　　令和５年度　献金額� 62,513,373円
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　　　施設助成金（15施設）� 28,279,607円

　　　研究助成金（９研究機関）� 12,030,000円

　　　推進月間補助金（各都道府県産婦人科医会）�

� 1,990,500円

　⑶その他

　　�　研究助成は心身障がいの予防，治療に関し，

特に有意義と認められたものに限られ，厳正

な審査の後決定される。

５．協賛企業の取り組み内容紹介と挨拶

　⑴株式会社ソーシャルサービス

　　�　日母おぎゃー献金基金公式情報誌「あなた

と」について

　⑵株式会社伊藤園

　　�　自動販売機設置台数：461台。献金金額：

10,178,191円

６．連絡・協議 / 進行：宮﨑（公財）専務理事

　�　専用振込依頼書（５枚複写・取扱手数料無

料）を利用した地方銀行からの送金廃止につい

て（令和６年７月１日）

７．東京産婦人科医会からの報告

 （東京産婦人科医会 堀 量博 先生）

　�　実際に助成金を受けたあけぼの学園とつみき

第二を電撃訪問（おぎゃましま〜す）。思いの外，

明るく生き生きとした笑顔の子供達が印象的で

あったとのこと。

８．閉会の辞：野村哲也（公財）常務理事

　�　「先天性難聴」は1000人に1.62人（15万人調

査：信州大）という調査結果が出ました。最近

では我々の行う新生児聴覚スクリーニング検査

でreferが出たとき，サイトメガロウイルスの

検査をして陽性児に治療をしたりしますが，そ

の後も残る聴覚障害に対しては，人工内耳や高

性能補聴器を適応できる時代となってきました。

日本聾話学校は，聴力障害を持つ子供達に手話

を使わず，決して訓練ではなく，思いやり，愛，

丁寧な子育て支援を基軸として残る聴力を最

大限に利用してあくまで自律的に聞こえる努力

を促すシステムを採用しているとのこと。その

子達が我々の見る前でハンドベルによるエーデ

ルワイス，賛美歌の合唱を披露してくれました。

子供達の自立的な努力が感じられ，胸が熱くな

りました。

　�　「おぎゃー献金運動」六十周年記念祝賀会に

おいて，紀子様は当日明るい空色のワンピース

姿で祝賀会にご臨席賜りました。ご登場と同

時に場内がパッと明るくなりました。役員の先

生方に優しく声をかけられ，我々の普段の生活

を真剣に聞いて下さり，日頃の努力を称えられ

ました。また，日本聾話学校の生徒さん達にも

目線を合わせてお話ししていらっしゃいました。

良く考えると，紀子様は将来皇后陛下となられ

る可能性のあるお方です。「おぎゃー献金」の

趣旨を良く理解され，ご支持をいただいている

ことは大変有り難いことだと思いました。

　�　私は，今の若い女性の「おぎゃー献金」の認

知度が著しく低いことに危機感を持っています。

分娩の終わった患者さんに「おぎゃー献金」の

ことを尋ねると殆どの方がご存じないと答え

ます。

　�　「おぎゃー献金」運動は1964年，鹿児島県の

山あいの地で重症心身障がい児の三姉妹を目

の当たりにした産科医・遠矢善栄先生がなんと

か彼女たちを救済しようと尽力されたことから

始まります。遠矢先生は，健康な子を産んだ幸

せなお母様方と出産に立ち合った医師や助産師，

看護師達に「愛の献金」を呼びかけました。そ

れが重度心身障がい児を救う全国運動へと発展

し，数多のやさしい思いやりに支えられて今日
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に至ります。

　�　分娩を扱う全ての先生にお願いがあります。

「おぎゃー献金」は，元気な赤ちゃんを授かっ

た「幸せ」を障害のある子供達に「おすそわけ」

する産婦人科医の愛の献金運動です。健康な子

どもも，子育ては大変なもの。障害のある子ど

もはなおさらのこと。お母さんの目で育て愛の

心で。「決して強制ではありませんが，病院の

献金箱にワンコイン（100円）で結構ですので

どうかよろしくお願いいたします。」という説

明をしていただけないでしょうか？

　�　高校時代の同級生で，保育園（認定こども

園　アンジェリーナ）をやっている方がおら

れ，「おぎゃー献金」の趣旨等を説明したところ，

大いにご賛同いただき，園児と保護者の集まり

で献金頂き，１万６千円余りの寄付が寄せられ

ました。皆さんもこのような知り合いがおられ

たら，是非紹介いただければ幸いです。

　�　お願いばかりで恐縮に存じますが，どうか「お

ぎゃー献金」の趣旨を理解していただき，本年

もどうかよろしくお願いいたします。
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大学だより大学だより

愛媛大学大学院産科婦人科学 宇佐美　知　香

大　学　便　り

　愛媛県産婦人科医会の先

生方には，日頃より当教室

にご支援をいただき大変感

謝しております。

　昨年度，今年度につい

ては産婦人科医会共催で

のHPVワクチンに関するセミナーを開催していた

だいております。産婦人科が主に関わるキャッチ

アップ世代への接種普及については，公費での接

種が今年度いっぱいと期限が迫っております。私

共も様々な活動をしているものの，接種率が今

一つ伸び悩んでおり力不足を感じております。昨

年は医学部附属病院で職員や医学部生を対象に

キャッチアップ接種の集団接種を行いました。90

人近くの接種希望者に無事３回の接種を終えるこ

とができました。今年度も８月より第２弾の集団

接種を行う予定です。引き続き大学の医局員皆

で接種普及に向け取り組んでいきたいと思って

います。

　さて，今年当教室は１名の新入局員を迎えまし

た。県外での初期研修を経ての入局であり，愛媛

での産婦人科の専攻医研修を選択してくれたこと

を非常にうれしく思っています。１名ということ

で負担をかけている部分もあるかもしれませんが，

近い学年の先輩と共にしっかりした研修を行って

くれています。リクルートについては産婦人科に

興味のある学生は多いものの，県外出身の学生は

地元に戻って研修をすることが多く，また愛媛県

出身の学生も研修は他県で行いたいと希望する者

も一定数おり，学生の時から愛媛での臨床研修お

よび専攻医研修の魅力を伝えていかねばならない

と再認識しております。当教室は周産期・腫瘍・

生殖医療・女性ヘルスケアとそれぞれの分野の

専門医がおり，専攻医研修，さらにサブスペシャ

リティの修練もしっかり行うことができますので，

今後も学生や研修医にアピールしていこうと思い

ます。研修施設で指導を行っていただいている先

生方のおかげで産婦人科の魅力が伝わっている

ところも大いにあり，ありがたく思っております。

今後も熱いご指導をよろしくお願いいたします。

　学会や研修会等，現地開催も多くなっており医

局の枠を超えて医会の先生方と直接関われる機

会に恵まれて喜ばしい限りです。先生方と共に愛

媛の産婦人科を更に盛り上げていけるよう，大学

の役割である学生や研修医のリクルートから専門

性を持った医師の育成，高度医療の提供など，努

力していく所存です。今後もご指導ご鞭撻のほど，

よろしくお願いいたします。

� （2024年７月）



155第 60 号　令和６年８月 31 日

文献紹介文献紹介

愛媛大学大学院産科婦人科学 矢　野　晶　子
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論文要旨

緒言：

　脂肪組織は全身のインスリン感受性やエネル

ギー恒常性の維持に重要な内分泌器官である。そ

れは妊娠期においても同様であるが，これまで脂

肪組織を用いた検討等により，脂肪組織中に含ま

れる免疫細胞や血管内皮細胞といった細胞が妊娠

中のインスリン抵抗性の誘導等に関与することを

示唆した研究はあるものの，それぞれの細胞亜集

団としての変化や相互作用を検討した研究はない。

本研究では，妊娠マウスと非妊娠マウスの脂肪組

織，特に子宮周囲脂肪組織におけるシングルセル

RNAシークエンス解析（scRNA-seq）を実施し比

較することにより，脂肪組織中の細胞亜集団の変

動や遺伝子発現の変化，相互作用について検討す

ることを目的とした。

方法：

　すべての動物実験は愛媛大学動物飼育管理委

員会のガイドラインに沿って実施され，愛媛大

学動物実験委員会による承認を得た（承認番号：

05KI52-1）。12週齢のC57BL/6N雌雄マウスを交

配させ，妊娠18日目の雌マウスから子宮周囲脂肪

組織を採取した。また同週齢の非妊娠雌マウス

からも同様に子宮周囲脂肪組織を採取した。採

取した脂肪組織を処理して単細胞懸濁液を調整

し，scRNA-seqを実施した。scRNA-seqではCell�

Ranger�software�（v6.0.0）を用いてクラスタリン

グ，サブクラスタリング解析が行われ，Uniform�

Manifold�Approximation�and�Projection�（UMAP）

を用いて可視化された。妊娠群と非妊娠群の遺伝

子発現差をもとに，iDEP1.1を用いてEnrichment

解析とPathway解析を行った。異なる細胞間の分

子相互作用を検証するためにCellChat1.6.0を用い

て細胞間相互解析を行った。また妊娠中の全身脂

肪組織の経時的変化を調べるためにマイクロX線

CT分析を用いて脂肪量を測定した。

結果：

　脂肪組織を構成する細胞群はマーカー遺伝子

によって識別され，10のクラスターに分類され

た。クラスターの内訳は脂肪細胞と，単球/マク

ロファージ，T細胞，B細胞，肥満細胞，線維芽

細胞，平滑筋細胞/内皮細胞，中皮細胞，赤血球

細胞，分類不能細胞であった。非妊娠群と妊娠

群を比較すると，妊娠群では非妊娠群と比較して

脂肪細胞の著明な減少と，非脂肪細胞分画の相

対的な増加を認めた。さらにマーカー遺伝子で判

別できない分類不能細胞群は妊娠群にのみ確認

された。また脂肪細胞を詳細に解析した結果，さ

らに６つのサブクラスターに分類することができ

た。このうちAdipo_5はエストロゲンに対する反

応と妊娠に関与する胚形成過程において独自の

性質をもつことが示唆された。さらに細胞間相互

解析により，妊娠群ではレジスチンシグナル伝達

経路において脂肪細胞からB細胞へのシグナル消

失が認められた。非妊娠群と比較して妊娠群でB

細胞におけるレジスチンに関連するシグナル伝達

経路のダウンレギュレーションが確認され，これ

は妊娠の維持や妊娠関連疾患の予防に寄与して

いることが示された。また，トロンボスポンジン

（THBS）シグナル伝達経路において，非妊娠群で

は認められなかった脂肪細胞からのシグナル発信

が妊娠群では認められた。シグナルリガンドであ

るThbs1，Thbs2，Thbs3の脂肪細胞の亜集団にお

ける遺伝子発現パターンを解析したところ，妊娠

群Adipo_2におけるThbs1とThbs3の発現が有意に

上昇していた。さらにTHBS/Yapシグナル伝達経

路において妊娠群においてRAP2A/RAP2Bの遺伝

子のダウンレギュレーションとYAP1のアップレ
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ギュレーションを認め，妊娠に関連する血管リモ

デリングの関与が示唆された。

考察：

　本研究はscRNA-seqを行うことで，非妊娠群と

妊娠群の子宮周囲脂肪組織の細胞構成や機能的変

化を示した。特に脂肪細胞と他の細胞分画との間

のシグナル変化をもとに，遺伝子発現変化の確認，

そして組織特異的な母体胎児における免疫寛容を

示唆する妊娠維持や妊娠関連疾患への関与や妊娠

に関連する血管リモデリングにおける機能が示さ

れた。これらのデータから得られた知見は，妊娠

における全身への脂肪組織の影響について新たな

洞察を与え，その結果妊娠に関連する疾患のメカ

ニズムのより深い探求を可能にするかもしれない。
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新入会会員紹介新入会会員紹介

深　川　真　弓

2023年９月に10年務めた久留米大学病院産婦人科医局を退局し，同年10月よ

りつばきウイメンズクリニックに所属させて頂きました深川真弓と申します。

生殖医療を専門としています。ARTを含めた治療を行い，妊娠成立された

患者様の周産期管理や残念ながら流産してしまった患者様の緊急時の搬送に早

急に対応してくださる愛媛県内の先生方にはいつも大変感謝をしております。

今後ともご迷惑をおかけすることがあるかと思いますが，精進して参ります。

よろしくお願い申し上げます。

つばきウイメンズクリニック　産婦人科

藤　井　貴　頌

今年度から愛媛県産婦人科医会に入会させていただきました，藤井貴頌と申

します。愛媛大学を卒業後，広島県で初期研修を行い，2024年4月より愛媛大学

医学部附属病院で勤務させていただいております。

至らぬ点ばかりでご迷惑をおかけすることも多々あるかと存じますが，愛媛

県の産婦人科医療に少しでも貢献できるよう日々精進してまいります。今後と

もご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

愛媛大学医学部附属病院　産婦人科
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　松山城の土砂崩れを引き起こすほどの記録的な
大雨となった梅雨が明けたら，連日の猛暑で熱中
症アラートが喚起されっぱなしです。さらに新型
コロナ感染者が急増しており，第11波に入ったと
報じられています。始めに報告があります。愛媛
の産婦人科医療に多大な貢献をされた猪原照夫先
生が３月16日お亡くなりになりました。子宮頸が
ん手術の名医であり，「国手」でした。「弔慰」に
御経歴を掲載させていただきました。ご冥福をお
祈り申し上げます。
　７月３日，最高裁は旧優生保護法を憲法違反だ
とする判断を示し，国に賠償を命じました。それ
を受けて，政府は優生手術の被害者に対して謝罪
ならびに賠償を始めています。被害者やその家族
の皆さんに対して，一刻も早く救済の手が差し伸
べられるように願うばかりです。少し説明します
が，1948（昭和23）年に優生保護法が公布され，
愛媛県では94名の先生方が優生保護法指定医とな
りました。これら指定医の先生方で愛媛県産婦人
科医会が組織されました。1996（平成８）年に法
改正されるまで実に48年間にわたり，全国で２万
5,000人に上る方々に優生手術が行われてきました。
私は1989（平成１）年に優生保護法指定医を取得
しています。それ以前の大学在籍中（約８年間）に，
この問題が話題になったこともなく遠い過去の出
来事という認識でしかなかったことを恥ずかしく
思います。産婦人科医師達が声を上げるべきだっ
たと，悔やまれるところです。
　横山新体制は２年目となりました。山積してい
る問題解決のため精力的に活動をしています。
　「巻頭言」横山幹文会長は今後の周産期医療を方
向付ける「分娩費の保険適用化」について述べて
おられます。杉山隆病院長は愛大附属病院の創設
50周年に向けて，高度急性期医療に対応する施設
を竣工させて，更に進化する構想を述べられてい
ます。
　「慶祝」矢野浩史（矢野産婦人科）「令和５年度

産科医療功労者厚生労働大臣表彰」を受賞。
　「論説」阿部恵美子常任理事（愛媛県立中央病院）
「災害時の周産期医療情報発信〜新しいPEACEの
運用〜」について，問題点を含めて報告していた
だきました。
　「学術」安岡稔晃助教（愛大医学部付属病院）「が
ん・生殖医療における卵巣組織自家移植について」
執筆していただきました。
　横山幹文会長ならびに杉山隆病院長を始め，執
筆に御協力いただいた先生方および編集委員，事
務局の笠井俊房さんに感謝申し上げます。
　パリオリンピック（Paris2024）が開催されて
います。阿部詩選手（柔道）の敗退に伴う慟哭と
も思える大号泣には衝撃を受けましたが，その後
の日本選手の活躍は素晴らしく感動を与えてくれ
ています。女子選手が躍動する姿は美しいですが，
月経調節は大丈夫か，疲労骨折をしてないかなど，
心配しながら応援しています。がんばれ〜！ニッ
ポン‼
� 令和６（2024）年８月１日　
会報編集委員長　矢野浩史

－編集委員－
　矢野　浩史，金子　久恵，近藤　裕司，
　松原　圭一，吉良　敏彦，西　　睦正，
　吉本　　勲
－顧　　問－
　横山　幹文

編 集 後 記編 集 後 記
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広　告　協　賛　会　社　一　覧　（順不同） 

あすか製薬　株式会社

江崎グリコ　株式会社

株式会社　エヒメ医療器

科研製薬　株式会社

小西医療器　株式会社

株式会社　サンメディカル

ゼリア新薬工業　株式会社

中外製薬　株式会社

トーイツ　株式会社

バイエル薬品　株式会社

久光製薬　株式会社

株式会社　明治

持田製薬　株式会社

森永乳業　株式会社

MSD　株式会社

不二印刷　株式会社

ご協力ありがとうございました。



◎商品に関するお問い合わせ先：グリコお客様センター 0120-964-369

 アイクレオの詳しい情報はコチラ！

1. 乳由来成分MFGM※1配合！！

2. すこやかな発育をサポートする栄養を
　 バランスよく摂れる

3. 元気でつよいカラダづくりをサポート

※1 Milk Fat Globule Membrane；乳脂肪球皮膜

1. 日本初！※1発育に大切な「ヌクレオチド」※2配合
※1 国内のメーカーで初めて
※2 5’-シチジル酸、5’-ウリジル酸ナトリウム、5’-アデニル酸、5’-イノシン酸ナトリウム、5’-グアニル酸ナトリウム

3. 母乳と同程度の赤ちゃんにやさしい「塩分量」

2. 赤ちゃんの発育を考えた、「母乳に近い栄養成分※3」
※3 脂質、炭水化物、ナトリウム

愛と、たしかな栄養を。
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All for people and 
medical care 

すすべべててはは人人とと医医療療ののたためめにに  

 本本社社  
〒790-0966 
愛媛県松山市立花 6 丁目１番地１号 
TEL（089）933-1166（代） 
FAX（089）933-1167 

新新居居浜浜営営業業所所  
〒792-0004 新居浜市北新町 13 番 24 号 
TEL（0897）36-5066 FAX（0897）36-5067 

 宇宇和和島島営営業業所所  
〒798-0075 宇和島市川内甲 923-2 
TEL（0895）23-3633  FAX（0895）23-3634 

 

総合医療機器商社 

 

https://www.ehimemedical.com/ 
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2024年4月作成

※効能又は効果、用法及び用量、警告・禁忌を含む注意事項等情報等は電子化された添付文書をご参照ください。

2024.04アバスチン広告1C
B5・1/2　H.110mm×W.150mm
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表紙　題字　横山　幹文 会長

写真　　「烏帽子岳のミヤマキリシマ」　松山市　小泉　幸夫

５月19日早朝、草千里傍の烏帽子岳頂上近くからの眺望です。ミヤマ

キリシマが見ごろを迎えていました。

カメラ　 キャノ６D、24～70ｍｍズームレンズ http://www.fuji-medianet.co.jp

表紙　題字　横山　幹文 会長

写真　　「烏帽子岳のミヤマキリシマ」　松山市　小泉　幸夫

５月19日早朝、草千里傍の烏帽子岳頂上近くからの眺望です。ミヤマ

キリシマが見ごろを迎えていました。

カメラ　 キャノ６D、24～70ｍｍズームレンズ http://www.fuji-medianet.co.jp
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